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資 料

ス ウ ェ ー デ ン法 訳 語 集(3・ 完)

萩 原 金 美

Oの 部

obduktion検 死 。raattsmedicinskobduktion(法 医 学 的検 死)は 死 因 を

確 定 す る こ とに 関 わ り、 死 体 解 剖 を含 む 。

obefogatangivelse不 当 告 訴 罪(刑 法15章6条2項)。falskangivelseも

み よ。

obefogatatal不 当 訴 追 罪(刑 法15章5条3項)。 本 罪 は検 察 官 に も私 的

訴 追 者 に も同様 に適 用 され る。falsktatalも み よ。

obehorigbefattningavhemliguppgift秘 密 情 報 の 無 権 限取 扱 い の 罪(刑 法

19章7条)。 過 失 に よ る外 国 権 力 に対 す る秘 密 情 報 供 与 等 の行 為 。供 与

等 の行 為 自体 は故 意 に よ る もの で あ る にせ よ、 情 報 が 外 国 権 力 に伝 達

され る こ とにつ い て故 意 が ない 場 合 。spioneri、vardloshetavhemlig

uppgift参 照 。

obehorigvinst不 当利 得 。 個 別 的規 定(例 え ば 「手 形 法(1932:130)」74

条)は 別 と して 、 不 当利 得 に 関 す る 一 般 的規 定 はス ウ ェ ー デ ン法 に存

しな い 。 ス ウ ェ ー デ ンの 学 説 は伝 統 的 に不 当 利 得 に 関 す る大 陸法 埋 論

に批 判 的 で あ っ た 。

obestand支 払 不 能 。 破 産 原 因 に な る。insolvensも み よ。

obilligt不 当 な、 不 公 正 な。 漠 然 と した概 念 で、 一 般 入 の正 義 感 覚 に反 す

る もの な ど をい う。例 え ばobilligtavtalsvillkor(不 当 な契 約 条 項)。

obiterdictum(判 決 にお け る)傍 論 、 附 随 的意 見 。ratiodecidendi参 照 。

objektivkumulation訴 え ・訴 追 の客 観 的併 合 。
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objektiv・m6jlighet(履 行 の)客 観 的不 能 。om6jlighetも み よ。

・bjektivstraffrihetsgrund客 観 的刑 罰 免 責 事 由、 犯 罪 成 立 要 件 阻却 事 由。

刑 法24章 等 が定 め る(正 当 防衛 そ の他)。objektivansvarsfrihetsgrund

(客 観 的 責 任 阻却 事 由)と もい う。straffrihetsgrundも み よ。rekvisit

参 照 。 〔objektivansvarsfrihetsgrundは 、 わが 国 の 「責 任 阻却 事 由」

と同義 で は な い 。〕

objektivitetesprincipen客 観 性 原 則 。①(訴 訟 法 上 の 意 味)捜 査 指 揮 者 お

よ び検 察 官 は 、 必 要 な場 合 に はあ る程 度 まで被 疑 者 の 無 実 お よび そ の

利 益 とな る事 項 につ い て留 意 ・配 慮 す る義 務 が あ る とい う関係 。 訴 訟

手 続 法23章4条 が 規 定 す る。②(公 法 上 の 意 味)公 的 機 関 は そ の 活動

に お い て所 定 の 実 現 す べ き利 益 以 外 の もの に よ っ て動 か さ れ て は な ら

ず 、 か つ そ の決 定 は現 行 法令 に よ り顧 慮 す る こ とが で きる事 情 以外 の も

の に基 づ い て は な ら ない とい う原 則 。統 治 組織 法1章9条 が そ の 根 拠

条 文 。illojalmaktut6vning参 照 。 〔同条 は 「裁 判所 な らび に行 政 機 関

お よび そ の他 公 行 政 の職 務 を行 う もの は、 そ の活 動 にお い て 法 の前 の万

人 の平 等 に配慮 し、 か つ 客 観 性 お よ び不 偏 性 を遵 守 しな け れ ば な らな

い 。」 と規 定 す る。〕

objektivtansvar客 観 的 責 任 。striktansvar(厳 格 責 任)*ま た はrent

striktansvar(純 粋 厳 格 責 任)寧 と同 じ意 味 で用 い られ る。

objektivtfel客 観 的(抽 象 的)椴 疵 。 通常 の 規 準 か ら乖 離 す る暇 疵 。

abstraktfelに 同 じ。

・bjektivtforfarande(出 版 の 自由 に関 す る法 律 にお け る)客 観 手 続 。

ansokningsmalも み よ。

objektivtrekvisit客 観 的 要件 。rekvisitも み よ。

objektivtoverskott(刑 法 にお け る)客 観 的加 重 、 結 果 的加 重 。 重 い結 果

に つ い て 故 意 は もち ろ ん過 失 も必 要 で な い とされ る。 〔日本 の判 例 の立

場 と同趣 旨 と理 解 され る 。〕

obligatio債 権 、 債 務 。

OhligatiOCiViliS民 事債 権 。
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obligationaturalis自 然 債 務(権)。

・bligati・n① 債 務 、② 債 券 。

obligationsforhallande債 務 関係 。fardringsforhallande(債 権 関係)に 同

じ。

obligationsratt債 権(務)法 。 一 般 に 、 契 約 当事 者 お よび こ れ に類 す る

者 の 間の 法律 関係 に関 す る民 事 法 規 の 総 称 。sakratt参 照 。

・bligat・risk① 債 権(務)的 、債 権(務)法 的 、② 強 行 法 的 。

obsolet法 規 の失 効 、退 化 。形 式 的 には有 効 であ る法 規 が古 くな って使 用 さ

れ ず 、 も は や 裁 判 所 で 適 用 さ れ な い こ と を い う。 〔英 米 法 に お け る

obsolete参 照 。〕

ocker暴 利 行 為 罪(刑 法9章5条)。 この よ うな行 為 はそ の相 手 方 に対 し

て無 効 で あ る(「 契 約 法(1915:218)」31条)。

ockerpantning債 権 回収 に不 正利 用 の た め の偽 造 文 書 等 の 収 受 罪(刑 法9

章10条)。

ockupation無 主 物 先 占。 現 在 の ス ウ ェー デ ン法 で は動 産 につ い て の み 認

め られ る 。originartfang参 照 。

・fall事 故 、不 幸 な 出来 事 。 や や古 風 な用 語 。

offentligauktion公 的競 売 。

offentligf6rsvarare(刑 事 事 件 の)公 共弁 護 人 。 原 則 と してadvokat(弁

q士)*に 限 られ る。 また 、被 疑 者段 階 か ら任 命 され る 。訴 訟 手 続 法21

章 に弁 護 人 に 関す る規 定 が あ る。

・ffentligratt公 法 。forvaltningsratt参 照 。

・ffentligstamning召 喚 状(訴 状)の 公 示 送 達 。stamning参 照 。

offentligtillstallning公 共 の場 所 で の 興行 、 物 品 の 販 売 、行 進 な ど。 「秩

序 法(1993:1617)2章 一定 義 につ い て は 同章3条)が 定 め る。

・ffentlighetsprincipen公 開原 則 。 公 権 力 の行 使 は 国民 一一般 の 監 視 と統 制

の もと に置 か れ るべ きだ とす る原 則 。 この原 則 は、 裁 判 所 にお け る弁 論

の 公 開 や 「出 版 の 自由 に 関 す る法 律 」 にお け る公 文 書 公 開 の 形 成 に決

定 的 な意 義 を有 して い る 。
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offentligrattsligaavgifter(地 方 自治 体 の)公 的手 数料 。 地 方 自治体 が 私

人 か ら徴 収 す る こ との で きる手 数 料(例 え ばhamnavgifter(港 湾 利 用

手 数料))の 地 方 自治 体 法 上 の 用 語 。 「地 方 自治体 法(1991:900)」8章

3条b等 が 定 め る。

offentligtackord公 的和 議 。 「企 業 更 生 に関 す る法 律(1996:764)」 に よ

る和 議 。 同 法3章 が 定 め る 。債 権 者 の 多 数 の意 思 が 反対 の 少 数 者 も拘

束 す る の で 、 そ れ はtvangsackord(強 制 和 議)串 で あ る。 〔か つ て は 「和

議 法(1970:847)」 が 存 在 したが 、 この法律 は 「企 業 更 生 に関 す る法律 」

の 施 行 と と もに廃 止 され た。 同法 附則1.〕

offentligtbitra.de公 的 補 佐 人 。特 別 の行 政 事 件(難 民 認 定 な ど)に つ い

て無 料 で付 せ られ る補 佐 人 で 、 一 般 に弁 護 士(補)が 任 命 され る。 「公

的 補 佐 人 に関 す る 法 律(199611620)」 が あ る。rattegangsbitrade参

照 。 〔bitradeを わ が 国 の 「補 佐 人 」 と同様 の もの と誤 解 して は な ら な

い 。 ス ウ ェー デ ン法 の補 佐 人 は訴 訟代 理 権 こそ有 しない が 、 そ の他 の面

で は訴 訟 代 理 人 と同様 で あ る(訴 訟 手 続 法12章22条)。 法 律 扶 助 にお

い て は訴 訟 代 理 人 で な く弁 護 士(補)の 補 佐 人 が 任 命 され る。〕

offergra.nnsen履 行 限界(説)。 給 付 の履 行 が 経 済 的 にみ て この 限界 を超

え る ほ ど困難 で あ る と きは 、債 務 者 は不 履 行 の 際 に損 害 賠 償 を支払 い 、

また は本 来 的 給 付 を行 う こ と を要 しない 。 こ の用 語 は ドイ ツのP.Heck

(ヘ ッ ク)の 学 説 に由来 す る とい わ れ るが 、具 体 的 法 規 定 が 存 しな い場

合 の議 論 は分 か れ て い る。forcemajeure参 照 。

officialforfarande(officialpr6vning)職 権 手 続 、 職 権 審 理(査)。 公 的 機

関が 職 権 に よ り開始 し、形 成 す る手 続 。

vfficialprincipen職 権(探 知)主 義 。 訴 訟 法 上 の 原 則 で 、dispositions-

principen(処 分 権 主 義)*と 対 置 され る。 〔関連 す る用 語 法 は不 統 一 で 、

PerOlofEkel6f(ペ ー ル ・オ ー ロ フ ・エ ー ケ レー ヴ)は 学 説 にお い て

officialprincipenの 代 わ りにperolofunders6kingsprincipen(審 問主

義)が 用 い られ るの が一 般 的 で あ るが 、 これ は適 切 で ない とす る。 そ の

理 由 は、 後 者 に よ る とunders6kingsprincipenとf6rhandlingsprincipen
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(弁論 主 義)*と の 中 間 にmateriellprocessledng(実 体 的訴 訟 指 揮)*が

置 か れ る こ とにな り、 そ れ が実 体 的 訴 訟 指揮 す な わ ち釈 明 に対 す る消 極

的 な態 度 に導 い て きた と彼 が 考 え る と ころ に あ る。〕

ofredande迷 惑 行 為 の 罪(刑 法4章7条)。 銃 器 の 発 射 、投 石 、 騒 音 等 に

よ っ て他 人 に迷 惑 をお よぼす 行 為(misshandel(傷 害 罪)*に 至 ら ない

程 度 の小 突 い た り蹴 っ た りす る こ と を含 む)。 喘 息患 者 の顔 に タバ コの

煙 を吹 きか け る行 為 もそ の例 に挙 げ られ る。

ofullkomnataktenskap未 完 成 の 婚 姻 。 か つ て の 婚 姻 法 で は 、婚 約 後 に挙

式 が行 わ れ な い ま ま男 女 が 同棲 して い る場 合 に は 、 婚 姻 類 似 の効 果 が

発 生.しえ た こ とを い う。

ogillande(avtalan)(言 青求 の)棄 却 。avvisning① 参 照 。

ogiltighet無 効 性 。 法 律 行 為 が そ の 内 容 に した が っ た効 力 を有 しな い こ

との 総 称 。 「契 約 法(1915:218)」 が 定 め る 。angriplighet,nullitet,

overksamhet参 照 。 〔ス ウ ェ ー デ ン法 は用 語 上 無 効 と取 消 し と を区別 せ

ず 、無 効 の程 度 に強弱 を認 め る。 弱 い無 効 が わ が 国 な どの 「取 消 し」 に

相 当す る。 山 下丈 「ス ウェ ー デ ンの契 約 法 につ い て」 広 島法 学8巻4号

(1985)61頁 参 照 。 同論 文 は 「契 約 法(1915:218)」 の全 訳 を含 む 。〕

ogulden未 払 の 。obetalad(未 払 の)の 古 い表 現 。

・hemul無 権 限 の 、 正 当 で な い 、根 拠 の な い 。

ohemulklagan判 決 また は決 定 に対 す る悪 意 の 上 訴 。 罰 金 の 制 裁 を伴 う

rattegangsf6rseelelse(訴 訟 手 続 に関 す る軽 罪)の 一 つ(訴 訟 手 続 法9

章2条)。ohemultalan参 照 。

ohemultalan悪 意 の 訴 え。 罰 金 の 制 裁 を伴 うrattegangsforseelelse(訴

訟 手 続 に関 す る軽 罪)の 一 つ(訴 訟 手 続 法9章1条)。 こ の軽 罪 につ い

て は 、 裁 判 所 は起 訴 な しに そ れ が 犯 され た 当 該 訴 訟 手 続 に お い て 職 権

を もって取 り上 げ、処 罰 す る こ とが で きる。被 告 が 悪 意 を もっ て訴 え を

基 因 した場 合 もこれ に該 当 す る。 もっ とも、 こ の軽 罪 の適 用 は極 め て ま

れ な場 合 にの み 行 われ る とい う。

ohorsamhetmotordningsmakten秩 序 権 力 に対 す る不 服 従 の 罪(刑 法16
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章3条)。 刑 法16章 「brottmotallmanordning(公 共 の秩 序 に対 す る

罪)」*の 一 つ 。公 共 の秩 序 を撹 乱 す る集 会 参 加 者 が 、秩 序 維 持 権 者(警

察)の 命 令 に従 わ な い な どの行 為 。

ofavig中 立 的(な 者)。 除斥 ・忌 避 原 因が な い こ と(者)。

oklarhetsregeln不 明確 性 原 則 、 作 成 者 不 利 の原 則 。 約 款 中 の不 明確 な文

言 は約 款 の作 成 者 に不 利 に解 す べ きだ とす る原 則 。 判 例 上 比 較 的 しば

しば用 い られ る 。 こ の解 釈 原 則 は弱 者 保 護 を 目的 と して い る。

oktroj許 可(特 許)。koncession*の 同意 語 だが 、現 在 で は銀 行 業務 に対

す る政 府 の 許可 につ い て の み用 い られ る(「 『銀 行 お よび金 融 の業 務 に関

す る法律(2004:297)』 の導 入 に関 す る法律(200:298)」5条)。

olagadiskriminering不 法 差 別 罪(刑 法16章9条)。 公 私 の事 業 活 動 等 に

お い て被 用 者 の 人種 、 国 家(民 族)的 出 自、 信 仰 お よび性 的傾 向 に基

づ く差 別 行 為 をす る犯 罪 。 な お 、差 別 禁 止 につ い て は 「差 別 禁 止 に 関す

る法律(2003:307)」 そ の他 一連 の 法規 が あ る(同 法2条 参 照)。

olagafrihetsberovande不 法 自 由剥 奪 罪(刑 法4章2条)。 略 取 誘 拐 罪 等

(同章1条 、1条a)に 該 当 しない逮 捕 ・監 禁 等 の 自由 を剥 奪 す る行為 。

・lagshot不 法 脅 迫 罪(刑 法4章5条)。

olagaintrang事 務 所 等 不 法 侵 入 罪(刑 法4章6条2項)。 事 務 所 や船 舶

に不 法 に侵 入 しまた は退 去 しな い行 為 。

olagaspridandeavefterbildning模 造 通 貨 等 頒 布 罪(刑 法14章10条)。

olagatwang不 法 強 要 罪(刑 法4章4条)。

olagavaldsskildring不 法 な(性 的)暴 力 描 写 等 の 罪(刑 法16章10条b)。

獣 姦 の描 写 も含 まれ る。 正 当 な理 由が 認 め られ る と き は処 罰 され ない 。

また、Statensbiografsbyra(国 立 映 画 局)*の 承 認 を得 た映 画 等 につ い

て は例 外 規 定 が あ る(同 条bの3、4項)。

oligopol寡 占。

・1・vligavlyssning不 法 盗 聴 罪(刑 法4章9条a)

olovligbefattningmedfalaskapengar偽 造 通 貨 流 通 関 与 罪(刑 法14章6

条a)。
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偽 造 通 貨 を入 手 、供 与 、 保 管 また は輸 送 す る な どの行 為 。

olovligkraftavlednng電 力 盗 用 罪(刑 法8章10条)。

olovligkarverksamhet不 法 軍 隊 的 活 動 関与 罪(刑 法18章4条)。

olovligkarnsprangning不 法 核 実 験 実 施 罪(刑 法22章6条c)。 国連 の

「包 括 的 核 実 験 禁止 条 約」 に違 反 して核 実 験 を実 施 す る行 為 。

olovligkorning無 免 許 運 転 罪 。 「交 通 犯 罪 の刑 罰 に関 す る 法律(1951:

649)」3条 が定 め る。

olovligstridsa.tgard不 法 争 議 行 為 。 労働 協 約 に違 反 す る争 議 行 為 。

・1・vligunderrattelseverksamhet外 国 の た め の情 報 活 動 罪(刑 法19章10

条)。 ス ウ ェ0デ ン国 内 に お い て外 国権 力 を対 象 と して な され るス パ イ

行 為 。 外 国 の た め に秘 密 裏 に ま た は詐 欺 的 方 法 で 他 人 の個 人 的 情 報 を

入 手 す る行 為 も含 ま れ る。 これ は例 え ば 政 治 的 亡 命 者 お よ び そ の 親 族

の保 護 を 目的 とす る 。

olovligvarvning(外 国 の た め の)不 法徴 兵 罪(刑 法19章12条)。

olovligtbrukande(動 産 ・不 動 産 の)不 法 使 用 罪(刑 法10章7条)。 自己

の 占有 下 に あ る他 人 の 動 産 ま た は不 動 産 を不 法 に使 用 し、 そ の 所 有 者

に損 害 ま た は不 利 益 を惹 起 す る な どの行 為 。

olovligtforfogande不 法処 分 罪(刑 法10章4条)。 自己 の 占有 下 にあ るが 、

他 人 が 所 有 権 ま た は 担 保 権 を有 す る物 を処 分 す る行 為(f6rskingring

(横領 罪)*ま た はundandrakt(横 領 軽 罪)*に 該 当 しない場 合)。 例 え ば、

売 主 が二 重 売 買 を し、 第 二 買 主 に 目的 物 を引 き渡 した場 合(第 一買 主 と

の 関係 に おい て)や 所 有 権 留 保 付 割賦 払 売 買 契 約 の買 主 に よ る代 金 完 済

前 の売 買 物 件 の売 却 。

olovligting昌endeav証ktenskap不 法 婚 姻 罪(刑 法7章1条2項)。 同棲 婚

の登 録 を して い る者 が 婚姻 をす る こ と。

olovligtpartnerskap重 複 同棲 婚 登 録 罪(刑 法7章1条a)。 婚 姻 して い

る か も し くは同 性 婚 登 録 を して い る者 が 他 の者 を相 手 方 とす る 同棲 婚

の登 録 を させ る こ と、 ま た は他 の者 が婚 姻 してい るか も し くは 同棲 婚 登

録 を してい る者 を相 手 方 とす る 同棲 婚 の登 録 を させ る こ と。
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ombudsman代 理 人 、 受 任 者 。syssloman*に 同 じ。 〔国会 オ ンブズ マ ン等

と混 同 しな い こ と。 国会 オ ンブズ マ ン も原 義 は、 国会 の代 理 人 とい う こ

とで あ る。 訴 訟代 理 人 はrattegangsombud*。 〕

ombudsmannenmotetniskdiskriminering(DO)民 族 的差 別 等 防止 オ ンブ

ズ マ ン。 「民 族 的 所 属 、宗 教 また は そ の 他 の信 条 に基 づ く労 働 生 活 にお

け る差 別 に対 す る措 置 に 関 す る法 律(1999:130)」 を遵 守 させ る こ と

な どを職 務 とす る政 府 任 命 の オ ンブ ズ マ ン。

ommedelbarbesittinig直 接 占有 。

omedelbarskada直 接 的損 害 。 加 害行 為 時(犯 行 時)に 生 ず る損 害 。

f61jdskada参 照 。

omedelbaratillbehor直 接 従 物 。 建 物 、 導 管 、塀 そ の他 不 動 産 の継 続 的利

用 に供 す る一 般 的性 質 の従 物 。byggnadstillbeh6r,fastegendom等 参

照 。

omedelbarhetsprincipen直 接 主 義 。 ス ウ ェー デ ン訴 訟 法 の 主 要原 則 の 一 つ

で 、huvudf6rhandling(本 口頭弁 論)*に 上 程 され た資料 の み が判 決 の基

礎 に置 か れ るべ きだ とす る もの。 なお 、証 人 が本 口頭弁 論 で 尋 問 されず 、

そ の証 言 を録 取 した書 面 が 本 口頭 弁論 で朗 読 され 、 これ に基 づ き判決 が

な され る と き は 、 直 接 主 義 の 要 請 は満 た す がbevisomedelbarhetens

princip(証 拠 直接 性 の原則)*に は合致 しな い こ とにな る。

omedelbartrelevantomstandighet(ま た はfaktum)直 接 に関 連 す る事 実 、

法 律(要 件)事 実 。bevisfaktum,rattsfaktum参 照 。

・medvetenculpa認 識 な き過 失 。 通 常 の過 失 の こ と。culpa参 照 。

omissivdelikt不 作 為 犯 。kommissivdelikt参 照 。

omleverans再 給付(物)。gilltgods参 照 。

omrostningstema票(評)決 の 主 題 。 判 決(ま た は 決 定)に お け る 票

(評)=決 が行 わ れ るべ き問題 。訴 訟 手 続 法16章2条(民 事)、29章2条

(刑 事)が 定 め る 。例 え ば民 事 につ い て は法 律 事 実 ご とに な され なけ れ

ば らな い 。

omslagsrevers不 動 産 担 保 債 務 証 書 。 不 動 産 を担 保 とす る金 銭 貸借 の 際
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に 一 般 に 用 い られ る債 務 証 書 で 、 人 的 な 債 務 関 係 を規 整 す る 。pantbrev

参 照 。

omsattningsvaxel〔renewedbill〕 書 替(換)手 形 。

。mvandbevisborda証 明 責 任 の 転 換 。omkastadbevisb6rdaと もい う。

omyndig行 為 無 力 者 、 未 成 年 者 。18歳 未 満 の 者 。underarig参 照 。

omojlighet(履 行 の)不 能 。objektivom6jlighet(客 観 的 不 能)*、

subjektivom6jlighet(主 観 的 不 能)*、faktiskom6jlighet(事 実 的 不

能)、lagligom6jlighet(法 律 的 不 能)な どが あ る 。

andtro悪 意 。godtro(善 意)*で な い こ とで 、 通 常 の 注 意 を も っ て 知 り

うべ か り し場 合 を含 む 。

onerostavtal(oneouscontract)双 務 ・有 償 契 約 。 反 対 はbenefisktavtal

(無 償 契 約)*。synallagmatisk参 照 。

onus負 担 、 義 務 、 租 税 、 手 数 料 。onusprobandiは 証 明 義 務(責 任)。

opinionecessitates人 が 法 的 に拘 束 さ れ る と考 え る 関 係 。

opinionsfriheter意 見 の 自 由 。 政 治 的 民 主 制 に と っ て と く に基 本 的 重 要 性

を有 す る 自 由 お よ び 諸 権 利 で 、 表 現 、 情 報 、 集 会 、 示 威 行 動 、 結 社 お

よ び 宗 教 の 諸 自 由 を 含 む(統 治 組 織 法2章1条)。 意 見 の 自 由 に は 積 極

的 面 と消 極 的 面(意 見 を 表 明 し な い 自 由)と が あ る 。 同 条 は 前 者 を 規

定 して い る が 、 後 者 に つ い て は 同 章2,3条 が 定 め る 。

叩inionsuttalande(新 聞 評 議 会 の)意 見 表 明 。Pressensopinionsnamnd

(POn)に よ る新 聞 倫 理 違 反 の 確 証 の 表 明 。Pressensopinionsnamnd

(POn)参 照 。

opportunitetsprincipen訴 追(起 訴)便 宜 主 義 。 〔ス ウ ェ ー デ ン法 で も検 察

官 に 訴 追 裁 量 を認 め る 場 合 が 増 え て い る の で 、 有 力 な 訴 訟 法 学 説 は 訴

追 便 宜 主 義 とlegalitetsprincipen(訴 追 法 定 主 義)と を対 立 させ る用 語

法 の 是 非 を 問 題 に す る 。〕

oprioriteradfordran破 産 手 続 に お け る 優 先 弁 済 権 の な い 債 権 。

option(optionsratt)選 択 権 。 例 え ば 土 地 賃 借 人 が 、 賃 借 期 間 の 満 了 の 際

に契 約 の 終 了 ま た は期 間 の 延 長 を選 択 で き る 権 利 。 選 択 権 者 はoptant。



10 神奈川法学第38巻 第2・3号2006年 (431}

ordercheck指 図 式小 切 手 。 受 取 人 を記 載 した支 払 委 託(指 図)文 句 の あ

る 、 また は ない 小 切 手 。

orderskuldebrev指 図 式 債 務 証 書 。 指 図式 の16pandeskuldebrev(流 通 的

債 務 証 書 、 約 束 手 形)。sukuldebrev参 照 。

・rdinarieb・agsstamma通 常(定 時)株 主 総 会 。bolagsstamma参 照 。

ordinardelgivning通 常 の 送 達 。 裁 判 所 また は公 的 機 関 にお け る訴 訟 また

は案 件 につ い て最 も一 般 的 に用 い られ る送 達 方 法 。 送 達 につ い て は 「送

達 法(1970:428)」 が あ る。

ordinarintervention通 常 訴 訟 参 加 、補 助 参 加 。 この 参 加 の 主 要 目的 は、

判 決 のbevisverkan(証 明 効)に 対 して 第 三 者=参 加 人 を保 護 す る こ

とだ とい われ る 。訴 訟 手 続 法14章9条 が 定 め る。

ordinarkonkurs通 常 破 産 。tillgangskonkursも み よ。

ordinarprocess通 常 訴 訟 。 訴 訟 手 続 法 の 一 般 規 定 に全 面 的 に したが う訴

訟 。反 対 はextraordinarprocess(specialprocess)(特 別 訴 訟)*。

ordinarprocessgemenskap通 常 共 同 訴 訟 。

ordinararattsmedel通 常 上 訴 。

ordmarke文 字 商 標 。 通 常 そ の商 品 の た め に と くに考 案 さ れ た名 称 を表

現 す る文 字 を もっ て構 成 され る商標 。

ordningsbot秩 序 罰 金 。 軽微 な犯 罪 につ い て 警 察 官 に よっ て科 され る金 銭

の 制 裁 。 違 反 者 が 同意 す れ ば終 局 的 に確 定 す る。 訴 訟 手 続 法48章13

条 以 下 が 定 め る。

ordrepublic公 序 。 国際 私 法 にお け る用 語 。

oredlighetmotborgenarer債 権 者 に対 す る背 信 の罪(刑 法11章1、2条)。

債 務 者 が 支 払 不 能 ま た は そ れ が 迫 る危 険 な状 態 に あ る場 合 重 要 な財 産

を処 分 す るな ど した り、 ま たは破 産 等 の 際 に財 産 を隠 匿 な ど した りす る

行 為 。 同章2条 は そ の 重 罪 に 関す る。

oredlighetsbrott詐 欺 的犯 罪 。 詐 欺 、 恐 喝 、暴 利 行 為 、賊 物 罪 等 の財 産 犯

罪 の 総 称 。 そ の 特 徴 は窃 盗 や これ に類 す る 占有 侵 奪 以 外 の 方法 に よ る

他 人 の 財 産 の 侵 害 に あ る。 なお 、 この 犯 罪 にtroloshetsbrott(背 信 的
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犯 罪)*、brottmotborgenarer(債 務 者 の債 権 者 等 に対 す る罪)*は 属 し

ない 。

・redligtforfarande詐 欺軽 罪(刑 法9章2条)。 直 訳 す れ ば 「詐 欺 的行 為

の 罪 」 の 意 。 無 銭 飲 食 、 輸 送 機 関 や 映 画 館 等 へ の 無 賃 乗 車 ・入場 な ど

もこ れ に該 当 す る 。 も っ と も金 額 が 大 きい よ う な場 合 に は 詐 欺 罪 に な

る。

・renaccept不 真 正 の承 諾 、 変 更 を加 えた承 諾 。 原 則 と して 申込 み の拒 絶

と新 た な 申込 み の結 合 と して扱 われ る。 〔「契 約 法(1915二218)」 は 「遅

れ た承 諾 」 と 「不 真 正 な承 諾 」 と を区別 して 規 定 してい る が(前 者 は4

条 、後 者 は6条)、 前 者 を後 者 に含 め る説 明 を して い る辞 書 もあ る。〕

organisationsklausulク ロ ーズ ド ・シ ョ ップ条 項 。労 働 協 約 にお け る新 規

に雇 用 され る者 は労 働 組 合 に所 属 しな けれ ば な らない 旨の 条項 。negativ

foreningsratt参 照 。

organisationsnummer組 織 番 号 。 登 記 され て い る全 て の 法 人(地 方 自治

体 等 も含 む)に 付 され る番 号 の 形 態 に よ る同 一性 の 表 示 。

originartfang(所 有 権 の)原 始 取 得 。

origtigaforutsattningar(契 約 にお け る)不 当 な前 提 。forutsattninglaran

(前提 理 論)*の 要件 の 一 つ 。 この理 論 は最 高 裁 判例 が 、 「契 約 法(1915:

218)」 に お け る契 約 解 釈 お よ び無 効 原 因 に 関 す る規 定 を補 完 す る不 文

の法 原 則 と して創 出 した もので 、 一 定 の要 件 の も とに明 示 され てい ない

契 約 の前 提 が 契 約 の無 効 を惹 起 しう る こ とを認 め る。

orsakssamamnhang因 果 関係 。kausaliteザ に 同 じ。

osannforsakran書 面 に よる虚 偽 の真 実 保 証 の 罪(刑 法15章10条)。 宣

誓 義 務 の あ る者 が 宣 誓 の 上 で書 面 に よ り虚 偽 の 供 述 を し、 また は真 実

を黙 秘 し、証 拠 関係 に危 険 を もた らす行 為 。 重 大 な 過 失 に よ る場 合 は 、

vardlosforsakran(書 面 に よ る虚 偽 の 真 実 保 証 の 重 過 失 罪)*と な る

(同条2項)。

osannpartsutsaga当 事 者 尋 問 に お け る虚 偽 供 述 の 罪(刑 法15章2条)。

訴 訟 手 続 にお い て真 実 保 証 の 上 で 当 事 者 が 虚 偽 の供 述 を し、 ま た は真
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実 を黙 秘 す る行 為 。

osannutsagainfornordiskdomstol北 欧諸 国 の 裁 判 所 にお け る虚 偽 供 述 の

罪(刑 法15章4条a)。 デ ンマ ー ク、 フ ィ ンラ ン ド、 ア イス ラ ン ドまた

は ノ ル ウ ェ ー の 裁 判 所 にお い て 、 刑 事 制 裁 の も とに故 意 に虚 偽 の 供 述

を し、 ま た は真 実 を黙 秘 す る行 為 。ovarsamutsagainf6rnordisk

domstol参 照 。

osannutsagainforeninternationelldomstol国 際 裁 判 所 にお け る虚 偽 供 述

の罪(刑 法15章4条b)。EU司 法 裁 判 所 、EU第 一 審 裁 判所 等 にお い

て 証 人 ま た は鑑 定 人 と して 故 意 に 虚偽 の供 述 を し、 また は真 実 を黙 秘

す る行 為 。ovarsamutsagainf6reninternationelldomstol参 照 。

osantintygande虚 偽 の証 明 文 書 作 成 の 罪(刑 法15章11条1項)。 証 明

書 そ の他 の証 明 の た め の文 書 にお い て氏 名 を偽 る な ど し、 また は法律 行

為 を仮 装 す る文 書 を作 成 し、証 拠 関係 に危 険 を もた らす行 為 。brukande

avosannurkund参 照 。

osjalvstandigbesittinig非 独 立 的 占有 。 占有 補 助 者(家 事使 用 人 な ど)の

占有 。

osjalvstandigstiftelse非 独 立 的財 団 。財 団 の財 産 の管 理 が 、 そ の 目的 の

た め にの み 同 時 に創 出 され る機 関 で は な く、す で に存 在 して活 動 す る通

例 同様 の 目的 を有 す る財 団 の機 関 に委 ね られ る もの をい う。

oskaligaavtalsvillkor不 当 な契 約 条 項 。 「契 約 法(1915:218)」36条 に よ

れ ば 、 この よ う な契 約 条 項 は全 部 ま た は一 部 が 裁 判 所 に よ っ て排 除 ま

た は修 正 され る。

otillb6rligtverkandevidr6stning投 票 妨 害 等 の罪(刑 法17章8条1、2

項)。 投 票 の妨 害 や 投 票結 果 の歪 曲 を試 み た りす る な どの行 為 。2項 は

そ の重 罪 。

otilllatenutlamningavtekniskupptagning技 術 的 録 画 等 の不 当供 与 の 罪

(刑 法16章10条c)。 営利 の 目的 で故 意 また は重 過 失 に よ り、15歳 未

満 の 者 に対 して 人 間 ま た は動 物 に対 す る暴 力 ま た は そ の脅 威 を現 実 的

に描 写 した フ イ ル ム、 ヴ ィデ オ等 を供 与 す る行 為 。
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otilllatetf6rfarandemedpornografiskbildポ ル ノ 画 像 の 不 当 展 示 等 の 罪

(刑 法16章11条)。 事 前 の 注 文 が な い の に そ れ を 郵 送 す る 行 為 な ど も

含 ま れ る 。f6rledandeavungdom参 照 。

otjanligtforsok不 能 犯 。

otukt反 道 徳 犯 罪 。 か つ て ス ウ ェ ー デ ン法 に お い て 若 干 の 性 道 徳 犯 罪(近

親 相 姦 や 子 供 と の 性 交)に つ い て 用 い られ た 名 称 。

ovarsamutsaga過 失 に よ る 虚 偽 供 述 の 罪(刑 法15章3条)。 宣 誓 ま た は

真 実 保 証 の も と に 重 大 な 過 失 に よ り虚 偽 の 供 述 を し、 ま た は 真 実 を黙

秘 す る 行 為 。

ovarsamutsagainforeninternationelldomstol国 際 裁 判 所 に お け る 過 失 に

よ る 虚 偽 供 述 の 罪(刑 法15章4条b)。 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 に 成 立

す る 。

ovarsamutsagainfornordiskdomstol北 欧 諸 国 の 裁 判 所 に お け る 過 失 に よ

る 虚 偽 供 述 の 罪(刑 法15章4条a)。 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 に 成 立 す

る 。

overksamhet(後 発 的)無 効 。 一 般 に後 発 的 無 効 に つ い て 用 い られ る 。 これ

に 対 してogilltighet*は 原 始 的 無 効 を意 味 す る 。

・証ktaunderlatenhetsbrott不 真 正 不 作 為 犯 。

Pの 部

packnota商 品 配 達 受 領 書 。f61jedeLPacksedelと も い う。

pastanonBuntsemperservanda契 約 は 必 ず し も常 に 守 られ る 必 要 な し。

例 え ば 、 何 人 も不 可 能 事 の 履 行 を義 務 付 け ら れ な い の で あ る 。

impossibiliumnullaestobligatio参 照 。

pactaBuntservanda契 約 は 守 ら れ る べ し。 契 約 法 に お け る基 本 的 法 原 則 。

pactum参 照 。

pactum(複 数 はpacta)契 約 。 特 殊 な 意 義 と し てaktenskapsforord(夫

婦 財 産 契 約)*を 意 味 す る 。

pactumdecontrahend① 予 約 。
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pactumreservatidominii所 有 権 留 保 の 割賦 払 売 買 契 約 。

pactumturpe良 俗 に反 す る契 約 。例 え ば賭 博 に関連 して生 じた契 約 。

pant質 物 ・抵 当 物件 。

pantauktion質 権 ・抵 当権 に基 づ く公 的競 売 。

pantbank質 銀 行 、質 屋 。消 費 者 に対 して動 産 を質 物 と して融 資 をす る金

融 機 関。 そ の 営 業 を行 うに は1anssyrelse(県 中央 行 政 庁)*の 許 可 を要

す る。 「質銀 行 法(1995:1000)」 が あ る。

pantbrev抵 当証 券 。金 融 機 関 では最 近 、抵 当証券 に代 えてpantbrevregister

(抵 当証 券登 録)に よるdatapantbrev(電 磁 的抵 当証券)の 利 用 が一 般 的

に な っ て い る 。 「抵 当 証 券 登 録 に 関 す る法 律(1994:448)」 が あ る。

inteckning参 照 。

panthavare質 権 者 ・抵 当 権 者 。

pantindodossament担 保 裏 書 。 為 替 手 形 を担 保 と して裏 書 譲 渡 す る こ と。

「担 保 の た め に」 また は これ に相 当 す る文 言 を記 す る。

pantratt質 権 ・抵 当権 。

pantsedel質 札 。pantbank参 照 。

pantsattning質 権 ・抵 当 権 の設 定 。

parconditio同 等 の条 件 。例 え ば破 産 にお け る債 権 者 に つ い て い わ れ る。

paragraf7-intyg7条 証 明(診 断)書 。 「法 精 神 医 学 的 調 査 に 関す る法 律

(1991:1137)」7条 に よ る医 師 の 証 明(診 断)書 。 「小 精 神 鑑 定 」 とい

わ れ る。 〔この 法律 につ い て は坂 田仁 「『ス ウェ ーデ ン法 精 神 医学 的保 護

に関 す る法律 』 及 び 「法 精 神 医 学 的 調 査 に関 す る法律 』(仮 訳)」 『法 学

研 究 』76巻9号(2003)81頁 以 下 に全 訳 が あ る〕。

parentel親 等 。

parentelprincipen親 等 原 則 。 被 相 続 人 に親等 の近 い 者 が そ の遠 い者 よ り

も近 親 とみ られ 、相 続 人 と して優 先 す る とい う原 則 。 ス ウ ェー デ ン法 は

これ を採用 す る 。

pariavota賛 否 同数 の票 決 。

parkeringsb・t違 法 駐 車 罰 金 。現 在 は存 在 しない。 違 法 駐 車 は非 犯 罪 化 さ
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れ、 この罰 金 の制 度 はfelparkeringsavgift(違 法 駐 車 手 数 料)に よっ て

代 替 され て い る 。

part(訴 訟 手 続 等 の)当 事 者 。 訴 訟 手 続 で は検 察 官 、 被 害 者 、原 告 、被

告 、被 疑 者 ・被 告 人 の こ と。

partiarisktavtal歩 合(給 〉 契 約 。 労 働 また は給付 の対 価 が利 益 に対 す る

割 合 と して定 め られ る契 約 。 例 え ば代 理手 数 料 契 約 。

partielltdrosmal部 分 的履 行 遅 滞 。drosmalも み よ。

partiellnyttjanderatt部 分 的用 益 権 。例 え ば森 林 伐 採 権 。

partiellstridsatgard部 分 的 争 議 行 為 。stridsatgardも み よ。

partnerskap同 性 婚 。 共 同 の家 庭 生 活 を営 む 同 一 の性 の二 人 が 登 録 の 手

続 を経 る こ とに よって成 立 す る。若 干 の例 外 はあ るが 、原 則 と して婚 姻

と同様 の 法 律 効 果 を生 ず る。 そ の 解 消 に つ い て も離 婚 の場 合 と 同様 で

あ る 。 い わ ゆ る 「同棲 婚 者 法(2003:376)」 が 定 め る 。registerad

partnerskap,sambolagen参 照 。

partrederi船 舶 共 有(者)。 「海 法(1994:1009)」5章 が 定 め る。〔日本 商 法

693条 以 下 参 照 。〕

partsbehorighet当 事 者 能 力 。

partsforhor当 事 者 尋 問 。sanningsforsakran(真 実 保 証)*の も とに な さ

れ る もの(民 事 事 件 の み)と 、 そ れ な しに な され る もの とが あ る。 当事

者 尋 問 に関 す る規 定 は訴 訟 手 続 法37章 に規 定 され て い るが 、 民 事 ・刑

事 両 訴 訟 の 当 事 者 尋 問 に関 す る。 〔わ が 国 の 「被 告 人 質 問 」 を含 む。〕

partshabilitet当 事 者 能 力 。partsbehorighetに 同 じ。

partshanvisnig(準 拠 法 の)当 事 者 に よ る指 定 。 契 約 条 項 にお け る当事 者

に よ る準 拠 法 の指 定 の 国 際 私 法 上 の呼 称 。

part(s)succession当 事 者 の 承 継 。 民 事 訴 訟 で は訴 訟 対 象 の譲 渡 の場 合 に

生 ず る。 刑 事 訴 訟 で は被 害 者 が 検 察 官 の 訴 追 を引 き継 ぐ こ とが あ る。

passageinoffensiff(oskadliggenomfart)無 害 通 航(の 原 則)。 外 国 船 舶

が 沿 岸 国 の 領 海 内 を航 行 で きる権 利 な い し航 行 を認 め るべ き沿 岸 国 の

義 務 をい う。 国 際 法 の慣 習 規 則 で 、1958年 の ジ ュ ネ ー ヴ条 約(14条1
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項)で 確 認 され て い る。

passivlegitimation受 動 的資 格 。legitimationも み よ。

passivtetsverkan受 動 効 果 。 権 利 者 が 合 理 的 な期 間 内 に権 利 保 全 の措 置

を とるの を怠 っ た こ とに よる効 果 。

passivtandelsforhallande受 動 的 分 担 関係 。複 数 の債 務 者 が 一 つ の債 務 に

つい て 自己 の負 担 部 分 につ いて のみ責 任 を負 う とい う関係 。delatansvar

(個 別 責 任)堪 の こ と。

passivtsoldarisktfordringsforhallande受 動 的 連 帯 債 権 関係 。solidariskt

ansvarも み よ。

patentbesvarsratten特 許上 訴 裁 判所 。patent-ochregisteringsverket(特

許 お よび登 記 ・登 録 庁)*等 の決 定 に対 す る上 訴 を取 り扱 う行 政 裁 判 所 。

そ の 裁 判 に対 して は行 政 最 高 裁 判所 に上 訴 が で きる。 「特 許 上訴 裁 判 所

に関 す る法 律(1977:729)」 が あ る 。

patentmyndigheten特 許機 関 。patent-ochregisteringsverket(特 許 お よ

び登 記 ・登 録 庁)*の こ と。

patentmal特 許 訴 訟 。 「特 許 法(1967:837)」65条 所 定 の 訴 訟(特 許侵

害 等 に 関 す る)で 、 ス トック ホ ル ム地 方 裁 判 所 が 第 一 審 の 専 属 管 轄 を

有 す る。 そ の 上 訴 審 は高 等 裁 判 所 。 特 許 訴 訟 に は技 術 的 専 門家 が 構 成

員 と して 関与 す る 。 〔技 術 的 専 門家 の構 成 員 をpatentrattsrad(特 許 上

訴 裁 判 所 判 事)*と 混 同 しな い こ と。〕

patent-ochregisteringsverket(PRV)特 許 お よび登 記 ・登 録 庁 。特 許 そ

の 他 の 知 的財 産 権 の み な らず 、株 式 会 社 等 の 登 記 ・登 録 案 件 に 関 す る

中央 行 政 庁 。

patent・mbud特 許 申請 代 理 人 、 弁 理 士 。

patentrattsrad特 許上 訴 裁 判 所 判 事 。patentbesvarsratt(特 許 上 訴 裁 判

所)*に お け る技 術 的 専 門家 また は 法律 家 の 構 成 員 。

paterestquernnuptiaedemonstrant父 は婚 姻 が 指 示 す る者 で あ る。 父 の

推 定 に 関 す る表 現 。 親 子 法 は このparterest規 定 を採 用 す る。 この 推

定 は 出 生 時 に父 が死 亡 して お り母 が 寡 婦 で あ る と き も働 くが 、 現 在 で
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は 婚 姻 が 離 婚 に よ っ て 解 消 し た と き に は 働 か な い 。

patientskadersattning患 者 損 害 補 償 。 「患 者 損 害 補 償 法(1996:799)」 が

あ る 。

patologosktrus(kompliceratrus)病 的 酩 酊 、 異 常 酩 酊 。 ア ル コ ー ル に対

す る 異 常 な 病 的 反 応 。 犯 行 に つ い て 病 的 酩 酊 が 確 証 さ れ た と き は 刑 事

免 責 事 由 と な る 。 も っ と も病 的 酩 酊 の ケ ー ス は 極 度 に ま れ で あ る 。

patriapotestas家 長 権 、 両 親 例 え ば 父 が 子 に対 して 有 す る 権 限 。

patronatsratt檀 那 権 。 教 区 内 に お け る 不 動 産 所 有 者 が 有 した 教 区 牧 師 を

選 任 す る 権 利 。 現 在 で は 廃 止 さ れ て い る 。

patronus弁 護 人 、 弁 護 士 。

petunia金 銭 、 金 額 。

pekuniarersattning金 銭 賠 償 。

pendenteIite訴 訟 の 係 属 中 に 。litependenteも み よ。

penningsboter金 額 罰 金 。 判 決 で 確 定 金 額 が 定 め ら れ る 罰 金 。 交 通 違 反

犯 罪 に つ い て は 金 額 罰 金 が 一 般 的 で あ る 。dagboter,normeradeboter

参 照 。

penningsforfalskning通 貨 偽 造 罪(刑 法14章6条)。

penninglan金 銭 貸 借 。 金 銭 消 費 貸 借 の 通 常 の 表 現 。forstrackning参 照 。

penologi刑 罰 学 。 様 々 な 刑 罰 形 態(と く に 自 由 刑)の 執 行 お よ び そ の 被

処 罰 者 に 対 す る 影 響 に 関 す る 学 問 分 野 。

percapslam持 回 り決 議(定)。 合 議 体 の 構 成 員 が 集 合 す る こ と な く、 電

話 や 手 紙 な ど に よ っ て 行 う決 議(定)。

perdurerande継 続 犯 。

peremtoriskinvandning権 利 消 滅 の 抗 弁 。dilatoriskinvandning参 照 。

perfektionspunkt既 遂 点 。fullbordanspunktも み よ。

periculumrei物 の 危 険(危 険 負 担)。

periodisktidskrift定 期 刊 行 物 。 新 聞 、 雑 誌 そ の 他 刊 行 計 画 に よ れ ば 一 定

の 表 題 を も っ て 年 間 最 低4回 の 発 行 が 企 図 さ れ る 刊 行 物 を い う(出 版

の 自 由 に 関 す る 法 律1章7条)。 必 ず し も実 際 に そ の とお り発 行 さ れ る
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こ と を要 しな い 。

perklusionsratt(債 権 者 の)自 力 救 済 的 占有 取 得 権 。 若 干 の場 合 に債 権

者 が 留 置 権 を行 使 す る た め 自力 救 済 的 に債 務 者 の 占有 を取 得 で き る権

利(一 部 の学 説 の命 名)。 か つ て は地 代 等 につ い て賃 貸 人 に この権 利 を

認 め る規 定 が あ った が 、 現 行 の⊥ 地 法 で は廃 止 され た 。

permittering一 時 帰 休 。 「雇 用 保 護 法(1982:80)」 に よれ ば 、原 則 と し

て この期 間 中 も賃 金 が 支 払 わ れ る(21条)。 〔英 訳 はlay-offな ど とな っ

てい る が 、 一 時 解 雇 で は な く、 わ が 国 の 「帰 休 制 度(一 時 帰 休)」 に類

す る。〕

permutation(permutationsratt)(文 書 の 規 定 内容 の)変 更 。 贈 与 証 書 、

遺 言 等 の規 定 内容 が事 情 の変 化 に よ り遵 守 す る こ とが で きない とき、 明

白 に作 成 者 の意 図 に反 す る もの に な った と きな どにそ れ を変 更 す る政府

また は公 的機 関 の行 為 。 「(文書 の 規 定 内容 の)変 更 法(1972:205)」 が

あ る 。財 団 の 寄 付 行 為 の変 更 につ い て は 「財 団 法(1994:1220)」6章

に よる。

perpetuacausa永 続 的 な原 因 。 地役 権 の 成 立 要 件 で あ る 、 要益 地 に と っ

て の承 役 地 の便 益 の継 続 的 重 要 性 の こ と。servitut参 照 。

perpetuatiojurisdictionis管 轄 の恒 定 。

perpetuatioobligationis義 務 の永 続 。 履 行 遅 滞 に陥 っ た債 務 者 は給付 が 事

故 に よっ て不 可 能 に な った場 合 、給 付 の履 行 が 適 時 に な され た と して も

債 権 者 にそ の危 険 が 生 じたで あ ろ う こ とを証 明 で きない 限 り、 そ の危 険

を負 担 す る とい う原 則 の こ と。

person人 。 自然 人 と法 人 を含 む 。

personakt個 人 記 録 。socialtjanst(社 会 福 祉 サ ー ビス)の 分 野 で用 い ら

れ る個 人 お よびその親 族 に関す る記 録(「社 会福 祉 サー ビス法(2001:453)

7章5条 」。 そ の 内容 は 「秘 密 保 護 法(1980:100)」 に よ る保 護 の 対 象

で あ る(同 法7章4条)。

personalexekution人 的 執 行 。 財 産 の み で な く、 人 自身 に対 す る強 制 執

行 。
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personalitetsprin¢ipen(刑 法 の)属 人(法)主 義 。 積 極 的 属 人(法)主 義

(刑 法2章2条)と 消 極 的 属 人(法)主 義(同 章3条)と が あ る 。後 者

は外 国 人 の外 国 にお け る ス ウ ェー デ ン(市 民 等 を含 む)の 利益 に反 す る

犯 罪 につ い て も刑 罰法 規 を適 用 す る こ とで 、skyddsprincipen(保 護 主

義)と もい う。

personalkredit人 的信 用 。 債 務 者 の 支 払 能 力 の 信 頼 の み に与 え られ る信

用 。realkredit参 照 。

personalservitut人 役 権 。 土 地(の 所 有 者)の 便 益 の た め の 地役 権(real

servitut)と 異 な り、 人 の便 益 の た め の(地)役 権 。 ス ウェ ー デ ン法 に

は存 在 しない 。

personalstatutet(国 際 私 法 の)属 人 法 。personrattligaf6rhallanden(人

に 関す る法 律 関係)は これ に よ って 判 断 され る。

personellborgen人 的(出 頭)保 証 。 あ る 人 が 訴 訟 手 続 に出頭 す る こ と、

国 外 に 出 ない こ とな どにつ い て保 証 人 が 責 任 を負 う 、現 在 で は稀 な保

証 の形 態 。reellborgen参 照 。

personellatvangsmedel人 的 強 制 手 段 。 人 に対 す る 強 制 手 段 、例 え ば勾

留 、 身体 検 査 。

personligculpa(oaktsamhet)(刑 法 の)人 的 過失 。 行 為 者 が 行 為 に対 す

る故 意 を有 しな い が 、 法 の 許 容 しな い 行 為 を行 う こ とに な る と信 ず る

か 、 また は そ う疑 う少 な くと も合 理 的 な理 由 を有 す る こ とに よ って特 徴

付 け られ る 。 こ の場 合 に行 為 者 は 、 無 知 ま た は 錯 誤 か ら違 法 な 行 為 を

作 為 ま た は不 作 為 に よ って 「過 失 的 に惹 起 」 した が ゆ え に非 難 され る 。

culpa,garningsculpa参 照 。 〔Juridikenstermerの9版(2002)か ら

新 登 場 。 もっ と も問 題 自体 は 、 す で に か な り以 前 か ら判 例 ・学 説 にお

い て取 り上 げ られ てい た。〕

personligf・rdran人 的債 権 、 優 先 権 の な い0般 債 権 。 〔「人 的 債 権 」 とい

う訳 語 は形 容 矛 盾 の 嫌 い が あ る直訳 だが 、 一応 この ま ま掲 げ る。〕

personratt人 に関 す る法 。 自然 人 お よび法 人(自 然 人 の み の 意 味 で 使 わ

れ る こ とが 多 い)に 関す る基 本 的 民 事 法 規 定 の 総 称 。
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pertinens従 物 。tillbehor*に 同 じ。

petitorisktalan占 有 回収 の訴 え 。possessoriskprocessも み よ。

petium訴 えの 申立 て。yrkande*に 同 じ。

pignus質 、 質権 、 質 物 。

pignusdebiti自 己 の 債 務 の上 の 質権 。 〔我 妻 栄 『新 訂 担 保 物 権 法 』(1968、

岩 波 書 店)187頁 参 照 。〕

pignusirregulare変 則 質 権 。消 費 物 を対 象 とす る質 権 。 債 権 者 は債 務 が

支 払 わ れ た と き、 そ の物 を返 還 す る こ とを要せ ず 、 同種 同 量 の物 を返 還

す れ ば足 りる 。 これ は質 権 で な くて 、債 権 者 は交 付 物 に対 す る所 有 権

を有 す る。

pilotmal見 本 訴 訟 、 試 」験 訴 訟 。 そ の結 果 が 証 拠 関 係 お よ び法 律 問題 と も

基 本 的 に類 似 す る紛 争 の解 決 に意 義 を有 す る訴 訟 。

plan-ochbygglag〔thePlannningandBuiddingAct〕 「計 画 お よび建築 法

(1987:10)」 。 宅 地 、 用 水 の利 用 計 画 お よび建 築 に関 す る総 合 的法 律 。

同法 の 目的 は 、 私 人 の 自 由 を顧 慮 しつ つ 、 現 世 代 お よ び次 世 代 の 人 々

に とっ て 平 等 で 良 好 な社 会 的 生 活 関係 と良好 で長 期 的 に保 持 可 能 な生

活 環 境 を有 す る社 会 の発 展 を 図 る こ と にあ る(1条)。 例 え ばbygglov

健 築 許 可)*に つ い て は8章 が 定 め る 。

platscheck振 出地 支 払小 切 手 。振 出地 以外 で支払 う小 切 手 はdistanscheck

(遠 隔 地 支 払小 切 手)と い う。

platskop現 地 送 付 売 買 。 他 のort(場 所)(通 常 は同 一 地 方 自治体 内 をい

う)へ の 目的物 の送 付 が 問題 とな らない 売 買 。distanskop参 照 。

plenum全 体 合 議 。 裁 判 機 関 ま た は合 議 制 の行 政 機 関 に お け る全 構成 員

が 関 与 す る集 会 。

plenimal全 体 合 議 訴 訟 事 件 。

pluralitet(票(評)決 に お け る)多 数 。majoritet,rostoverviktに 同 じ。

pladera(f6r)(訴 訟 手 続 にお い て)弁 論(護)す る こ と。

pladering最 終 弁 論 。 民 ・刑 事 両 訴 訟 に存 在 す る 。 と くに刑 事 訴 訟 にお

い て は通 例 参 審 員 が 関与 す る の で 、 法 律 問題 、 訴 訟 原 則 お よび証 拠 評
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価 につ い て 最 終 弁 論 の 必 要 性 が 大 きい と され る。 訴 訟 手 続 法43章9条 、

46章10条 が 定 め る 。

poena刑 罰 、 罰 金 、 損 害 賠 償 金 。

poenalstipulation違 約 金 。avtalsvite*に 同 じ。

polis保 険 証 券 。

polissyrelse県 警 察 本 部 理 事 会 。polisdlstrikt(警 察 区)(一 つ の 県 が こ れ

を構 成 す る)にpolismyndighet(警 察 機 関)が 存 在 す る 。 こ の 理 事 会

は 警 察 機 関 の 長 で あ るpolischef(警 察 長 、 官 職 ・名 はlanspolismastare

(県 警 察 長))と 政 府 が 任 命 す る 者(国 会 議 員 な ど)に よ っ て 構 成 さ れ 、

警 察 機 関 の 指 揮 監 督 を 行 う 。 〔わ が 国 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に 相 当 し よ

う。〕

polio(広 義 の)警 察 。 公 共 の 秩 序 お よ び 安 全 の 維 持 に 関 す る 広 範 な 行

政 活 動 を 包 含 す る 行 政 法 の 古 い 用 語(交 通 、 消 防 お よ び 保 健 ・衛 生 制

度 も含 む)。

politiskflykting政 治 的 難 民(亡 命 者)。 法 文 はflyktingを 用 い る(「 外

国 人 法(1989:529)」3章2条)。

positivfaststallsetalan積 極 的 確 認 の 訴 え 。

p・sitivratt現 行 法 。

positivtkontraktintresse積 極 的 契 約 利 益 。kontraktintresseも み よ。

positivtsevitut積 極 的 地 役 権 。 要 役 地 所 有 者 の 権 利 の こ と。negativ

servitut参 照 。

p・ssessiocivilis法 的 占 有 、 市 民 的 占 有 。

possesionaturalis自 然 的 占 有 、 握 有 。

possesoriskprocess占 有 回 収 訴 訟 。 目 的 物 に対 す る 実 体 法 上 の 権 利 と は

無 関 係 で あ る 。petiorisktalan*に 同 じ。

P・stforsk・tt料 金 着 払 の(郵 便 物 等)。 送 付 さ れ る商 品 を 購 入 す る 場 合 に

お け る 通 常 の 支 払 方 法 。

postposition(抵 当 権 価 額 登 記)の 優 先 弁 済 権 順 位 の 引 下 げ 。nedsattning

avinteckning*に 同 じ。
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P・stvaxel送 金 手 形 。 銀 行 自身 が 振 出 人 と して支 払 義 務 を表 明 した 自己

宛 手 形 。 取 引 の 支 払 手 段 と して利 用 す た め に銀 行 で購 入 で き、 国 内 取

引 で は重 要 性 を有 す る。

praesum(p)ti・etdejure法 の ・お よび法 に関 す る推 定 。 この推 定 は反 証

を許 さな い こ とに よっ て特 徴 付 け られ る。 〔拙 著 『訴 訟 にお け る主 張 ・

証 明 の法 理 』147頁 参 照 。〕

praesum(P)dofacti事 実 上 の推 定 。

praesum(P)doJuris法 上 の推 定 。 反 証 を許 す 推 定 。 一一般 に この推 定 の み

が 真 の意 味 のpresumption(推 定)*と され る。 〔拙 著 『訴 訟 にお け る主

張 ・証 明 の法 理 』148頁 参 照 。〕

praxis裁 判例 、法 適 用 の実 務 、 実 務 慣 例 。往 々rattspraxis*の 同意 語 と

して用 い られ る。

precarium容 仮 占有 、使 用 貸 借 。 貸 主 の 請 求 に基 づ き、 直 ち に 目的物 を

返 還 す る こ とを要 す る。saklan参 照 。

preceptiv(preceptorisk)強 行 的(法 規)。

preferensaktie優 先 株 。

prejudicerande先 決 的(問 題)で あ る こ と。 あ る 問題 に対 す る 回答 が 、

他 の 問題 へ の答 え に依存 す る と き、後 者 はprejudicialfraga(先 決 的 問

題)と い わ れ る。例 え ば未 成 年 か ど うか の 問題 は、契 約 の有 効 性 との関

係 で 先 決 的 問題 で あ る。

prejudicering(手 形 上 の)遡 及 権 の 消 滅 。 手 形 所 持 人 が手 形 の呈 示 また

は 拒 絶 証 書 作 成 を過 怠 した こ とに よ る遡 及 権 の 消 滅 。 遡 及 権 につ い て

は 「手 形 法(1932:130)」7章 が規 定 す る 。protest参 照 。

prejudikat先 例 、 判 例 。 と くに最 高 裁 判 所 お よび行 政 最 高 裁 判 所 の判 決

をい う。 法 的 な先 例 拘 束 性 は存 在 しな い が 、 先 例 は多 か れ少 なか れ 事

実 上 の拘 束 力 を有 す る。

prejudikatdispens先 例 形 成 を理 由 とす る上 訴 審 理 許 可 。事 件 が 上 訴 審 に

よって 審 理 され る こ とが 法 適 用 の指 導 上 重 要 で あ る こ とに基 づ き与 え ら

れ るprovningstillstand(上 訴 審 理 許 可)*の こ と。
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prejudikatfraga先 例 問題 。 法 適 用 の指 導 上 、 最 上 級 審 の 審 理 が 重 要 な 問

題 。 これ につ い て は 当事 者 の 同意 等 一 定 の 要件 の も と に地 方 裁 判 所 か

ら最 高 裁 判 所 へ の 回付 が認 め られ てい る(訴 訟 手 続 法56章13条)。 〔拙

訳 「訳 注 ス ウ ェー デ ン訴 訟 手 続 法(2・ 完)」127頁 、 同 条 の**参 照 。〕

prekluderadpreklusion除 権 、失 権 した 。

preklusi・n① 除権 、② 失 権 。 ① 公 示 催 告 に よ る債 権 等 の失 効 。 ② 訴 訟 行

為 例 え ば新 た な主 張 ・立 証 をす る こ とが で きな くな る こ と。

premie保 険料 。

prenumerationskop代 金 前 払 売 買 。kreditk6p参 照 。

presentationspapper呈 示 証 券 。例 え ば、 流 通 的 債 務 証 書(約 束 手 形)、 為

替 手 形 、 小 切 手 。

preskription消 滅 時 効 。債 権 の消 滅 時 効 についてはfordringspreskription、

犯 罪(の 訴 追)の 消 滅 時効 につ い て はatalspreskription、 刑 事 制 裁 の 消

滅 時効 に つ い て はpafoljdspreskription,straffpreskriptionを み よ。 時

効 期 間 はpreskriptionstid。

Pressensopinionsn乞mnd(POn)報 道 倫 理 評 議 会 。 ス ウ ェー デ ン新 聞発 行

者 協 会 そ の他 報 道 関係 諸 団 体 が 選 任 した構 成 員 か ら成 り、 令 名 あ る法

律 家 を長 とす る 一種 の 名 誉 裁 判 所 。Allm註nhetenspressombudsman

(プ レス オ ンブズ マ ン)申や 私 人 の 申立 て に基 づ き新 聞等 の 報 道 倫 理 違 反

の有 無 を審 査 す る。

prestation糸 合イ寸。

presumeradfara(刑 法 の)推 定 され た危 険 。 行 為 類 型 の原 則 的危 険 性 が

特 定 の 事 例 に お い て危 険 が 存 在 しな い と して も刑 事 責 任 を免 れ させ な

い ほ ど大 きい 関係 をい う。 例 え ば通 貨 偽 造 罪 。abstraktfara,faredelikt,

konkretfara参 照 。

presumeradsamtycke(刑 法 の)推 定 的承 諾 。

presumption推 定 。 例 え ば 、婚 姻 中 に 出生 した子 は法 律 に よ り夫 の 子 と

推 定 され 、 こ の推 定 を覆 滅 す る た め に は強度 の 反 証 が要 求 され る。

presumptionsansvar(過 失 に よる)推 定 責 任 。損 害 賠 償 法 に お け る証 明
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責 任 の転 換 に基 づ く過 失 責 任 。

pretendenttvist悟 称 権 利 者 紛 争 。債 権 等 の優 先 権(誰 が対 抗 しうる権 利

者 か)に 関 す る紛 争 。

pretiumcommune交 換 価 額 。 あ る物 の取 引 上 の価 額 。

prickningピ ケ ッテ ィング(の 一 種)。 ピケ ッテ ィング は稀 で 、 そ の 許容 さ

れ る 限界 も不 明確 だ とい われ る(平 和 的 ピケ ッテ イ ングが認 め られ る こ

とは もち ろ ん で あ るが)。

primavaxel手 形 の原 本 。vaxelduplett参 照 。

primogeniturprincipen長 子 相 続1生原 則 。 最 初 に生 まれ た子 が相 続 をす る

とい う原 則 。 ス ウ ェ ー デ ンの王 位 は この原 則 を採 用 して い る。

primarforhandlingsskyldighet(使 用 者 の)第 一 次 的 交 渉 義 務 。使 用 者 は

そ の活 動 また は 労働 ・雇 用 関係 に 関 す る 重 要 な 決 定 を行 う前 に 、 自己

の発 議 で そ の労 働 者 の属 す る労 働 組 合 と交 渉 を行 うべ き義 務 。 「労働 生

活 にお け る共 同 決 定 に 関す る法律(1976二580)」11条 が 定 め る。

primarkommun第 一 次 地 方 自治 体 。 「地 方 自治体 法(1991:900)」 は た

ん にkommun*と い う。kommun,sekundarkommun参 照 。 〔わが 国 の

市 に ほ ぼ相 当す る。 なお 、 一 般 の辞 書 はborgmastareをmayorと 英 訳

して い るが 、 こ れ は ミス リー デ ィ ング であ る。borgmastareは かつ ての

radhusritt(都 市 地 区 裁 判 所)*の 所 長 判 事 の こ とで あ る。 そ もそ もス ウ

ェー デ ンに は伝 統 的 に市 長 職 は存 在 しな い 。〕

primartansvar主 債 務 、 第 一次 的 責任 。

principalansvar使 用 者 責 任 。 広 義 で は第 三 者 に対 す る他 人 の た め の損 害

賠 償 義 務 につ い て負 う こ と を意 味 す る が 、通 例 労 働 者 の 過 失 に 関す る

使 用 者 の責 任 を意 味 す る。 こ の意 味 で はarbetetsgivaransvar*に 同 じ。

priortemporare(prior(ま たは(potior)jure)先 に成 立 した権 利 が優 先 す

る。 例 え ばinteckning(抵 当権 価 額 登 記)*に つ い て妥 当す る。

prioriteradfordran破 産 にお い て 優 先 権 を有 す る債 権 。

prioritet先 任 権(例 えば 年齢 に基 づ く)。

prisbasbel・PP価 格 基 礎 額 。 た ん にbasbeloPP*と い う こ とが 多 い。 「0般



(416) スウェーデ ン法訳語集(3) 25

(医 療)保 険 に関 す る法律(1962:381)」1章6条 が そ の算 定 方 式 等 を

定 め る 。inkomstbasbelloP(所 得 基 礎 額)*も 価 格 基 礎 額 と同額 と され

る(「 所 得 に基 づ く老 齢 年 金 に関 す る法 律(1998:674)6条 」。

priso¢ker暴 利 売 買 。 「暴 利 行 為 罪 」(刑 法9章5条)の 一 種 。sakocker

もみ よ。

privatforsvarare私 選 弁 護 人 。 刑 事 事 件 で 被 疑 者 ・被 告 人 が 選 任 した

bitrade(補 佐 人)。 通 例 は裁 判 所 が 任 命 す るoffentligf6rsvarare(公

的弁 護 人)*で 、 こ の場 合 は原 則 と してadvokat(弁 護 士)*で あ る こ と

を要 す る 。私 選 弁 護 人 の場 合 はbitradandejurist(弁 護 士 補)な どで

も よい 。

privatprocess民 事 訴 訟 。civiimal*,tvistemal*に 同 じ。

privatratt私 法 。civilratt*に 同 じ。

privilegieratbrott特 権 的 な犯 罪 。 軽 い刑 事 制 裁 で 罰 せ られ る若 干 の犯 罪

の こと。例 えばdrap(第 二 級 殺 人 、故 殺 罪)*と の対 比 におけ るbarndrap

(嬰 児 殺)*。 前 者 は最 低 拘 禁6年 、 最 高 拘 禁10年(刑 法3章2条)、 後

者 は最 高 拘 禁6年(同 章3条)。

prodeterminatapane定 め られ た割 合 に応 じて。 例 え ば 、 三 人 の 共 同債

務 者 が 存 す る場 合 に、 一 人 は2分 の1、 二 人 は4分 の1ず つ 債 務 を負 担

す る 旨定 め られ る こ と。prorataparte参 照 。

proforma形 式 上 。

prorataparte頭 数 に応 じて。 共 同債 務 者 が そ の 頭 数 に従 い 債 務 を負 担 す

る こ と。

processbehorighet訴 訟 能力 。

processforemal訴 訟 物 。議 論 の あ る訴 訟 法 上 の用 語 で 、 訴 訟 に お け る紛

争 に関 す る。

processforingsratt訴 訟 追 行 権 。talerattも み よ。

pmcessf6rlikning訴 訟 上 の和 解 。 この和 解 はstadfastellse(確 証)*の 判

決 に よ っ て 既 判 力 お よ び執 行 力 を取 得 す る(訴 訟 手 続 法17章6条)。

〔訴 訟 上 の和 解 自体 は こ の よ うな効 力 を有 しな い こ とに注 意 。拙 訳 「訳
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注 ス ウ ェ ー デ ン訴 訟 手 続 法(1)」107-108頁 、 同 条 の*参 照 。〕

processforutsattning訴 訟 要 件 、 訴 訟 条 件 。 こ の 欠 訣 はrattegangshinder

(訴 訟 障 害)*を 成 す 。

processgemenskap共 同 訴 訟 、 訴 訟 共 同 。noddvandigprocessge-

menskap,ordinarprocessgemenskap,speciellprocessgemenskap参

照 。

processhabilitet訴 訟 能 力 。processbeh6righetに 同 じ。

processhandling訴 訟 行 為 。

processhinder訴 訟 障 害 。rattegangshinderに 同 じ。

processinvandning訴 訟 抗 弁 。 訴 訟 障 害 の 主 張 を い う。sakinvandning参

照 。

pr・cessledning訴 訟 指 揮 。foretellprocessledning,materiellprocessledning

参 照 。

processmaterial訴 訟 資 料 。

processratt(法 分 野 と し て の)訴 訟 法 。 裁 判 所 の 組 織 、 訴 訟 手 続 お よ び

こ れ に類 す る 手 続(例 え ば 仲 裁 手 続)に 関 す る 法 規 。 法 学 部 に お け る

学 科 目 と し て はexekutionsratten(強 制 執 行 法)*の 千 続 も包 含 す る 。

〔rattegaagsbalk(訴 訟 手 続 法)*は 裁 判 所 、 検 察 官 、 弁 護 士 等 に 関 す る

基 本 的 規 定 を有 し、 わ が 国 の 裁 判 法 に 相 当 す る 分 野 は 講 学 上 訴 訟 法 に

属 す る 。〕

processubjekt訴 訟 主 体 。 議 論 の あ る用 語 と さ れ る 。

processuelleditionsplikt訴 訟 上 の 文 書 提 出 義 務 。editionspliktも み よ。

producentansvar(廃 棄 物 に 関 す る)製 造 者 責 任 。 環 境 法15章 が 定 め る。

productasceleris犯 罪 の 所 産 。

produktansvar製 造 物 責 任 。 「製 造 物 責 任 法(1992:18)」 が あ る 。

pr・duktpatent物 の 特 許 。metodpatent参 照 。

progressivbeskattning累 進 課 税 。

proklama除 権 、 失 権 の た め の 未 知 の 債 権 者 に対 す る 呼 出 し。

prokura支 配 人 権 、 一 般 的 商 事 代 理 権 。 商 業 登 記 簿 に登 記 す る こ と を要
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す る。「支 配 人 権 法(1974:158)」 があ る。支配人 はprokurist。handelsagent,

kollektivprokura参 照 。

prokuraindossement取 立 委 任 裏 書 。inkassovaxel参 照 。

pr・missar受 約 者 。

promissorisked(16ftesed)約 束 宣 誓 。 供 述 の前 に真 実 を述 べ る こ と を確

約 す る宣 誓 。assertorisked参 照 。

prominent約 束 者 。

promulgation(法 律 の)公 布 。

promulgationslag施 行 法 。 法 律 の 施 行 日や 新 法 と旧 法 との 関 係 な ど に関

す る特 別 の 定 め を包 含 す る法律 。

prop・rti・nalitetsprincipen比 例 原 則 。① 犯 罪 類 型 と法 定 刑 お よ び法 定 刑 と

具 体 的 な 量 刑 との 間 に は 、 支 配 的 な社 会 倫 理 的価 値 判 断 に よる 合 理 的

な比例 が 存 す るべ きだ とす る原 則 。② 刑 事 訴 訟 上 の強 制 手 段(勾 留 、 家

宅 捜索 そ の 他)は 、被 疑 者 ・被 告 人 ま た は そ の他 の対 立 す る利 益 の侵

害 を比 較 考 量 して合 理 的 な理 由が 存 す る場 合 に の み用 い られ る とい う

原 則 。 ③ 公 的機 関 の 介 入 の 態 様 お よび 継 続 性 は 、 そ の 達 成 し よ う とす

る 目的 との 間 に合 理 的 な比 例 が 存 す べ きだ とす る公 法 上 の原 則 。 〔と く

に② は、 わ が 国 にお い て最 大 限 に強調 され るべ き原 則 で あ る 。〕

proposition(国 会 に提 出 され る)法 律 案 、予 算 案 。

proprieborgen連 帯 保 証 。 現 在 で は事 実 上 通 常 の保 証 の形 態 とい わ れ る。

enkelborgen参 照 。

propriomotu自 主(発)的 に 。

prorataregel(保 険 金 支 払 の)保 険料 対 応 原 則 。例 え ば送 電 線 の近 くに あ

る家 屋 の 火 災 保 険 につ い て保 険 金 額10万 ク ロ ー ネ の場 合 、 保 険料 が 避

雷針 付 きの 家屋 は2万 クロ ー ネ、 そ うで ない もの は4万 クロ ー ネ だ とす

る。避 雷 針 が ない の に付 い て い る と偽 った場 合 、 落 雷 に よ り火 災 で家 屋

が 焼 失 した と き、 事 後 に この 事 実 を知 っ た保 険 者 は5万 ク ロ ー ネの 保

険 金 を支 払 えば足 りる。

prorogation管 轄 の 合 意 。derogation参 照 。
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pr・test手 形 ・小 切 手 の 引 受 ・支 払 拒 絶 証 書 。 公 証 人 そ の他 の 公 的 機 関

に よ って作 成 さ れ る。

provision歩 合 。報 酬 支 払 の 一形 態 。 商事 取 次 人 や仲 立 人 の報 酬 は取 引代

金 額 の歩 合(%)で 算 定 され る。

provokatorisktalan挑 発 的 訴 え 。 と くに給 付 が履 行 を要 しな い の に提 起

す る消 極 的確 認 の訴 え を い う。

provanstallning試 験 的雇 用 。 最 高6月 。tillsvidareanstallning参 照 。

provningstillstand審 理 許 可 。 最 高 裁 判 所 お よび行 政最 高 裁 判所 にお い て

事 件 を取 り上 げ る前 提 と して 要 求 さ れ るが 、民 事 の 少 額 訴 訟 事 件 お よ

び 刑 事 の い わ ゆ る罰 金 事 件 に つ い て は 高 等 裁 判 所 で も必 要 で あ る 。

extraordinardispens,prejudikatdispens,andringsdispens参 照 。

publicafides公 文 書 の 有 す る信 頼 性 。例 え ば 、 と くに不 動 産 登 記 簿 につ

い てい わ れ る 。

publicitetsprincipen公 示 の原 則 。 所 有 権 の 変 動 お よび 質 権 の 設 定 等 は、

引 渡 し(占 有 の 移 転)、 登 記 ま た は類 似 の方 法 に よっ て公 示 され 、外 的

に認 識 され る こ とを要 す る とい う原 則 。

publikationsbrott情 報 開 示 犯 罪 。 秘 密 と され る公 文 書 そ の他 の 情 報 を開

示 す る犯 罪 。 他 の刑 事 制 裁 が 科 せ られ な い場 合 に は 、 「守 秘 義 務 違 反 の

罪 」(刑 法20章3条)が 成 立 す る。

publiktaktiebolag公 開株 式 会 社 。 資 本 金 の 額 が 最 低50万 ク ロ0ネ で 、

株 式 市 場 に株 式 が 公 開 さ れ て い る 会 社 を い う。 非 公 開 の 株 式 会 社 は

privataktiebolago

pupillpension遺 児 年 金 。

putativt(forment}brott幻 覚 犯 。imaginartbrottも み よ。

pabargamning犯 行 現 場 で 。

pahandlingarna書 面 手 続 で 、 口頭 弁 論 な しに(裁 判 す る こ と)。

pabud法 律 行 為(の 一 種)。 相 手 方 に一 定 の義 務 を課 した り、 それ を持 続

させ た りす る よ うな法律 行 為 。例 え ば時効 の 中断(「 時効 法(1981:130)」

5条)。 同時 に表 意 者 に義務(例 えば承 諾)を 課 す るこ とが あ る。 〔あ る辞
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書 は この語 の濫膓 と して 、新 約聖 書 ル カ伝2章1条 を引 く。mandatory

injunctionやdecreeと 英 訳 す る辞 書 もあ る。 説 明 が か な り多 様 で あ る。

上 記 の説 明 はJuridiskatermerの9版(2002)に よるが 、 時効 の 中 断 を

法律 行 為 とす る こ とに抵 抗 感 を覚 え る読 者 もい るで あ ろ う。〕

pafoljdforbrott犯 罪 に対 す る制 裁 。straff(刑 罰)で あ るb6ter(罰 金)*

とfangelse(拘 禁)*の ほか 、vilkorligdom(条 件 付 判 決)申、skyddstillsyn

(保護 監督)*お よび6verlamnandetillsarskildvard(特 別 保 護へ の委 託

(送致))*を 含 む。brottspafoljdも み よ。

pafoljdseftergift刑 事 制 裁 の放 棄(免 除)。 犯 罪 が 存 す る に もか か わ らず 、

刑 事 制 裁 を放 棄(免 除)す る裁 判 所 の権 限 。刑 法29章5条 に掲 げ る事

由(量 刑 の 事 由)に か ん が み 、刑 事 制 裁 を科 す る こ とが 明 白 に不 当 で

あ る と認 め られ る ときは、 裁 判 所 は刑 事 制 裁 の放 棄(免 除)を す る こ と

が で きる。 同章6条 が定 め る。

pafoljdspreskription刑 事 制 裁 の 時 効 。 刑 法35章 が 刑 事 制 裁 の 時 効 と訴

追 の 時効 の両 者 につ い て定 め る。atalaspreskription参 照 。

Qの 部

quaestiofacti(訴 訟 に お け る)事 実 問 題 。

quaestiajuric(訴 訟 にお け る)法 律 問 題 。

quasik・ntrakt準 契 約 。kvasikontraktも み よ。

quisu・jureutiturneminemlaedit権 利 を行 使 す る者 は な ん び と も害 せ ず 。

シ カ ー ネ に 基 づ く損 害 賠 償 の 考 え に対 す る 反 論 と して 述 べ ら れ る 文 。

quodinterest被 害 者 に と っ て の 特 有 の 価 値 。idquodinterestも み よ。

qu・rum定 足 数 。

Rの 部

ramavtal枠 組 契約、基本契約 。

ramlag枠 組法 。一 般 的 な 目的 と指針 のみ を定 め、具体 的 内容 は関係公

的機 関の規定 と契約 に よる充足 を意 図す る法律 。 〔わが 国の各種 の 「基
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本 法 」 にほ ぼ相 当す る とい え よ う。〕

rannsakning(裁 判 所 にお け る)尋 問 。刑 事 訴 訟 事 件 にお け る尋 問 の 旧称 。

rapporteftergift報 告 書 免 除 。違 反 者 に対 す る注 意 また は指 摘 で十 分 と考

え られ る場 合 に報告 書 を作 成 しな い で済 ます 警 察 官 の権 利 。 罰金 を制裁

とす る犯 罪 につ い て の み妥 当 す る。 「警 察 法(1984:387)」9条2項 が定

め る。 なお 、報 告 書提 出義 務 につ い て は 同条1項 に規 定 され てい る。

ratifikation(ratificering)(条 約 の)批 准 。

ratihabition(ratihabering)追 認 。 この語 は 、 問 題視 され た従 前 の行 政行

為 の有 効 性 を確 証 す る公 的 機 関 の 決 定 につ い て も用 い られ る。 動 詞 は

ratihaberao

ratio理 由、 目的 、 目標 。

ratiodecidendi裁 判 の理 由 、判 決 理 由。

ratiolegis立 法 の 理 由、 目的。

rattfylleri酒 酔 い等 運 転 の 罪 。 「交 通 犯 罪 の刑 罰 に 関 す る 法 律(1951:

649)」4条 、4条aが 定 め る。

reIntegra事 態 が原 状 の ま まで あ る限 りで 。 申込 み を受 け た者 が そ の後

これ に関 す る な ん らの措 置 も採 ら ない状 態 をい う。 この状 態 に あ るな ら

ば、表 意 者 は意 思 表 示 を撤 回 す る こ とが で きる(「 契 約 法(1915:215)」

1章7条 参 照)。

realskada現 実 損 害 。 通 例 、 不 利 益 な 効 果 そ の もの の 呼 称 。konkret

skada(具 体 的損 害)と もい う。 これ に対 して、 金 銭 に評 価 され た損 害

はabstraktskada(抽 象 的 損 害)と よば れ る 。

realanbud現 実 申込 み 。注 文 な しに販 売 の 申込 み と共 に商 品 を送付 す る

こ と。

realavtal要 物 契 約 。

realexekution対 物 執 行 。 人 の財 産 に対 す る強 制 執 行 。

realinjurie事 実 的侮 辱 。 人 の 身体 に対 す る侮 辱 的行 動 の形 態 に よ る名 誉

殿 損 罪(刑 法5章3条)。 例 え ば 人 に 唾 を 吐 きか け る こ と。 現 在 で は、

かつ て事 実的侮 辱 とされ た行 為 の多 くはofredande(「 迷 惑 行 為 の罪 」)*に
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属 す る とい わ れ る。

realisation(債 権 の)実 現 。差 押 物 件 、 担 保 物 件 の 売 却 を意 味 す る。

realkollation生 前 贈 与 の 返還 ・償 還 。kollation(遺 産分 割 にお け る生 前 贈

与 の参 酌)*の 一 つ で 、相 続 人 は遺 産 財 団 に対 して贈 与 を受 けた財 産 の現

物 を返 還 す る か、 また は そ の価 額 を償 還 す る義務 が あ る。ideaikolaltion,

vardekollatjon参 照 。

realkredit現 実 信 用 。 債 権 者 が 質 権 ・抵 当権 等 の 担 保 権(優 先 弁 済 権)

を有 す る と きに存 在 す る。personalkredit参 照 。

reallast物 的負 担 。所 有 者 が 義 務 付 け られ る 、 当 該 不 動 産 につ い て定 期

的 に物 、 金 銭 また は役 務 を提 供 す べ き物 権 法 的 な負 担 。

realservitut物 的 地 役 権 。 要 役 地 に 直接 的 に結 び付 い て い る地 役 権 す

な わち 通 常 の地 役 権 の こ と。 反 対 はpersonalservitut*。

realstatut目 的物 所 在 地 法 。 国 際私 法 の用 語 。

realsakerhet現 実 担 保 。 質 権 ・抵 当権 な どの こ と。

rebussicstantibus事 情 変 更 条 項 。clausularebussicstantibusも み よ。

recambiovaxel戻 手 形 。aervaxel*に 同 じ。 〔日本 手 形 法52条 参 照 。〕

recepisse領 収 証 。

reception(法 の)継 受 。 と くに古 い 時 代 の ヨー ロ ッパ 諸 国 に お け る ロ ー

マ法 の採 用 につ い て い う。 動 詞 はrecipiera。

recidiv再 犯 。 一 般 的 再 犯 と特 殊 的 再 犯 とが あ る 。generalrecidiv,

specialresidivも み よ。

recidivfara再 犯 の虞 れ 。勾 留 の理 由 の一 つ 。

recit(判 決 等 の)事 実 関係 の 部 。 当事 者 の 申立 て ・主 張 、 背 後 の事 実 関

係 お よ び事 案 に関 す る裁 判 所 に お け る従 前 の取 扱 い 等 に 関 す る記 載 を

包 含 す る。recitに 関 す る0般 的 に承 認 され た定 義 は な く、 主 文 とそ の

理 由 を除 い た全 て の記 載 がrecitと もい え る。 判 決 につ い て は少 な く と

も 申立 て と法律 事 実 の 主 張 の 記 載 を要す る こ とは 明 らか で あ る 。

redovisningsmedel受 託 金 員 。代 理 人 が本 人 の た め に受 領 した金 員 。代 理

人破 産 の 場 合 、 受 託 金 員 はseparationsratt(取 戻 権)*の 対 象 と な る 。
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「受 託金 員 の会計 に関す る法律(1944:481)」 が あ る。ayskiljande参 照 。

reellborgen現 実 保 証 、 保 証 債 務 。personellborgen(人 的(出 頭)保 証)

と区別 す る意 味 で 用 い る。

reellatvangsmedel物 的 強制 手段 。 人 の財 産 に対 す る強 制 手 段 。例 え ば差

押 え 、家 宅捜 索 な ど。personellatvangsmedel参 照 。

referant主 任 裁 判 官 。 事 件 につ い て終 局 的審 理 ・判 断 の た め に準 備 す る

職 務 を担 う裁 判 機 関 の構成 員 。

reformatioinmelius(上 訴 審 にお け る)利 益 変 更 。 上訴 審 にお い て私 人 の

利益 の た め に職 権 で変 更 をす る こ と。

reformatsoinpejus(上 訴 審 にお け る)不 利 益 変 更 。上 訴 審 にお い て 上訴

人 の不 利 益 に変 更 す る こ と。不 利 益 変 更 は禁 止 され てい る。 ただ し、検

察 官 の み が 上 訴 した場 合 に はそ の 不 利 益 す な わ ち被 告 人 の利 益 に変 更

が で きる 。

regalratt公 有 権 。 中世 地 方 法 当 時 か ら私 法 的取 得 原 因 に よ らず そ の公 法

的 高 権 性 の ゆ え に 国王 ま た は 国 庫 に帰 属 す る とみ られ た不 動 産 そ の他

の 自然 資 源 に対 す る権 利 。 そ の 名 残 を と どめ る現 行 法 と して 「地 区入

会権 法(1952:166)」 な どが あ る。

Regeringsformen統 治 組織 法 、 憲 法 。 ス ウ ェ ーデ ン王 国 の第 一 の 基本 法 。

〔「政 体 書 」 とい う訳 語 もみ られ るが、 現 在 の統 治 組 織 法 が1974年 制 定 、

1975年 施 行 の もの で あ る こ とか らみ て や や 古 色 に過 ぎる 印象 を与 え る

訳 語 で あ ろ う。〕

regeringskansliet〔GovernmentOffices〕 内 閣官房 。regeringsarende(政

府 案 件)*の 準 備 作 業 を行 う機 関 の 総称 。 各 省 とstatsradsberedraingen

(内 閣総 理 大 臣官 房)*と か ら成 る。

regeringsrad行 政 最 高 裁 判 所 判事 。ordf6rande(首 席 、 長 官)も 官 職 名

と して は 同 じで あ る。

Regeringsratten行 政 最 高 裁 判 所 。 そ の 構 成 員 は14名 以 上 だ が 、 うち3

分 の2は 法 律 家 で あ る こ と を要 す る(「 一 般 行 政 裁 判 所 に 関 す る法 律

(1971:289)」3条)
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Regeringsr五ttens盒rrsb・k(RA)行 政 最 高 裁 判 所 判 例 集 。

regeringsrattssekretere行 政 最 高 裁 判 所 調 査 官 。revisionssekreterare

(最 高 裁 判 所 調 査 官(上 告 調査 官))*に 対 応 す る。

regeringssammantrade閣 議 。 統 治 組 織 法7章 に規 定 が あ る 。

regeringsarenden政 府 案 件 。 国 の 運 営 に関 す る事 項 例 え ば 国 会 に提 出す

る法 律 案 ・予 算 案 等 の 案 件 に加 え て 、 不 服 申立 て や 任 命 問題 に 関 す る

案 件 が あ る。統 治 組 織 法7章 、 「政府 案 件 の取 扱 い に関 す る法律(1974:

613)」 に定 め られ て い る 。

registeratpartnerskap登%Jrさ れ た 同性 婚 。 登 録 さ れ た 同性 婚 は ス ウ ェ ー

デ ン法 に お い て い わ ば 同姓 間 の 婚 姻 と して の 法 的効 果 が 与 え られ て い

る。 た ん にpartnerskap*と もい う。

registerfastighet登 記 済 不 動 産 。fastighetsregister(不 動 産 台 帳 ・登 記

等)*に 一 筆 の不 動 産 と して登 記 され た もの をい う。

regress(手 形 上 の 権 利 の)遡 及 。atergangstalanも み よ。

regressivbeskattning逓 減 的 課 税 。progressivbeskattning(累 進 課 税)*

の反 対 。

regressratt求 償 権 。例 え ば保 証 人 が 主 債 務 者 に対 して有 す る権 利 。

reklamation異 議 の 通 知 、 目 的物 の 検 査 ・蝦 疵 通 知 。 例 え ば契 約 の 一 方

当事 者 が 相 手 方 に給 付 物 の 遅 延 、 暇 疵 また は欠 陥 を指 摘 し、 これ に基

づ く権 利 の 主 張 を留 保 す る こ と。 ま た 、 よ り一般 的 に 「苦 情 」 の 意 味

で も使 わ れ る こ とが あ る。 〔日本 商 法526条 参 照 。〕

rekognitionssko9承 認 国 有 林 。 用 益 が 承 認 され る 国 有 林 と くに い わ ゆ

bergverksskogarna(鉱 山 活動 用 林)。

rekonstruktor会 社 更 生 管 財 人 。

rek・nventionstalan虚 偽 訴 追 、不 当 訴 追 等 の 犯 罪(刑 法15章)に 対 す る

処 罰 ま た は 損 害 賠 償 を求 め る訴 え 。 訴 訟 手 続 法 は これ らの 犯 罪 に つ い

て被 害 者 に第 一 次 的 訴 追 の権 利 を認 め る(20章8条)。

rektaklausul裏 書 禁 止 文 句 。 あ る 者 以 後 の裏 書 譲 渡 を禁 止 す る流 通 的 証

券 の文 言 。
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rekurs異 議 の 申立 て。公 務 員 の 決 定 につ い て そ の所 属 機 関 また は上級 の

公 務 員 に対 して行 う再 審 査 の 申立 て 。

rekvisit(法 律)要 件 。 と くに行 為 の可 罰 性 に関 す る要件 す なわち犯 罪 成立

要 件 の こ と。objektivtrekvisit(客 観 的 要件)*とsubjektivtrekvisit

(主 観 的 要 件)*と が あ る。 後 者 は例 え ば 窃 盗 の 際 のtillagnelseuppsat

(不 法 領 得 の意 思)*。 〔この用 語 法 に対 して は ミス リー デ ィ ング を指摘 す

る有 力 学 説 もあ る。〕

relativaa,ktenskapshinder相 対 的婚 姻 障 害 。aktenskapshinderも み よ。

relax(relaxation)抵 当 権 価 額 登 記 か らの一 部不 動 産 の解 除 。 共 同 で抵

当権 価 額 登 記 が な され た不 動 産 の 一 部 をそ れ か ら解 除 す る こ と。 法文

はavlyftningと い う(土 地 法22章11条)。

relocatiotacita黙 示 の 契 約 の延 長 。 通例 土 地 賃 貸 借 に関 す る。

remburs(rembours)〔letterofcredit〕 信 用 状 。

remiss〔circulationforconsideratin(comment)〕 レ ミス 、 関係 機i関 ・

団体 等 へ の 案 件 文 書 と くに法 案 の 送 付 ・意 見 の 聴 取 。 〔ス ウ ェー デ ン に

特 有 の 伝 統 的 制 度 で適 訳 に 困 難 を感 ず る用 語 の 一 つ 。 わ が 国 で 通 例 み

られ る よ う な諮 問 、公 聴 な ど とは実 質 的重 要性 が全 く異 な る。例 えば 、

あ る法 律 を作 成 す る場 合 に は、法 案 と詳 細 な立 法 理 由 を記 したSOU*が

関係 諸 機 関 ・団体 等 に送付 され 、 これ に対 す る意 見 書 が 求 め られ る。そ

して 、 これ らの 意見 書 はそ の後 の立 法作 業 にお い て慎 重 に検 討 され 、国

会 に提 出 され るproposition(立 法 理 由等 を含 む法 律 案)*に もそ の概 要

が 表 示 され る 。 な お 、裁 判 所 の 場 合 レ ミス 機 関 は個 別 の 裁 判 所 で あ っ

て 、全 体 と して の裁 判 所 で は ない。 ち なみ に、 わが 国 のパ ブ リ ック コメ

ン トは レ ミス に接 近 しつ つ あ る よ うで あ る。〕

remittent〔 手 形 ・小 切 手 の)受 取 人 。

remuneratoriskgava負 担付 贈 与 。

renformogenhetsskada純 粋 財 産 損 害 。従 前 はdirektf6rfogadallman

f6rm6genhetsskada(直 接 的 に被 っ た一 般 財 産 損 害)*と よば れ た もの 。

例 えばf6rtal(名 誉 殿 損 罪)*に よ り職 を失 った場 合 、 犯 人 に対 して賠 償



(4a6) スウェーデン法訳語集(3) 35

を求 め る 損 害 。 純 粋 財 産 損 害 に つ い て ス ウ ェ ー デ ン法 は 、 加 害 行 為 が

犯 罪 と な る場 合 お よ び 特 別 の 法 規 定 が あ る 場 合 に の み 損 害 賠 償 責 任 を

認 め る 。

renovation記 録 の 写 し。underratt(下 級 裁 判 所 、第 一 審 裁 判 所 がoverratt

(上 級(審)裁 判 所)等 に 検 閲 ま た は保 管 の た め に送 付 す る 文 書 の 写 し。

rentobjektivtansvar純 粋 客 観 的 責 任 。rentstriktansvar(純 粋 厳 格 責

任)*に 同 じ。

rentstriktansvar純 粋 厳 格 責 任 。striktansvar(厳 格 責 任)*ま た はrent

striktansvar(純 粋 厳 格 責 任)寒 の こ と 。

renuntiativtarvsavtal相 続 権 放 棄 契 約 。 相 続 契 約 の 一 つ で 、 相 続 人 が 被

相 続 人 に 対 して 自 己 の 将 来 の 相 続 権 を 放 棄 す る 契 約 。 相 続 法17章2条

が 定 め る 要 件 に 合 致 す る も の で あ れ ば 有 効 で あ る。 た だ し、 未 成 年 者 は

有 効 な 相 続 権 の 放 棄 をす る こ とが で き な い 。

renv・i① 差 戻 し.② 反 致 。aterforvisningも み よ 。

reparation(損 害 の)賠 償 、 補 償 。

representation① 代 理 、 ② 代 襲i相 続 権 。 ② はistadaratt*に 同 じ。

res物 。

rescommunis(rescommunisomninum)万 人 共 通 物 。 万 人 が 等 し く利

用 し、 し た が っ て 所 有 権 に 服 し な い 物 。 例 え ば 空 気 、 公 海 、 陽 光 。

rescorporalis有 体 物 。

resderelicts(e)遺 棄 物 。 所 有 権 が 放 棄 さ れ た 物 。

resextracommercium不 融 通 物 。

resfutura将 来 物 。 ま だ 現 存 し な い 物 。

resincommercio融 通 物 。

resintransitu運 送 中 の 物 。 注 文 者 の 国 に 向 か っ て 他 の 一 つ ま た は 複 数

の 国 を 輸 送 中 の 物 。

resincorporalis無 形 物 。

resjudieata既 判 事 項 、 既 判 力(を 有 す る 事 項)。

resjudicataproveritateaccipitur判 決 は常 に正 当 で あ る とい うフ ィク シ ョン
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を表 現 す る 古 い 文 。

reslitigiosa係 争 物 、 係 争 事 件 。

resnullius無 主 物 。

resperdita遺 失 物 。

resa順 位 の 古 い 表 現 。f6rstaresanstδld(第 一 級 窃 盗)な ど とい う 。

resebefraktning〔voyagecharterparty〕 航 海 傭 船 契 約 。「海 法(1994:1009)」

14章6条 以 下 が 定 め る 。tidsbefraktning参 照 。

reseforbud旅 行 禁 止 。 逮 捕 ま た は勾 留 さ れ て い な い 被 疑 者 ・被 告 人 に対

し一 定 の 場 所 か ら離 れ る こ と を 禁 止 す る 裁 判 所 の 命 令 。 訴 訟 手 続 法25

章 が 定 め る 。 破 産 申 請 に 関 連 し て 債 務 者 に 対 す る外 国 へ の 旅 行 禁 止 も

発 令 さ れ る 。 破 産 法2章12条 な どが 定 め る 。

reservatiomentalis心 裡 留 保 。mentalreservation*に 同 じ。

resning再 審 。

respektratten著 作 者 人 格 権 。droitmoral*に 同 じ。

respondeatsuperior上 位 者 の 責 任 。 使 用 者 責 任 の 原 則 の 表 現 。

responsum意 見 書 、 回答 書 。 法 律 問 題 に 関 す る 法 学 者 ま た は 商 慣 習 に 関

す る 当 該 業 界 の 代 表 団 体 か らの 見 解 表 明 。

restitutio回 復 、 返 還 。

restituti・fatalium(確 定 判 決 後 の)期 間 回 復 。 特 別 上 訴 の 一 つ 。 訴 訟 手

続 法58章 が 再 審 と と も に 定 め る 。

restituti・indebiti非 債 弁 済 に よ る給 付 の 返 還 。condictioindebiti参 照 。

restuitioinintegrum原 状 回 復 。

restitution返 還 。 強 制 的 手 段(民 事 執 行 な ど)で 不 当 に 奪 わ れ た 物 の 返

還 や 徴 収 しす ぎ た税 金 、 手 数 料 の 返 還(還 付)の こ と。restitutio参 照 。

resu盈tatdeiikt結 果 犯 、 実 質 犯 。effektdeliktも み よ。

retentionsratt留 置 権 。 留 置 権 者 はretinent。detentionsratt,pantratt参

照 。

retroaktiv遡 及 的(効 力)。 統 治 組 織 法2章12条 は刑 法 お よ び税 法 に お

け る 遡 及 効 の 禁 止 を 定 め る 。
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returvaxel戻 手 形 。recambiovaxel*、aervaxel*に 同 じ。

reugeld解 約 金 。mul(c)ta(arra)poenitentialis*に 同 じ。

revers〔promissorynote〕 債 務 証 書 。skuldebrev*に 同 じ。

revindikation占 有 を侵 奪 さ れ た 物 の 返 還 請 求 。

revision上 告 。 高 等 裁 判 所 の 判 決 に対 す る 最 高 裁 判 所 へ の 上 訴 の 旧 称 。

revisionは 会 計 検 査 の 意 味 で も用 い ら れ て い る 。 例 え ば

riksrevisonsverket(国 家 会 計 検 査 院)。 な おrevisionssekreterare参 照 。

revisionsdomstol上 告 裁 判 所 。 法 律 問 題 に つ い て の み 審 査 す る上 級 裁 判 所 。

ス ウ ェ ー デ ン の 最 高 裁 判 所 は こ の 意 味 の 上 告 裁 判 所 で は な い 。

kassationsdomsto1参 照 。

revisi・nssekreterare最 高 裁 判 所 調 査 官 、 上 告 調 査 官 。revision(上 告)*

と い う用 語 は現 在 で は 法 典 か ら消 え た が 、300年 を超 え る伝 統 を有 す る

こ の 官 職 名 は そ の ま ま残 っ て い る 。 〔詳 し くは 、 拙 稿 「最 高 裁 判 所 調 査

官 制 度 の 比 較 法 的 検 討 一 ス ウ ェ ー デ ン に お け る 上 告 調 査 官

(reviionssekreterare)の 紹 介 を 中 心 と し て一 」 民 商 法 雑 誌84巻1号

(1981)1頁 以 下 参 照 。〕

revisor会 計 士 。godkandrevisor(認 可 会 計 士)ま た はauktoriserad

revisor(公 認 会 計 士)の こ と。「会 計 士 法(2001:883)」 が あ る 。〔両 者 の

差 異 は 、 わ が 国 の 税 理 士 と公 認 会 計 士 の そ れ に 類 似 す る とい え よ う。〕

Riksdagen国 会 。 ス ウ ェ ー デ ン の 国 会 は 一 院 制 。 総 数 は349名 。 「国 会

法 」 に よ れ ばkammarenが 国 会 の 同 意 語 と し て 用 い られ る 。

Riksdagensombudsman国 会 オ ン ブ ズ マ ン 。 現 在 は4名 お り、 そ のchef

(長)が 行 政 的事 務 を司 る が 、 オ ンブ ズ マ ン の 職 務 は 各 自が 独 立 し て 分 担

す る。 単 数 はonbudsman。 伝 統 的 な 名 称 で あ るjustitieombudsmannenn

(JO)*が 現 在 で も一 般 的 に使 わ れ て い る 。

Riksdagensrevisorer(statsrevisorerna)国 会 監 査 人 。 国 会 が 選 出 した 、

国 家 活 動 を 監 査 す る 職 務 を 有 す る 議 員 。 統 治 組 織 法12章7条 が 定 め た

が 、 同 条 の 改 正 に よ り現 在 で は そ の 職 務 はRiksrevisionen(国 会 会 計 検

査 院)*が 行 う 。
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riksdagsordningen「 国 会 法 」 基 本 法 と一 般 の 法 律 の 中 間 的 性 格 を有 す

る。 か つ て は基 本 法 の一 つ 。

riksforestandare摂 政 。

Riksforsakringsverket(RFV)社 会 保 険庁 。 社 会 保 険 お よび 関連 す る公

的給 付 に関 す る 中央 行 政庁 。

riksmote国 会 の会 期 。

Rikspolisstyrelsen(略 称RPS)警 察 庁 。

Riksrevisionen国 会 会 計 検 査 院 。 従 前 のRiksdagensrevisorer

(statsrevisorerna)(国 会 監査 人)*の 職務 を行 う新 た な機 関。 統治 組織 法

12章7条 の2002年 改 正 に よる。

riksratten王 国裁 判 所 。1809年 の統 治 組 織 法 に よれ ば 、 ス ヴ ェ ア高 等 裁

判 所 長 官 を長 と し、 若 干 名 の 高位 の 裁 判 官 お よ び公 務 員 に よっ て構成

され 、 最 高 裁 判 所 ま た は行 政 最 高 裁 判 所 お よび そ の 裁 判 官 な らび に国

務 大 臣 に 関 す る重 大 な 職 務 犯 罪 につ い て 審 理 ・判 決 す る権 限 を有 した

裁 判所 。 〔伝 統 的 にス ヴ ェ ア高 等 裁判 所 長 官 は 、 ス ウ ェー デ ンにお け る

裁 判 官 職(最 高 裁 判 所 を含む)の 最 高 位 と理 解 され て い た とい われ る。〕

Riksskatteverket(RSV)王 国 国税 庁 。税 務 行 政 に加 えて公 私 債 権 の執 行

制 度 に関 す る 中 央 行 政 庁 。2004年1月 か ら10のskattemyndigheter

(国 税 局)寧 と統 合 され 、Skatteverket(国 税 庁)に 改 組 さ れ た 。 〔あ る

行 政 最 高 裁 判 所 判 事 が 冗 談 交 じ りに 「国税 庁 は ス ウ ェ ー デ ンにお け る

最 強 の 官 庁 」 とい っ た こ とが 印象 深 い 。〕

riksaklagaren(RA)検 事 総 長 。

riskavtal成 功 報.酬契 約 。 不動 産 仲 介 業 者 との契 約 で、 取 引 が 成 立 した場

合 に の み報 酬 を支 払 う契 約 の こ と。

riskenforvaran売 買 の 目的物 に関 す る危 険(負 担)。 引 渡 時 を基 準 に し

て危 険 が 移 転 す る。 隔 地 者 間 の送 付 売 買 に つ い て は 目的 物 を運 送 人 に

交付 した と き引 渡 しが あ っ た もの とみ られ 、 この 時 点 か ら買 主 が危 険 を

負 担 す る。 「売 買 法(1990:931)」7、12条 以 下 参 照 。 〔ス ウ ェ ー デ ン

売 買 法 の危 険 負 担 に関 す る規 定 は 具 体 的 で極 め て分 か りや す い 。 パ ン
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デ クテ ンシ ス テ ム を採 らない こ との 一 つ の メ リ ッ トとい え よ う。〕

romerskrattロ ー マ 法 。 ス ウ ェ ー デ ン法 に対 す る ロ ー マ 法 の影 響 は 、英

国 や他 の 北 欧 諸 国 と同様 に他 の ヨー ロ ッパ諸 国 よ りも少 ない 。 た だ し、

kanonisk蹴t(教 会 法 、 カ ノ ン法)*を ロ ー マ法 の 支 流 とす れ ば 、 そ の

ス ウ ェ ー デ ンの 法 発 展 に対 す る影 響 は顕 著 だ とい わ れ る。 〔ロー マ 法 な

い しラ テ ン語 の法 律 用 語 は予 想 外 に多 い とい うの が 本 稿 の 作 成 作 業 に

従 事 して い る筆 者 の 実 感 で あ る 。〕

rotel(担 当 の)係 り。裁 判所 お よび若 干 の公 的機 関 におけ るarbetsordning

(執 務 細 則)上 の 概 念 。 裁 判 所 が 受 理 した事 件 はrotelに 分 配 さ れ る。

各 裁 判 官 は 自分 のrotelに つ い て責 任 を有 す る。(行 政)最 高 裁 判 所 に

お い て は調 査 官 各 自がrotelを 有 す る。 〔が 国 の 用 語 で い え ば 、主 任 裁

判 官(調 査 官)、 主任 事 件 で あ る 。〕

rov五ktenskap結 婚 目的 の婦 女 略 奪 。 キ リス ト教 化 以前 の ス ウ ェ ー デ ン社

会 にお い て行 わ れ た行 為 で 、 賠 償 金 の 支 払 な ど一・定 の 要 件 の も と に婚

姻 の成 立 が認 め られ た。

rubrik(事 実 等 の)要 旨。 公 的機 関 の 決 定 の 一部 と して含 まれ る案 件

に お け る事 実 の 要 約 。 判 例 集 に お け る判 決 の 再 現 の 際 、 本 文 の上 部 に

しば しば掲 載 され る説 明 もrubrikと よば れ る。

ryktesspridningtillfaraforriketssakerhet王 国 の安 全 に とっ て危 険 な風 評

を流 布 す る罪(刑 法22章5条)。

rymden〔outerspace〕 宇 宙 空 間 。 宇 宙 空 間 につ い て は い わ ゆ る 「宇 宙 条

約 」 が 存 在 す る。luftterritorium参 照 。 〔わ が 国 は1967年 に批 准 。〕

raochror境 界 標 識 。 古 い形 態 の境 界 標 識 で、 通 常 は石 つ か(石 を積 み上

げた もの)。 この語 はIandskapslagar(中 世 地 方 固有 法)*か らと られ た 。

radetEU理 事 会 。Europeiskaunionensrad(ヨ ー ロ ッパ 連 合 理 事 会)

の こ と。ministerradetも み よ。

radhusratt都 市 裁 判 所 。1970年 まで 存 在 した 都 市 部 の 第..裁 判 所 。

radstu(v)rattと もい う。

radighetsfel(行 政 処 分 に基 因 す る)意 図 され た 目的物 の使 用 が で きない暇
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疵 。 例 え ば 関 係 機 関 が 計 画 され た不 動 産 の分 筆 を認 め な い こ と に よ る

蝦 疵 。 「土 地 法 」4章18条 が 定 め る。

radman地 方 裁 判 所 ま た は行 政 地 方 裁 判 所 の(正)判 事 。

00
ragang境 界(線)。 村 落 等 の境 界(線)の か つ て の 呼称 。

ramarke境 界 標 識 。例 え ばraochror*。

O
ran強 盗 罪(刑 法8章5条)。utpressning参 照 。

rantvang強 迫(に よ る法 律 行 為)。 強 盗 罪 を構 成 す る よ う な強 迫 で 、 こ

れ に よ る法律 行 為 は大 部 分 の場 合 善 意 の 第 三者 に対 して も無 効 で あ る。

ranta利 息 。 「利 息 法(1975:635)」 が あ る。

ratt① 権 利 、 法 、② 裁 判 所 。

rattegang訴 訟 手 続 、 訴 訟 。

rattegangsbalk〔theCodeofJudicialProcedure〕 「訴 訟 手 続 法 」 民 事 ・

刑 事 両 訴 訟 手 続 に関 す る統 一 的 訴 訟 法 典 。 こ の意 味 で フ ィ ン ラ ン ド訴

訟 手 続 法 典 と と もに比 較 法 的 にみ て ユ ニ ー クな もの(北 欧 で もデ ンマ ー

ク、 ノ ル ウ ェー は異 な る)。processratt参 照 。 〔排 訳 「訳 注 ス ウ ェ ー デ

ン訴 訟 手 続 法(1)」 の 「序 説」(と くに35-36頁)参 照 。〕

rattegangsbitrade訴 訟 補 佐 人 。rattegangsombud参 照 。 〔わ が 国 の補 佐

人 と異 な り、 通 常 は弁 護 士 そ の他 の法 律 家 が 補 佐 人 に な る。 訴 訟 代 理

人 との 差 異 は代 理 権 の 有 無 の み で あ る。 法 律 扶 助 や被 害 者 補 佐 の場 合

に は原 則 と して弁 護 士 等 の法 律 家 が 補 佐 人 に任 命 され る。〕

rattegangsfel訴 訟 手 続 の 蝦 疵 。 重 大 な訴 訟 手 続 の 蝦 疵 はklagan6ver

domvilla(重 大 な訴 訟 手 続 違 反 に よる特 別 上 訴)の 対 象 に な る 。

rattegangsfullmakt訴 訟 代 理 権 。

rattegangsforseelse訴 訟 手 続 に関 す る軽 罪 。 訴 訟 手 続 に関連 す る犯 罪 の

総 称 。例 え ば、 悪 意 を もっ て判 決 に対 す る上 訴 を した り、 法 廷 の秩 序

を乱 した りす る こ と。 この犯 罪 につ い て は訴 追 な しに受 訴 裁 判所 が罰 金

を科 す る こ とがで きる。 訴 訟 手 続 法9章 が 定 め る。rattegangsmissbruk

参 照 。

rattegangshinder訴 訟 障 害 。processhinder*に 同 じ。
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rattegangskostnad訴 訟 費 用 。 訴 訟 手 続 に 関 す る 当 事 者 の 費 用 。 例 え ば 、

訴 訟 代 理 人 の 報 酬 お よ び証 人 に対 す る 補 償 。

謝teg翫gsmissbruk訴 訟 手 続 の 濫 用 。 若 干 の 訴 訟 手 続 に 関 す る 軽 罪 。 例

え ば 、 悪 意 を も っ て 民 事 訴 訟 を 提 起 し た り、 当 事 者 、 被 害 者 、 参 加 人

ま た は そ の 代 理 人 、 補 佐 人 が 不 当 な 措 置 に よ っ て 訴 訟 手 続 を 遅 延 さ せ

る こ と。 訴 訟 手 続 法9章1-4条 が 定 め る 。rattegangsforseelse参 照 。

rattegangsombud訴 訟 代 理 人 。rattegangsbitrade参 照 。

rattegangssubjekt訴 訟 主 体 。processubjekt*に 同 じ。

ratt(en)裁 判 所 。domstol(en)の こ と。 訴 訟 手 続 法 はrattenと い う語 を

用 い て い る 。 〔enは 定 冠 詞 。〕

rattensombudsman(破 産 手 続 に お け る)裁 判 所 の 代 理 人 。 破 産 裁 判 官

に よ っ て 任 命 さ れ 、 裁 判 所 に 代 わ っ て 破 産 の 管 理 を 監 督 した が 、 現 在

で は こ の 職 務 はtillsynsmyndighet(破 産 財 団 管 理 の 監 督 機 関)*が 行 う。

r琶ttighet権 利 。subjektivrattも み よ 。

r翫tighetskatalog権 利 目録 。 一 国 の 憲 法 に お け る 統 治 ・立 法 権 力 に よ っ

て 制 限 す る こ とが で き な い 自 由 お よ び権 利 に 関 す る 規 定 の 名 称 。 ス ウ ェ

ー デ ンで は1974年 の 統 治 組 織 法2章 がgrundlaggandefri -c)chrattigheter

(基 本 的 自 由 お よ び 諸 権 利)*に つ い て 規 定 す る 。 しか し 、 こ れ らの 自 由

お よ び 諸 権 利 の 多 くは 、 国 会 制 定 法 に よ っ て 制 限 す る こ とが で き る 。

rattsakterEUの 法 文 書 、 派 生 法 。EC条 約249条(お よ び110条)が 定

め るf6rordningar(規 則)、direktiv(指 令)、beslut(決 定)、

rekommendationer(勧 告)お よ びytteranden(意 見)。 最 初 の 三 つ の

み が 法 的 拘 束 力 を 有 す る 。 〔対 応 す る 英 語 はregulation,directive、

decision、recommendationお よ びopinion。 〕

rattsanalogi類 推 法 解 釈 。laganalogi(類 推 法 規 解 釈)*よ り も広 く、 複 数

の 条 文 や 法 規 の 複 合 体 の た め の 一 般 的 法 原 則 か らの 類 推 解 釈 。

ra.ttsbanken法 情 報 銀 行 。ADB(automatiskdatabehandling(自 動 的

デ ー タ処 理)の 略 語)を ベ ー ス に した 法 令 の検 索 シ ス テ ム 。DAFAData

AB(株 式 会 社)が 運 営 す る 。
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rattsbocker法 ・権 利 の 書 。13-14世 紀 の 中 世 地 方 固 有 法 に 関 す る私 的 記

録(多 くはlagman*に よる)。 そ の 後 一 部 は 公 的 な もの に な っ てlagb6cker

(法 書)と よ ば れ る 。1andskapslagar参 照 。

rattsdogmatik法 解 釈 学 。

rattsfaktum法 律 事 実 。 法 律 要 件 事 実(民 事 法)、 構 成 要 件 事 実(刑 事

法)の こ と 。

rattsfall裁 判 例 。 しば し ばprejudikat(先 例 、 判 例)*と 同 意 語 。

rattsfilosof法 哲 学 。

rattsfraga法 律 問 題 。sakfraga参 照 。

rattsfoljd法 律 効 果 。 法 律 効 果 に は刑 事 制 裁 も含 む 。rattsfaktum参 照 。

rattsformaga権i利 能 力 。rattskapasitet*に 同 じ。

rattsgrund法 規 の 理 由 、 根 拠 、 目 的 、 正 当 化 。 単 にgrundと もい う 。

往 々rattsfaktum(法 律 事 実)*の 同 意 語 。

rattsgrundandefaktum権 利 根 拠 事 実 。 契 約 、 不 法 行 為 の よ う な権 利 を根

拠 付 け る事 実 。

rattsbabilitet法 律 行 為 能 力 。rattslighandlingsformaga*に 同 じ。

rattshandling法 律 行 為 。

rattshindrandefaktum権 利 障 害 的 事 実 。 契 約 締 結 の 際 の 強 迫 や 詐 欺 の よ

う に 権 利 の 発 生 を妨 げ る とい わ れ る 事 実 。

rattshistoria法 史 学 、 法 制 史 。

rattshjalp法 律 扶 助 。 〔法 律 扶 助 に 関 連 す る 事 項 に つ い て は 、 拙 稿 「ス ウ

ェ ー デ ン の 法 律 扶 助 一 法 制 度 の 現 状 と評 価 を 中 心 と し て 一 」 『ジ ュ リ ス

コ ンサ ル タ ス 』14号(2004)145頁 以 下 参 照 。 法 律 扶 助 法 の 訳 文 も掲

載 さ れ て い る 。〕

r翫tshj証lpsavgift法 律 扶 助 手 数 料 。

rattshjalpsmyndigheten法 律 扶 助 機 関 。 同 機i関 の 法 律 扶 助 に 関 す る 決 定

に対 し て はrattshjalpsnamnden(法 律 扶 助 委 員 会)に 不 服 申立 て が で

き る 。

rattsinnehavae権 利 者 。 と く に権 利 が 本 来 の 権 利 者 か ら移 転 した と き に
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用 い ら れ る 。

rattsinstitut法 制 度 。 特 定 の 目 的 の た め の 法 規 全 体 。

rattsinvandning権 利 答 弁 。sakinvandning参 照 。 〔拙 著 「訴 訟 に お け る

主 張 ・証 明 の 法 理 』10、14頁 参 照 。〕

rattskapacitet権 利 能 力 。rattsformaga*に 同 じ 。rattslighandlings-

f6rmaga参 照 。

rattskippning司 法 。 司 法 に 関 す る 一 般 的 に 承 認 さ れ た 定 義 は 存 在 し な

い 。 しか し通 例 、 裁 判 所 の 裁 判 活 動 を さ す と い う用 語 法 が 行 わ れ て い

る 。 〔統 治 組 織 法 は 司 法 権 の 定 義 を与 え る の を 断 念 し て い る 。 拙 著 『ス

ウ ェ ー デ ンの 司 法 』3頁 以 下 参 照 。〕

rattskraft既 判 力 。lagakraft参 照 。

rattskalla法 源 。

rattslighandlingsformaga法 律 行 為 能 力 。

rattsligtfel法 的 暇 疵 。 例 え ば 、 売 買 の 目 的 物 が 売 主 以 外 の 者 の 所 有 に属

す る場 合 や 、 約 定 を 超 え る 制 限 物 権 が 存 在 して い る 場 合 な ど。

rattsmedel上 訴 。allmanna(ordinara)rattsmedel(通 常 上 訴)*と 裁 判

確 定 後 のsarskilda(extraordinary)rattsmedeb(特 別(非 常)上 訴)*と

が あ る 。

rattsmedcinalverket〔NatinalBoardofForensicMedicine〕(総 合)法 医

学 庁 。 司 法 精 神 医 学 、 法 医 学 、 法 遺 伝 学 的 活 動 に 関 す る 中 央 行 政 庁 。

rattsmedvetande法 意 識 。 法 お よ び 権 利 に 関 す る 一 般 人 の 観 念 。

rattsobjekt権 利 の 客 体 。 例 え ば 所 有 す る 物 。

ratts・rnrade① 法 分 野 、 ② 法 域 。 ① 法 秩 序 の 分 股 。 ② 同 一 の 法 秩 序 に 属

す る 地 域 。

rattsordning法 秩 序 。 一 国 の 法 規 の 総 体 。 し ば し ば こ の 語 で も っ て 、 そ

こ に存 在 す る伝 統 的 な 法 観 念 の た め の 基 本 的 法 原 則 が 強 調 さ れ る 。

r甜spositivism法 実 証 主 義 。 法 規 は 拘 束 的 で あ り、 た と い そ の 結 果 が 不

当 と考 え られ る と して も遵 守 さ れ るべ き だ と す る 法 哲 学 の 理 論 。 〔あ る

辞 書 の 定 義 を そ の ま ま掲 げ た 。〕
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rattspraxis先 例 、裁 判 例 。裁 判 所 お よび これに類 似 す る機 関 のprejudikat

(先例 、 判 例 〉*、そ の形 成 活 動 の こ と。 た ん にpraxisと もい う。

rattsprovning法 適 合 性 審 査(の 上 訴)。 若 干 の行 政 案 件 に 関 す る決 定 に

対 して行 政 最 高 裁 判 所 、 行 政 高 等 裁 判 所 に よる法 適 合 性 の 審 査 の 可 能

性 を 私 人 に 与 え る 上 訴 。 「行 政 決 定 の 法 適R性 審 査 に 関 す る 法 律

(1988:205)」 が あ る。

rattspsykiatri司 法 精 神 医 学 。

rattspsykiatriskundersokning司 法 精神 医学 的検 査 。被 疑 者 ・被 告 人 の 精

神 状 態 に関 す る 医 師 に よる検 査 。裁 判 所 が命 ず る権 限 を有 す る。 「司 法

精 神 医 学 的検 査 に 関す る法 律(1991:1137)」 が あ る 。

rattspsykiatriskyard司 法 精神 医学 的保 護 。刑事 制 裁 の 中のoverlamnande

tillsarskildyard(特 別 の保 護 へ の委 託(送 致))*の 一 つで 、精神 障害者 に

対 して行 われ る(刑 法31章3条)。

rattsregel法 規 。 法律 規 定 、 裁 判 例 等 の こ と。 法 律 学 の なか で は法 規 に

関 す る統 一 的 、 包 括 的 な概 念 に つ い て 一 致 をみ て お らず 、 通 説 的 な見

解 は存 在 しない 。法 規 は必 ず し も法 文 に明 示 され て い ない の で 、 しば し

ば立 法 理 由 書 が 参 照 され る 。 理 由 書 か ら と られ て法 適 用 に用 い られ る

もの も法 規 で あ る。 〔この 理 由書 の 重 視 が ス ウ ェ ー デ ン法 に お け る伝 統

的 、 正 統 的法 解 釈 の特 徴 で あ る。〕

rattsskyddforion賃 金 の 法 的 保 護 。16neskyddも み よ。

rattsskyddsforsakring権 利 保 護 保 険 。 現 在 で は この保 険 が 民 事 法律 扶 助

を大 幅 に代 替 して い る 。 拙 稿 「ス ウ ェ ー デ ンの 法 律 扶 助 一法 制 度 の現

状 と評 価 を中心 と して 一」 『ジ ュ リス コ ンサ ル タス』14号(2004)145

頁 以 下 参 照 。〕

rattssociologi法 社 会 学 。 法 と社 会 的現 実 との 関係 に関 す る学 問 。

rattsstandard法 的 規 準 。 例 え ば 一 般 条 項 な どで言 及 さ れ る 「良 き商 慣

行 」 の こ と。standardも み よ。

rattsstat法 治 国(家)。 国 自体 お よ び そ の 機i関が現 行 法 規 定 を遵 守 す る

義 務 を負 い 、 か つ 国家 権 力 の 濫 用 に対 す る保 障 が存 在 す る社 会 形 態 を
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い う。 統 治 組 織 法1章1条3項 は 「公 権 力 は法 の も と に行 使 され る 。」

と規 定 し、 ス ウ ェー デ ンが 法 治 国 で あ る こ とを表 現 す る。

rattsstridighet違 法 性 。 ス ウ ェ ー デ ン法 で は通 例 あ る行 為 を適 法 な ら し

め る事 実 の不 存 在 を指 称 す る もの と して用 い られ る。 例 え ば被 害 者 の 同

意 、 正 当 防衛 、 緊 急 避 難 な どの不 存 在 。 違 法 性 の 概 念 の 詳 細 な 定 義 お

よ びそ の 適 用 につ い て は争 い が あ る 。

rattssubjekt法 主 体 、 権 利 主体 。権 利 能 力 を有 す る者 。

rattssubjektivitet法 主体 性 、権 利 主体性 。とくに法 人であるsammanslutning

(団体)*に つ い て用 い られ る。

rattssakerhet法 的保 障 。 私 人 に対 して、 一 定 の 自 由 を与 え か つ他 の 市 民

ま たは社 会 自体 に よ る侵 害 か ら効 果 的 に保 障 す る法 秩 序 の維 持 をい う。

同様 の場 合 は 同 様 に 判 断 さ れ る こ と、 予 見 可 能 性 に 加 え て 道 徳 的 ・

倫 理 的 正 当 性 も 法 的 保 障 の 内 容 と して 主 張 す る論 者 が 多 い 。 な お

rattstrygghet(法 的安 全)は 犯 罪(者)か らの保 護 を意 味 し、 概 念 的

には別 個 の もので あ る。 〔rattssakerhetは ス ウ ェー デ ン法 にお い て伝 統

的 に用 い られ てい る 「名 誉 あ る言 葉 」 で あ り、 法 の支 配 とほぼ 同義 に理

解 され る。 冒頭 に挙 げ たの は、RembeochEklund,Juridiskaordoch

begreppに よる定 義 で あ るが 、 厳 密 な定 義 な しに多 用 され て い る 。〕

rattstvist法 的紛 争 。

rattsupphavandefaktum権 利 消 滅 的 事 実 。既 存 の権 利 を消 滅 させ る とい

わ れ る事 実 。例 え ば弁 済 、 消 滅 時効 の 完 成 。

rattsverkan(rattsverkningar)法(律)効 果 。rattsfoljd(法 律 効 果)*に

同 じ。

rattsvetenskap法(律)学 、 と くに法(律)学 的研 究 。

rattsvillfarelse(刑 法 の)法 律 の錯 誤 。straffrattsvillfarelseも み よ。

rattsvard非 訟 。 訴 訟 に関 しない裁 判 所 の活 動 の分 野 。 例 え ば後 見 、登 記

等 に関 す る案 件 の取 扱 い。 近 年 非 訟 の分 野 は減 少 化 傾 向 が 顕 著 で あ る 。

domstolsarenden参 照 。

rorelsefrihet移 動 の 自 由。 王 国 内 を 自 由 に移 動 し、 か つ 王 国 か ら去 る こ
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との 自 由。

rostavtal議 決 権拘 束 契 約 。株 主 の議 決 権 につ い て、 そ の行 使 の仕 方 や株

主 以 外 の 者 に行 使 させ る こ とに 関す る契 約 。

rostkort投 票 券 。valnamnd(選 挙 管 理 委 員 会)か ら送 付 され る投 票 権 に

関す る証 拠 文 書 。

rostlangd選 挙 人 名 簿 。0定 の選挙 区 内 の投 票 権 を有 す る者 の名 簿 で 、投

票 権 の存 在 に関 す る排 除 的 証 拠 を成 す 。

rostratt選 挙 権 。 選 挙 お よび 国民(住 民)投 票 に参 加 す る権 利 。 ス ウ ェ

ー デ ンで は原則 として ス ウ ェー デ ン に居 住 し
、 かつ 遅 くと も投 票 日まで

に18歳 に達 して い る こ とが 要 求 され る。

Sの 部

sabotage重 要 な公 共財 産 損 壊 等 の罪(刑 法13章4、5条)。 王 国の 防衛 、

司 法 、 行 政 等 に とっ て 決 定 的 重 要 性 を有 す る財 産 を損 壊 す る な どの 行

為 。 〔英訳 はsabotageで あ るが 、 争 議 行 為 の 一 種 と して の それ と同一〇

で な い こ とに注 意 。〕

sak① 物 、② 本 案 。① 民 事 法 の概 念 で 、 所 有 権 の 客体 。② 訴 訟 法上 の概

念 で 、 訴 訟 の対 象 で あ る紛 争 。

sakensnatur条 理 、 事 物 の 自然 。 適 切 な法 文 や判 例 な どが 存 しな い場 合

に、往 々法 源 と して援 用 され る。

Baker有 責 。 犯 罪 に つ い て 有 責 で あ る こ とを意 味 す る古 い用 語(有 罪 判

決 の前 後 に関 わ らず)。

sakerforklaring有 責確 証 。 検 察 官 が例 え ば不 起 訴 決定 にお い て行 う被 疑

者 が そ の罪 を犯 した こ と に関 す る確 証 。

sakframst甜ning事 実 主 張 、事 実 関係 に関 す る弁 論 。 本 口 頭 弁 論 にお い

て 当事 者 が 互 い に 自己 の 法 律 事 実 を主 張 し、 相 手 方 の そ れ に対 して認

否 等 をす る こ と をい う。 つ ま り事 後 の 立 証 お よ び最 終 弁 論 の対 象 を提

示 す る。 〔拙稿 「訳 注 ス ウ ェー デ ン訴 訟 手 続 法(2・ 完)」70-71頁 、43

章7条 の**参 照 。〕
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sakfraga事 実 問 題 。

sakfalld有 責 と され た。 犯 罪 行 為 につ い て有 責 と確 証 され る(sakerf6rklad)

こ と をい う。

sakforare訴 訟 追 行 人 、 偽 弁 護士 。 弁 護 士 資 格 な し に 職 業 的 に 弁 護i士 活

動 を行 う者 の 通 称(若 干 年 後 に そ の 資 格 を 取 得 し う る 者 を 除 く)。 弁 護

士 資 格 の 取 得 に つ い て はadvokat*参 照 。

sakinvandning本 案 の答 弁(抗 弁 を含 む)。 往 々 本 案 の 答 弁 は 、fornekande

(否 認)*、rattsinvandning(権 利 答 弁)申、aperopandeavmotfaktum(反

対 事 実 、 抗 弁 事 実 の 主 張)に 分 類 され る。 〔拙 著 『訴 訟 に お け る 主 張 ・証

明 の 法 理 』10、14頁 参 照 。〕

sakkunnig(訴 訟 の)鑑 定 人 。 裁 判 所 が 任 命 す るoffentlig(domstols)

sakkunnig(公 的(裁 判 所)鑑 定 人)と 当 事 者 が 依 頼 す るprivat(parts)

sakkunnig(私 的(当 事 者)鑑 定 人)と が あ る 。

saklega動 産 賃 貸 借 の 古 称 。legaも み よ 。

saklegitimation当 事 者 適 格 。taleratt(訴 訟 追 行 権)串 に 同 じ。

saklan使 用 貸 借 。 法 文 はlanrattochslattと い う古 い 表 現 を 用 い て い

る 。 使 用 貸 借 は 贈 与 に類 似 して 無 償 契 約 の 性 質 を 有 し 、 通 例 要 物 契 約

で あ り、 引 渡 し に よ っ て 初 め て 拘 束 力 あ る 契 約 と な る 。precarium参

照 。

saklos責 任 か ら 自 由 な(通 常 、 犯 罪 的 行 為 に つ い て の)、 無 実 の(者)。

saknorrner渉 外 実 質 法 規 定 。

sakocker暴 利 売 買 。 「暴 利 行 為 罪 」(刑 法9章5条)と し て 処 罰 さ れ る 。

prisocker*に 同 じ。

sakralegendom神 聖 な財 産 。 教 会 に よ っ て と く に 聖 別 さ れ た 財 産 。 例 え

ば 、 教 会 の 建 造 物 お よ び 墓 地 。

sakratt物 権 、 物 権 法 。

sakrattligtskydd物 権 的 保 護 。absolutsakrattligtskydd(絶 対 的 物 権 的

保 護)とrelativtsakrattligtskydd(相 対 的 物 権 的 保 護)と が あ る 。

sakstatut物 権 準 拠 法 。
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sakagare権 利 ・法律 関 係 の主 体 。 そ の他 に往 々、 若 干 の訴 訟 例 えば公 用

収 用 事 件 にお け る当事 者適 格 を有 す る者 の意 味 で 用 い られ る。

sakagarforteckning債 権(者)目 録 。kronofogdemyndighet(執 行 官 局)*

が 作 成 す る、 不 動 産 強 制 競 売 に あ た っ て顧 慮 し、競 売 代 金 を配 当 す べ

き債 権(者)の 目録(強 制執 行 法12章24条 以 下 参 照)。

sakore罰 金 の 旧称 。

sak6resl乞ngd罰 金 目録 。 裁 判 所 お よび行 政 機 関 の と もで作 成 され る罰 金

に関 す る 目録 。例 え ば、警 察庁 は 「罰 金 執 行 令(1979:197)」 に基 づ き

これ を作 成 す る。

Saliskalagenサ リカ法 典 。

Saltsjobadsavtaletサ ル トシ ョーバ ー デ ン契 約 。1938年 にス トックホ ル ム

の 南 東 に位 置 す るSaltsj6baden(サ ル トシ ョー バ ー デ ン)に お い て

Svenskaarbetsgivaref6reningen(ス ウ ェ ー デ ン使 用 者 連 合 会)と

LandsorganisationneniSverige(ス ウ ェ ー デ ン全 国 労働 組 織)と の 問

で締 結 され た契 約 で 、通 称 はhuvudavtalet(主 要 契 約)。

samarbetssamtal協 力 対 話 。socialnamnd(社 会 福 祉 委 員 会)等 の 助 言 の

も と に子 の 監 護 等 に関 す る 両 親 問 の 合 意 の成 立 を 目的 とす る対 話(親

子 法6章18条 、 「社 会 福祉 サ ー ビス法(2001:453)」5章3条 参 照)。 監

護 また は面 接 交 渉 に 関 す る 訴訟 事 件 に お い て裁 判 所 は社 会 福 祉 委 員 会

等 に これ を行 うよ う委 託 す る こ とが で き、 この場 合 には手 続 の停 止 を宣

言 す る こ とが で きる。

samarva同 一 の相 続 順 位 に あ る共 同相 続 人 。

sambesitning共 同 占有 。besittningも み よ。

sambo同 棲 婚 者 。 同性 婚 者 を含 む。

sambolagen同 棲 婚 者 法 。 「同棲 婚 者 の 共 同 の住 居 お よ び家 財 に関 す る法

律(2003:376)」 。従 前 の 「同棲 婚 者 の共 同 の住 居 に関す る法律(1987:

232)」 に代 わ り、 「=登録 され た 同姓 婚 に 関 す る法 律(1994:1117)」 に

よ る 同 姓 婚 に 関 す る 法 規 整 も 含 む(1987:232の 法 律 も一 般 に

samboiagenと よば れ た)。
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samfordningsr翫t共 同債 権 、 分 割 債 権 。

sarnfallighet(村 、 集 落 の)総 有 地 。

samfallighetforening総 有 地 管 理 団 体 。 「総 有 地 の 管 理 に 関 す る法 律

(1973:1150)Jに よ る団体(17条 以 下参 照)。

samhallstjanst社 会 奉 仕 命 令 。villkorligdom(条 件 付 判 決)*ま た は

skyddstillsyn(保 護 監 督)*の 補 完 と して 、刑 事 制 裁 を よ りシ リア ス な も

の にす る 目的 で 無償 労働 を行 う義 務 を課 す る こ と。 これ は被 告 人 の 同意

が あ る と きにの み命 じ られ る。 刑 法27章2条aが 定 め る。〔socialtjanst

(社 会福 祉 サ ー ビス)*と は全 く意 味 内容 が 異 な る。samhalleは 社 会 を意

味 す るの で、 両者 は一 見類 似 してい る よう にみ え るが 。〕

samkullbarn夫 婦 双 方 の子 。sarkullbarn参 照 。

sammanlevnadioskiftatbo未 分 割 遺 産 の 共 同 管 理 。 共 同相 続 人 らが

boutredning(遺 産(財 団)の 調 査)*が 行 われ た後 も、遺 産 を分 割 せ ず に

共 同 で管 理 す る こ と。

sammanlaggning① 不 動 産 の併 合・・合 筆 、 ② 刑 事 制 裁 の統 合 。① は不 動

産 形 成 の方 式 の一 つ 。② につ い て は刑 法30章3条 に定 め が あ る 。 なお 、

贈 与 に関 す る相 続 税 の算 定 で もこ の語 が 用 い られ る。

sammanslutning団 体 、社 団 。 会社 、社 団 法 人 そ の他 これ に類 す る民 事 法

上 の集 合 体 の 総 称 。association*の 同意 語 。

sammantraffandeavbrott(konkurrens)犯 罪 の競 合 。 犯 罪 が競 合 す る場

合 に お け る裁 判 上 の刑 事 制 裁 の 処 理 につ い て は刑 法34章 が 定 め る。

samaganderatt共 有 権 。

samroremedfienden外 敵 との 交 友 の 罪(刑 法21章9条)。 軍 人 の 犯 罪

で 、敵 地 に滞 在 す る こ とを含rむ。

sankti・n① 制 裁 、② 確 証 、承 認 。① は 、違 法 行 為 をす る者 に対 す る反 応

と して 意 図 され た 強 制 手段 の総 称 。例 え ば刑 罰 、 行 政 罰 、 損 害 賠 償 。

sanktionsavgift制 裁 手 数料 、 反則 金 。 刑 罰 と同様 の 機 能 を果 たす もの と

して用 い られ る手 数 料 。例 えばfelparkeringsavgift(違 法 駐 車 手 数 料)。

sanningsbevis真 実 性 証 拠 。 名 誉 殿 損 の事 実 の摘 示 が真 実 で あ る こ との立
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証 につ い て用 い られ る用 語 。 この 証 明 が 奏 効 す れ ばf6rtal(名 誉 殿 損

罪)串 は成 立 しない(刑 法5章1条2項)。

sanningsforsakran真 実 保 証 。partsf6rh6r(当 事 者 尋 問)*に お け る供 述

の真 実 性 の 担 保 と して行 わ れ 、 刑 事 制 裁 を伴 う。

sannolikaskal相 当 な蓋 然 性 あ る理 由 。 勾 留 の 要件 と して 必 要 な被 疑 事

実 の証 明度 を い う。

scelus犯 罪 。

scripturaansvar文 言 責 任 。 船 荷 証 券 の 記 載 と船 荷 が 一 致 しな い こ と に

基 づ く損 害 に つ い て船 主(運 送 人)が 負 う責 任 の こ と。

sedvaneratt慣 習 法 。 従 前 の 裁 判 所 の判 決 お よび慣 習 等 で 、裁 判 所 が 法

的拘 束 力 あ る法 規 と承 認 した もの 。kutym参 照 。 〔一 般 にrattspraxis

(裁 判 例)*も 慣 習 法 と理 解 され て い る こ と に注 意 。〕

sekretess秘 密 。公 的 活 動 にお い て 口頭 また は公 文 書 の交 付 等 に よって情

報 を漏 らす ことが禁 じられてい る事 項 。大 部分 は 「秘 密 保護 法(1980:100)」

に規 定 され て い る。hemligstampel参 照 。

sekundavaxel手 形 の二 番 目の複 本 。vaxelduplettも み よ。

sekundogaldenar第 二債 務 者 。 債 務 者 の債 務 者 。 〔わが 国 で 「第 三債 務 者 」

とよ ば れ る もの 。〕

sekundosuccession(efterarv)第 二 相 続(後 相 続)。 例 え ば配 偶 者 の 一方

が死 亡 した と き、 そ の遺 産 は一 応 生 存 配 偶 者 が全 部 相 続 し、後 者 が 死

亡 した 時 に初 め て前 者 の相 続 人 の相 続 権 が 顕 在 化 す る こ と。

sekundarkommun第 二 次 地 方 自治体 。 複 数 のkomunn〔 第 一 次 地 方 自治

体 〕*の 地 域 を包 摂 す る地 方 自治 体 、 一 般 に は1andsting(県 参 事 会 自治

体)*。

sekvester仮 差 押 え。kvarstad(仮 差 押 え)*の 同 意 語 だ が 、 あ ま り使 わ

れ な い 。kvarstadも み よ。

semester有 給 休 暇 。 「有 給 休 暇 法(1977:480)」 が あ る。

semesteresattning有 給 休 暇補 償 金 。 労 働 者 が 取 得 した有 給 休 暇 を とる前

に退 職 した場 合 に支 払 われ る補 償 金 。 「有 給 休 暇 法(1977:480)」28条
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以 下 が 定 め る 。

semesterlon有 給 休 暇賃 金 。有 給 休 暇 中 に支 払 わ れ る賃 金 。 「有 給 休 暇 法

(1977:480)」16条 以 下が 定 め る。

sententiajusfacitinterpartes判 決 は 当事 者 間 の 法 を創 造 す る。 判 決 は 当事

者 間(の み)の 法 を創 造 す る こ と、 しか し一 般 的 には第 三 者 との 問 で は

そ うで ない こ とを表 現 す る文 。

separationsratt取 戻 権 。 破 産 債 務 者 以 外 の 者 に属 し、 か つ破 産 財 団 に留

め られべ きで ない もの を破 産財 団 か ら取 り戻 す権 利 。

servicemarkeサ ー ビス マ ー ク。 「商標 法(1960:644)に よ って保 護 され

る(1条3項)。

servient承 役 地 。dominant参 照 。

servitut地 役 権 。 この概 念 は ロ ー マ法 に 由来 し、18世 紀 の 法 律 学 に よっ

てス ウ ェ ー デ ン法 に導 入 され た とい わ れ る 。negatiVaSevitUt、POSitiva

sevitut参 照 。

sexualbr。tt性 犯 罪 。 刑 法6章 の タ イ トル 。 各 種 の性 的 犯 罪 の 総 称 。 〔な

お 、6章 は2005年 に全 面 的 に改 正 され 、 改 正 法(2005:90)は 同 年4

月1日 か ら施行 され た。 この改 正 法 につ い て は坂 田仁 「ス ウ ェー デ ン刑

法 第 六 章(性 犯 罪)の 改 正 につ い て」 法 学 研 究78巻8号(2005)35頁

以 下(改 正 法 の訳 文 も含 む)参 照 。 本 稿 はSverigesrikeslag2005所

収 の法 令 を基 準 と して い る の で 、 同章 に 関す る記 述 は こ の改 正 前 の も

ので あ る こ とに注 意 さ れ た い 。〕

sexuelltofredande年 少 者 に対 す る性 的接 触 等 の 罪(刑 法6章7条 〉。15

歳 未 満 の子 に対 して性 的 意 味 の行 動 を した り、 そ れ に関 与 させ た りす

る行 為 。15歳 を超 え18歳 未 満 の 者 に対 して強 制 、誘 惑 等 に よ り同様 の

こ とを行 った場 合 も含 む。 〔sexualbrottの 〔 〕 の説 明参 照 。〕

sexuellttvang性 的 強 制 罪(刑 法6章2条)。valdtakt(強 姦 ・強 制 わ い

せ つ罪)*以 外 の不 法 な 強 制 に よ り性 交 お よ び そ れ に類 す る行 為 を行 う

こ と。 〔sexualbrottの 〔 〕 の説 明参 照 。〕

sexuelltumgangemedavkomling18歳 を超 え る 自分 自身 の直 系 卑 属 との
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近 親 相 姦 罪(刑 法6章6条1項)。 この場 合 のsexuelltumgange(性

的 交 渉)はSamlag(性 交)の こ と。(本 章 にお い てSexUelltumgange

(性 的交 渉)は 一 般 にsamlag(性 交)に 限 られず 、 これ に類 す る行 為 を

含 む意 味 で用 い られ てい る。)〔sexualbrottの 〔 〕 の説 明参 照 。〕

sexuelltumgangemedsyskon兄 弟 姉 妹 との 近 親 相 姦 罪(刑 法6章6条2

項)。 この 場 合 の 行 為 は 全 血 の 兄 弟 姉 妹 とのsamlag(性 交)で あ る。

〔sexualbrottの 〔 〕 の 説 明 参 照 。〕

sexuelltutnyttandeavunderarig未 成 年 者 の性 的利 用 の罪(刑 法6章4

条)。18歳 未 満 で 、 自分 の 直系 卑 属 、養 育 また は監 護 等 の下 にあ る者 と

性 的交 渉 を もつ罪 。 〔その一部 はinCeSt(近i親 相姦)*に あた る。 〔sexualbrott

の 〔 〕 の説 明 参 照 。〕〕

sidoarrende副 次 的農 地 賃 貸 借 。gardsarrendeも み よ。

sidoary傍 系 相 続 。 直 系 の 親 族 で な く、 例 え ば被 相 続 人 の 兄 弟 姉 妹 に な

され る相 続 。 そ の相 続 人 はsidoarvingar。

sidol6pare従(た る)契 約 。例 え ば建 物 賃 貸 借 契 約 に伴 うbiavtal(従 契

約)で 、 主 契 約 違 反 の場 合 に賃 借 権 が消 滅 しない こ とを約 定 す る こ と。

「遠 隔 地 契 約 お よ び 訪 問 販 売 契 約 に お け る消 費 者 保 護 に 関 す る 法 律

(2000:274)」 に よれ ば 、 売 主 の代 理 人 に よ る標 準 的 契 約 書 の条 項 以 外

の 約 束(従 契 約)も 売 主 に対 して一 般 に拘 束 力 を有 す る(22条 参 照)。

signaturforfalskning(芸 術 作 品 等 へ の)作 者 名 偽 造 罪(刑 法14章5条)。

美 術 工 芸 品お よび これ に類 す る もの に作 者 名 を偽 造 す る行 為 。

siktvaxelO覧 払 手 形 。avistav甑erに 同 じ。

simuleradrattshandling仮 装 法 律 行 為 。skenrattshandling*に 同 じ。

singularsuccession特 定 承 継 。個 別 の 目的物 ま た は財 産 上 の権 利 の移 転 ・

取得 。例 えば売買 。反 対 はuniversalsuccession(包 括 承 継 、一般承 継)*。

singularfang特 定 承 継 取 得 。singularsuccession(特 定 承 継)寧 に よ る権

利 の取 得 。

sinnesundersokning精 神 状 態 調 査 。 刑 事 訴 訟 にお け る被 疑 者 ・被 告 人 の

精 神 状 態 の調 査 。 現 在 のrattspsykiatriskunders6kning(精 神 医 学 的
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調 査)牢 の 旧称 。

sj証lvdeklaration(税 金 の)自 己 申告 。

sjalvintrade(取 次 人 の)自 己 介入 権 。 〔わ が 国 の 商 法555条 参 照 〕。

s餌vkontrahering自 己 契 約 。

sjalvpantning自 己差 押 え。 公 的機 関 を通 ず る こ とな く、 自己 の権 利 の保

全 の た め に他 人 の財 産 を取 り上 げ る こ とを い う。 許容 され る場 合 もあ

り、avtakt((密 猟 ・密 漁 者 に対 す る)実 力行 使 権)*は そ の例 。

sjalvstympning兵 役 拒 否 の た め の 自傷 行 為 。svikandeavf6rsvarsplikt

(兵 役 拒 否 罪)も み よ。

sj乞lvst乱ndigf6retagare独 立事 業 者 。通 常 、相 手 方 に雇 用 され ず 、 委 任 契

約 に よ り労働 を行 う こ とを引 き受 け る者 の名 称 。

sjalvstandigintervenient独 立(訴 訟)参 加 人 。intervenient参 照 。

sjalvtakt自 力 救 済 。広 義 で は 自力 救 済 一 般 を さす が 、狭 義 で は 「自力 救

済 罪(刑 法8章9条)」 の 行 為 を意 味 す る。

sj6-ellerluftfartssabotage航 行 中の 民 間船 舶 ・航 空 機 を損 壊 し、 ま た は こ

れ に危 険 を惹 起 す る罪(刑 法13章5条a)。

sjofylleri船 舶 の 酩酊 操 縦 の罪 。 「海 法(1994:1009)」20章4、5条 が定

め る。

sjoforhor海 難 尋 問 。 海 難 審 判 の 際 に裁 判 所 に よ っ て行 わ れ る尋 問 。 「海

法(1994:1009)」18章15条 が定 め る。

sjoforklaring海 難i審判 。船 舶 、 船 荷 ま た は乗 客 ・乗 組 員 に関 わ る 海難 事

故 につい て裁 判 所 の前 で行 わ れる調 査 の手 続 。 「海 法(1994:1009)」18

章6条 以 下 が定 め る。

sjoformogenhet海 事 財 産 。sjopantratt(海 事 先 取 特 権)*の 目的物 と して

の 船 舶 お よび船 荷 。

sjopantratt海 事 先 取 特 権 。 船 員 の 賃 金 、 海 難 救 助 料 等 の た め の 先 取 特

権 。

sjoratt(法 分 野 と して の)海 法 。海 上 の航 行 、 運 送 に関 す る法 規 。 「海 法

(1994:1009)」 が あ る。
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sjorattsdomstol海 法 裁 判 所 。 「海 法(1994:1009)」 に よる訴 訟 の 第 一審

裁 判 所 と して 指 定 され て い る 地 方 裁 判 所 。 七 つ あ る 。 法 律 家 の 裁 判 長

と海 事 に 関す る 専 門的 知 識 ・経 験 を有 す る2名 の 陪席 者 で 構 成 され る。

sjoterritorium領 海 。

skada損 害 。 損 害 賠 償 法5章 は損 害賠 償 の算 定 につ い て全7条 の か な り

詳 細 な規 定 を定 め る(な お 、2章 も参 照)。lyteochmen,svedaoch

vark等 参 照 。

skadebringandeegenskaper引 き渡 され た商 品 が他 の財 産 に対 す る損害 また

は人 的損 害 を生 ず る性 質 を有 す る こ と。 これ に よる責任 はproduktansvar

(製 造 物 責 任)*と よばれ る。

skadedekikt損 害(惹 起)犯 罪 。 犯 罪 行 為 に よ る損 害 の 惹 起 をそ の 概 念

の 中 に包含 す る犯 罪 。

skadeforsakring損 害 保 険 。

skadegorelse財 産 損 壊 罪(刑 法12章1条)。 他 人 の財 産(動 産 お よび不

動 産)を 損 壊 し、 そ の権 利 を侵 害 す る行 為 。 自己 の財 産 で も担 保 物 件

等 につ い て は 同 じ。

skadegorelsebrott財 産 損 壊 等 の罪 。刑 法12章 の タイ トル。 同 章 は財 産 損

壊 罪(1条)お よび これ に類 す る一 連 の財 産 罪 につ い て定 め る。

skadelidandesmedvallande被 害 者 の 共 同過 失 、過 失 相 殺(事 由)。 か つ て

はpersonskada(人 的損 害)、sakskada(物 的損 害)等 を問 わず 過 失 相

殺 が 認 め られ た が 、 現 在 で は人 的 損 害 に つ い て は故 意 ま た は重 過 失 が

あ る場 合 に限 り過失 相 殺 が 認 め られ る(損 害賠 償 法6章1条)。 被 害 者

に十 分 な賠 償 を与 え よ う とす る社 会 的 考 慮 に基 づ く。 そ の 背 景 と して

ほ とん ど全 て の場 合 に損 害 賠 償 は責任 保 険 で まか な われ て い る とい う事

情 が 存 在 す る。

skadeloshetsforbindelse無 損 害 にす る 義 務 。 あ る措 置 また は 出来 事 に基

づ き他 人 が被 る こ とのあ りうる全 ての損 害 を賠 償 す る義 務 。 これ は往 々 、

銀 行 が例 え ば 紛 失 小 切 手 の 代 わ りに新 小 切 手 を発 行 す る条 件 と して 要

求 され る。 この よ うな場 合 に は消 費 者 法 の強 行 規 定 に反 す る こ とが あ り
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う る。

skadestand損 害 賠 償 。損 害 賠 償 に は契 約 上 の もの と契 約 外 の もの とが あ

るが 、損 害 賠 償(法)に つ い て 語 る と き 日常 用 語 で は 一 般 に契 約 外 の

もの を指 して い る。

skadestandforpsykiskabesvar(近 親 者 の)精 神 的苦 痛 に対 す る損 害 賠 償 。

ス ウ ェー デ ン法 は被 害 者 の損 害賠 償 請 求 権 の相 続 を認 め ず 、扶 養 請 求

権 者 に限 っ て この 権 利 の侵 害 を理 由 に損 害 賠 償 請 求 が で きる に過 ぎな

い 。(遺 産 財 団 か ら葬 祭 費 用 等 の 請 求 は で きる 。)し か し最 近 、 近 親 者

の慰 謝 料 請 求 権 が 法 定 され る にい た っ た(「 損 害 賠 償 法 」5章2条1項

3号)。 近 親 者 とは両 親 、 兄 弟 姉 妹 等 と解 され て い る。

skadestandslag「 損 害 賠 償 法 」 契 約 外 の損 害賠 償 す なわ ち不 法 行 為 にi基づ

く損 害 賠 償 に関 す る法 律 で 、 国 お よ び地 方 自治 体 の不 法 行 為 に関 す る

法 規 定 も含 む。

skadestandsratt(法 分 野 と して の)損 害賠 償 法 。 不 法 行 為 に よ る損 害賠

償 に関 す る法 規 定 はす で に 中 世 地 方 法 にみ られ るが 、 そ こで は損 害賠

償 が 刑 罰 的色 彩 を濃 厚 に帯 有 して お り、刑 罰 と損 害 賠 償 が 完 全 に分 離

した の は19世 紀 に入 っ て か らで あ っ た 。

skattebrott租 税 犯 罪 。 「租 税 犯 罪 法(1971:69)」 が あ る。 違 反 行 為 が 軽

微 な場 合 はskattef6rseelse(租 税 軽 罪)と して 罰 せ られ る(3条)。

skattefot税 率 。skattesats*に 同 じ。

skattekontor税 務 署 。 か つ ての 名 称 はlokalskattemyndighet。

skattekop国 有 地 の 売 買 。kronojord(国 有 地 の 旧称)の 売 買 。 売 買 の結

果 と してskattejord(所 有 者 が租 税 義 務 を負 担 す る± 地)に な る。

skattemyndighet国 税 局 。 全 国 に10存 在 し た 。2004年1月 か ら

Riksskatteverket(王 国 国税 庁)*と 統 合 され 、Skatteverket(国 税 庁)

の一 部 と な っ た 。 そ の も とにskattekontor(税 務 署)*が 位 置 す る。

skattenamnd課 税 審 査 委 員 会 。skattekontor(税 務 署)*ご と に存 在 し、

争 い の あ る 問題 の再 審 査 や 納 税 義 務 者 に とっ て 重 要 性 を有 す る問 題 に

関す る判 断 の合 埋 性 な どにつ い て決 定 す る。 「租 税 徴 収 法(1990:324)」
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2章 が 定 め る。

skatterattsnamnd税 法 委 員 会 。 課 税 問題 に関す るf6rhandsbesked(暫 定

的決 定 の 事 前 開 示)*を 扱 う委 員 会 。 「課 税 問題 にお け る事 前 決 定 開示 に

関す る法律(1998:189)」 が あ る。f6rhandsbeskedも み よ。〔skattenamnd*

と混 同 しな い よ う注 意 。〕

skatteobjekt課 税 対 象 。

skattesats税 率 。

skattesubjekt納 税 主 体 。納 税 義務 を負 う 自然 人 ま た は法 人 。

skenbarlagkonkurrens擬 似 的 法 条 競 合 、 観 念 的 競 合 。lagkonkurrens

(法 条 競 合)*の 意 味 で往 々用 い られ る。

skenrattshandling仮 装 法 律 行 為 。例 え ばskenavtal(仮 装 契 約)。

skepp船 舶 。 「海 法(1994:1009)」 に よ る船 舶 で 、 長 さ12メ ー トル 、 幅

4メ ー トル を超 え る もの をい う。bat参 照 。

skeppshypotek船 舶 抵 当権 。 「海 法(1994:1009)」3章 が 定 め る。

skifte①(広 義 の)十 地 分 割 、② 交 換 の 旧称 。① につ い て はlagaskifte

参 照 。

skifteslinie住 居 地 の境 界 線 。 村 落 に お け る住 居 地 の境 界 線 の 古称 。村 落

等 の境 界 線 で あ るOOragang*と は異 な る。

skiftesman遺 産 分 割 人 。 遺 産 共 有 者 間で 遺 産 分 割 に関 す る協 議 が整 わ な

い と き、 遺 産 分 割 の 職務 を行 うた め に裁 判 所 が 任 命 す る者 。

skiftesmal不 動 産 形 成 に 関 す る訴 訟事 件 の 旧称 。

skiljaktigmening少 数 意 見 。 裁 判 所 また は合議 制 の公 的 機 関 の判 断 に お

け る少 数 意 見 。 〔ス ウ ェ ー デ ンで は第EEを 含 む全 て の 裁 判 所 は もち ろ

ん行 政 機 関 で も少 数 意 見 の 表 示 が 許 容 さ れ て い る 。 と くに後 者 はス ウ

ェ ー デ ン行 政 の大 きな特 色 で あ る 。排 訳 、 『ス ウ ェー デ ン行 政7続 ・訴

訟 法 概 説 』181-182頁 参 照 。〕

skiljeavtal仲 裁 契 約 。

skiljedom仲 裁 判 断 。仲 裁 契 約 に基 づ く もの をkonventionellskiljedom

(約 定 的仲 裁 判 断)、 法令 の規 定 に基 づ くもの をlegalskiljedom(強 制
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的 仲 裁 判 断)と い う 。

skiljeforfarande(skiljedomsf6rfarande,skiljemannaf6rfarande)仲 裁 手

続 。

skilijeman仲 裁 人 。

skilijedomstol仲 裁 裁 判 所 。 国 際 仲 裁 に つ い て使 わ れ る 用 語 。

skillnadtillsangochsate事 実 上 の 別 居 。hemsklillnad(離 婚 前 別 居)*の

前 身 に 相 当 す る制 度 。 直 訳 す れ ば 寝 室 と住 唐 を別 に す る こ と。

skilsmassa離i婚 。aktenskapsskillnad*に 同 じ。

skingringsforbud仮 処 分 。 民 事 訴 訟 法 上 の 保 全 処 分 の 従 前 の 一 形 態 。 現

在 で はkvarstad(仮 差 押 え)*制 度 の も と に包 摂 さ れ て い る 。

skolplikt就 学 義 務 。7歳 か ら15歳 ま で の 子 をgrundskola(基 礎 学 校 、

小 ・中 学 校)に 就 学 さ せ る べ き、 子 をvardnad(監 護)*す る 者 の 義 務 。

skrivL・rdsutmatning机 上 の 差 押 え 。 債 務 者 の 住 居 や 事 業 所 で 行 わ れ る の

で は な く、kronofogedemyndighet(執 行 官 局)*の 事 務 所 に お い て 登 記

等 に よ り な さ れ る 差 押 え を意 味 す る俗 称 。

skuldebrev〔promissorynote,1.O.U.〕 債 務 証 書 。 一 定 の 金 額 の 支 払 を約

す る独 立 の 片 務 的 な 書 面 。enkeltskuldebrev(単 純 債 務 証 書)*と16-

pandeskuldebrev(流 通 的 債 務 証 書 、 約 束 手 形)*と が あ る 。 「債 務 証 書

に 関 す る 法 律(1936:81)」 が 定 め る 。forskrivning,revers*は そ の 古 称 。

skuldenar債 務 者(旧 称)。galdenar*に 同 じ。

skuldsanering債 務 整 理 、 民 事 再 生 。 任 意 的 整 理(執 行 官 局 の も と で 行

わ れ 、 全 債 権 者 の 同 意 を要 す る)と 強 制 的 整 理(地 方 裁 判 所 が 決 定)と

が あ る 。 「債 務 整 理 法(1994:334)」 が あ る 。

skyddandeavbrottsling犯 人 庇 護 罪(刑 法17章11条)。

skyddsbehovande難 民 保 護 必 要 者 。 若 干 の 条 件 の も と に 亡 命 な い し滞 在

許 可 の 権 利 を 有 す る難 民 等 を い う 。 「外 国 人 法(1989:529)」13章 が 定

め る 。

skyddsbelopp保 護 金 額 。 不 動 産 執 行 の 際 、 執 行 債 権 に 対 す る 優i先 債 権 に

執 行 費 用 を 加 え た 金 額 の こ と。 原 則 と し て 競 売 は 保 護 金 額 を超 え る 場
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合 に の み行 わ れ る。tackningsprincipen参 照 。

skyddskomnitte保 護 委 員 会 。 労 働 保 護 関係 法 規 の 遵 守 を確 保 す る た め

に 、 職 場 に お け る 労 使 双 方 の 代 表 で 構成 され る委 員 会 。 「労 働 環 境 法

(1977:1160)」6章 が 定 め る 。skyddsombudも み よ。

skyddsombud職 場 代 表 。労 働 保 護 関係 法 規 の遵 守 の確 保 につ い て使 用 者

と共働 す る職 務 を有 す る 労働 者 に よ っ て 選 出 され た代 理 人 。大 きな職

場 で はskyddskomnitte保 護 委 員 会)*を 設 置 して この 職 務 が 行 わ れ る。

「労 働 環 境 法(1977:1160)」6章 が 定 め る。

skyddstillsyn保 護 監 督 。罰 金 よ り も重 い が 、 自 由の 剥 奪 を伴 わ ない刑 事

制 裁 。 日数 罰 金 やsamhallstjanst(無 料 社 会 奉 仕)申、 場 合 に よっ て は

14日 以 上3月 以 下 の拘 禁 を併 科 す る こ とが で きる 。刑 法28章 が 定 め

る。 〔「保 護 観 察 」 とい う訳 語 もあ る。 一 つ の適 訳 で あ るが、overvakning

(保 護 観 察)*一 わ が 国 の 保 護 観 察 に相 当 す る 一 との混 同 を避 け る た め 、

よ り直 訳 的 な「保 護 監 督 」と した 。〕

skyldeman親 族(旧 称)。

skyldskap親 族 関係 。

slutenassociation閉 鎖 的 団体 。 現 構 成 員 の 同 意 な しに は新構 成員 の 加 入

が 認 め られ な い か 、 他 の 方 法 で構 成 員 の 数 が 特 定 さ れ て い る 団体 。 構

成 員 の 数 が 予 め特 定 され て い な い 団 体 は6PPenassociation(公 開 的 団

体)。

slutenungdomsvard隔 離 的 少 年 保 護 。犯 行 時18歳 未 満 の 少 年 犯 罪 者 に

対 す る刑 事 制 裁(刑 法31章1条a)。 この場 合 、 少 年 は特 別 の拘 禁 施 設

で あ るungdomshem(少 年 の家)に 収 容 され る。 「隔 離 的少 年 保 護 の 執

行 に関する法律(1998:603)」 が定 め る。刑 事 制裁 と してはoverlamnande

tillsarskildv&rd(特 別 保 護 へ の 委 託(送 致))*に 属 す る。

slutiligtbeslut終 局 決 定 。 裁 判 所 が 本 案 の 審 理 な しに事 件 を終 局 的 に処

理 す る決 定 。例 え ば訴 え却 下 等 の 決 定 。

slaktnamn姓 。 旧 「氏 名 法 」 に よる 用 語 で 、 現 在 の 「氏 名 法(1982:

670)」 で はefternamn。
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srnitning交 通 事 故 届 出義 務違 反等 の 罪(通 称)。 「交 通 犯 罪 の刑 罰 に関 す

る 法律(1951:649)」5条 が 定 め る罪 の こ と。

smamal(FT-mal(forenklattvistemal))少 額 訴 訟 。FT-matも み よ。

snatteri窃 盗 軽 罪(刑 法8章2条)。

snyltning無 賃 乗 車 ・無 銭 飲 食 等 。 刑 法9章2条2項 が 定 め るbedragligt

beteende(詐 欺 軽 罪 、 詐 欺 的行 為 の 罪)*に 該 当 す る行 為(多 くの 場

合)。

socialadekvans(刑 法 の)社 会 的 相 当性 。不 文 の例 外 規 定 また は推 論 に

基 づ く、 犯 罪 構 成 要 件 に該 当 す る行 為 の違 法 性 の 阻却 。 例 え ば 、 ス ポ

ー ツ にお け る危 険 の 引 受 や 、 医 療 行 為 に お け る患 者 の側 の承 諾 に包 含

され ない 若 干 の措 置 。 社 会 的相 当性 は法解 釈 学 にお け る 「安 全 装 置 」 と

さ れ る。 〔わ が 国 で い う超 法 規 的 違 法 阻 却 事 由 や 可 罰 的 違 法 性 と関 連 し

よ う。〕

socialaarbetstagarbegreppet社 会 法 的 労 働 者 概 念 。arbetstagare参 照 。

socialforsakringsnamnd社 会 保 険委 員会 。す べ て のallmanforsakringskassa

(社 会保 険 事務 所)*ご とに存 在 し、政 府任 命 の委員 長 、 同数 の地 方 自治 体

選 出 お よびriksforsakringsverket(社 会 保 険庁)任 命 の委 員 で構成 され、

重 要 な案 件 につ い て決 定 を行 った。2004年 に廃 止 。

socialnamnd〔socialwelfareboard〕 社 会 福 祉(執 行)委 員 会 。 第 一 次 地

方 自治 体 にお け るsocialtjanst(社 会 福 祉 サ ー ビス)*を 所 管 す る、 同参

事 会 選 出 の 委 員 に よ っ て構 成 され る 執 行 委 員 会 。 この 委 員 会 が 設 置 さ

れ ない と きはkommunstyrelse(地 方 自治 体(一 般)執 行 委 員 会 、理 事

会)が そ の職 務 を行 う。socialtjanstは 第一一次 地 方 自治 体 の責 務 に属 し、

kommunstyrelseは そ の必 置 機 関 で あ るが 、socialnamdは そ うで ない

か らで あ る。

socialtjanst〔SOCialServiCe〕 社 会福 祉 サ ー ビス 。 第 一 次 地 方 自治 体 の 責

務 に属 し、 困 窮 者 や そ の他 の理 由 に よ り援 助 ・保 護 を必 要 とす る者 に

そ れ を与 え る こ と、 間接 的 に個 人 と くに子 供 や 老 人 の福 祉 の増 進 す る

措 置 を とる こ と な ど を包 含 す る。 基 本 的 法 規 と して 「社 会福 祉 サ ー ビ



60 神奈川法学第38巻 第2・3号2006年 (381)

ス 法(2001:453)」 が あ る。 か つ て はsocialvard(社 会 保 護)と い う語

が 用 い られ て い た。

societas"elinquerenonpotent法 人 は犯 罪 を犯 す こ とが で きない 。 法 人 自

体 は犯 罪 を犯 す こ とが で きる とはみ られず 、 したが って、 刑 事 責 任 は法

人 で は な く、 そ の代 表 者 の 自然 人 に科 され るべ きだ とい う原 則 を表 現 す

る文 。

sockenallmanning教 区 の入 会 地 。allmanningも み よ。

solavaxel一 通 の み の手 形 。複 本 が存 在 しな い手 形 の こ と。 ス ウ ェー デ ン

国 内 で は これ が 普 通 で あ る。vaxeldupplet参 照 。

solennitetvittne厳 格 方 式 証 人 。 あ る法 律 行 為 が 有 効 で あ る た め の必 要 条

件 を成 す 証 人 。 例 え ば遺 言 書作 成 の際 の証 人 。

s・lskifte土 地 分 割(の 古 い形 態)。tegskifte*の 同 意語 。

solidarisktansvar連 帯 責任 。

solutio支 払 。

s・luti・indebiti非 債 弁 済 。condictioindebiti参 照 。

solvent弁 済 能 力 が あ る こ と。

sparbank貯 蓄 銀 行 。 「貯 蓄 銀 行 法(1987:619)」 が あ る 。

specialdomstol特 別 裁 判 所 。例 え ば 労 働 裁 判 所 、 一市 場 裁 判 所 、環 境 裁 判

所 。 特 別 裁 判 所 とい う名 称 は往 々 、通 常 裁 判 所 が特 別 の構 成 を有 し、特

別 の 手 続 法 規 に よっ て裁 判 す る場 合(例 え ば不 動 産 裁 判 所)に つ い て

も用 い られ る。 〔ス ウ ェー デ ン法 上 、行 政 最 高 裁 判 所 、行 政 高 等裁 判 所 、

行 政 地 方 裁 判 所 は特 別 裁 判 所 で は な く、 通 常 裁 判 所 と並 ぶallman

f6rvaltningsdomstol(一 般 行 政 裁 判所)*で あ る。〕

specialexekution特 別 執 行 、個 別 執 行 。 一般 執 行(破 産)と 異 な り、個

別財 産 に対 す る 強 制 執 行 。

specialitetsprincipen特 定 性 原 則 。 所 有 権 、抵 当権 等 の 目的物 は個 別 的 に

特 定 され る物 で なけ れ ば な らない とす る原 則 。 した が って、 種類 や数 量

で指 定 され た物 は原 則 と して これ らの権 利 の 目 的物 とな る こ とが で きな

い 。 ただ しuniversitasrerum参 照 。
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specialprevention特 別 予 防 。individualpreventionも み よ 。

specialprocess特 別 訴 訟 。 特 別 裁 判 所 に お い て ま た は 訴 訟 手 続 法 以 外 の 手

続 法 規 に よ っ て 取 り扱 わ れ る 訴 訟 。

specialrecidiv特 殊 的 再 犯 。 特 定 の 類 型 の 犯 罪 を行 う再 犯 。

specialstraffratt特 別 刑 法 。 刑 法 典 以 外 の 刑 罰 法 規(に 関 す る 法 分 野)。

例 え ば 麻 薬 、 密 輸 、 租 税 、 知 的 財 産 権 等 に 関 連 す る 犯 罪 を取 り扱 う。

specialsubjekt特 別 主 体 。 若 干 の 刑 罰 法 規 の 法 文 は 、 行 為 者 が 特 別 の 地

位(例 え ば 、 公 務 員 、 受 任 者 、 使 用 者)に あ る こ と を前 提 と して い る 。

こ の よ う な 地 位 に あ る 者 をspecialsubjektと い う。

speciellavtalsra.tt特 別 契 約 法 、 契 約 各 則 。 個 別 契 約 類 型 に 関 す る法 規 定 、

法 分 野 を い う。allmanavtalsratt参 照 。 〔ス ウ ェ ー デ ン は パ ン デ ク テ ン

シス テ ム を採 用 して い な い の で 、 わ が 国 の よ う に体 系 的 な 契 約 各 則 に 関

す る規 定 は存 し な い 。〕

speciellformansratt特 別 優 先 権 。sarskildformansrattも み よ 。

speciellprocessgemenskap特 別 共 同 訴 訟 。 共 同 当 事 者 の 一 人 の 訴 訟 行 為

が 他 の 者 の 利 益 に も効 果 を 生 ず る共 同 訴 訟 。

specielltestamenttagare(個 別 財 産 の)受 遺 者 。1egatarie*に 同 じ。

speciesgods特 定 物 。

specieskop特 定 物 売 買 。 反 対 はleveransavtal(数 量 売 買 契 約)*ま た は

genusk6P(種 類 売 買)*。

specifikati・n加 工 。accessio参 照 。

specifikationskop事 後 特 定 売 買 。 契 約 時 に 目 的 物 の 性 質 の 一 部(色 彩 、

形 態 等)が 未 特 定 で 、 買 主 に よ る 事 後 の 特 定 に委 ね られ て い る売 買 。 製

作 物 や 季 節 も の の 供 給 に お い て 行 わ れ る 。 売 主 は 一 定 の 要 件 の 下 に 自

ら特 定 す る 権 利 を有 す る 。 「売 買 法(1990=931)」60条 が 定 め る 。

speditionsavtal運 送 取 扱 契 約 。 運 送 取 扱 人 はspedit6rer。 こ の 契 約 に 関

す る 法 律 は な く、Nordisktspedit6rf6rbundsallmannabestammelser

(北 欧 運 送 取 扱 人 連 合 会 約 款)に よ っ て 規 整 さ れ て い る 。 〔わ が 国 の 商

法559条 参 照 〕
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speiemptio予 想 買 い。emptiospeiも み よ。

spioneriス パ イ罪(刑 法19章5、6、14、15条)。 通 常 の スパ イ罪 とその

重 罪 が あ る。

sp・rtler職 務 手 数料 。 私 人 が そ の 求 め る公 的措 置 の た め に支 払 い 、担 当

官 が 自己 の もの とす る こ とが で きた手 数料 。 か つ て は官 吏 の俸 給 の重 要

部 分 を構 成 した 。 ラ テ ン語 のsportula(贈 物)に 由 来 す る。

spridandeavgiftellersmitta有 毒 物 を散 布 し、 また は疫 病 を蔓 延 させ る

罪(刑 法13章7条)。 人 の健 康 ま た は生 命 に一 般 的 危 険 を惹 起 す る行

為 。forgiftning参 照 。

spridningsfrihet(出 版 物等 の)自 由頒 布 ・流 布 権 。 「出版 の 自 由 に関 す る

法 律 」(基 本 法)お よび 「表 現 の 自 由 に 関す る基 本 法 」 に よ る、公 権 力

の 側 か らの妨 害 な しに 出版 物 等 を公 衆 の 間 に頒 布 ・流 布 す る基 本 的 な

権 利 。

spridningsratt頒 布 権 、公 表 権 。 複 製 した 著 作 物 を頒 布 、 公 表 す る著 作

者 の権 利 。

stadfastelse確 証 。例 え ば 、 受 訴 裁 判 所 に よ る訴 訟Lの 和 解 の確 証 、 ス

ヴ ェ ア高等 裁 判 所 に よる外 国で 認 め られ た離 婚 の確 証(こ れ に よって 内

国確 定 判 決 と同様 の効 力 が 与 え られ る)。 ま た 、 しば しば私 的 団体 の 規

則 等 が 公 的性 質 を獲 得 す る ため の行 政 行 為 に よるfaststallese(確 定)、

godkannande(承 認)の 同意 語 と して用 い られ る。stadf註stelseと い う

語 、概 念 はす で に13世 紀 末 の 巾 世 地 方 法 に存 した。

stadgadaboratt法 定 世 襲 的土 地 無 期 限 占有 権 。aboratt(世 襲 的 土 地 無期

限 占有 権)*の 古 い形 態 。 現在 で は も はや 新 た に設 定 され な い。 「法 定 世

襲 的土 地 無 期 限 占有 権 等 の 解 消 に 関 す る 法 律(1999:292)」 が あ る 。

besittningsratt,aboratt参 照 。

staaga市 有 地 。 か つ て の法律 に よ り宅 地 と して分 割 され た区 域 外 の不

動 産 で 、 市 の た め のfastighetsregister(不 動 産 台 帳 ・登 記 簿)*中 の

stadigobok(市 有 地 帳 簿)*に 登 載 され た 。

stamaktie普 通 株 。preferensaktie参 照 。
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stamfastighet幹(残 存)不 動 産 。 「不 動 産 形 成 法(1970:988)」 に よ る

avstyckning(不 動 産 の分 割(筆)*が 行 わ れ た後 に残存 す る不 動 産 部 分 。

styckningsdel参 照 。

standard(rattsstandard)基 準(法 的 規準)。 しば しば一 般 条項 な ど に存

す る 「良 き ビ ジ ネ ス倫 理 」 の よ うな慣 習 的行 為 範 型 。 刑 法 で も過 失 判

断 にあ た っ てaktsamhetsstandard(注 意 規準)が 用 い られ る。

standardavtal標 準 契 約 、約 款 。

starede¢isis先 例 拘 束 性 の 原 則 。 ス ウ ェ0デ ン法 に は存 在 しな い が 、 英

国法 は こ れ に よる 。

Statensansvarsnamnd国 家 公 務 員 責 任 審査 委 員 会 。 国 家 公 務 員 の懲 戒 、

解 雇 お よび訴 追 申出(告 発)に 関 す る問 題 につ い て審 査 す る委 員 会 。 こ

こで公 務 員 とは原 則 と して 、政 府 の決 定 に よ り任 命 され た者 ま た は それ

以 外 の者 で指 揮 的 もし くは これ と同 視 しうる立場 にあ る もの をい う(「 公

的雇 用 に 関す る法 律(1994:260)」34条)。

St段tensbiografsLy浦 〔NationalBoardofFilmClassification〕 国 立 映 画

局 。 「映 画 お よび ヴィデオ の審 査 お よび統 制 に関 す る法 律(1990:886)」

に基 づ き、 映 画 お よび ヴ ィデ オ の 審 査 お よび 統 制 に 関 す る権 限 を有 す

る 。 性 表 現 を規 制 す る刑 法16章10条bお よ びcの 遵 守 の た め の 監 督

権 も行 使 す る。olagavaldsskildring参 照 。

Statensoffentligautredningar(SOU)立 法 関係 調 査 委 員 会 報 告 書 。 各省

大 臣 の委 嘱 ・指 示 を受 け て立 法 関係 の調 査 ・検 討 を行 い 、法 案 お よび そ

の理 由書 を作 成 す るutredning(立 法 関係 調 査 委 員 会)の 報 告 書 。 そ の

職 務 を行 う もの が 個 人 の 場 合 はutredare(立 法 関 係 調 査 人)と い う。

この 報 告 書 は しば しばbetankandeと よ ばれ る。f6rarbeten参 照 。

Statersva-namnd国 立 上 下 水 道 紛 争 処 理 委 員 会 。公 的 上 下 水 道 設 備 に関

す る、 運 営 主 体 と利 用 者 との 間 の 司 法 的性 質 を有 す る問 題 を第 一 審 と

して取 り扱 う委 員 会 。 裁 判 官 経 験 者 を長 と し、 そ の他5名 の 関係 事 項

に関 す る専 門 的 知 識 経 験 を有 す る者 に よ っ て構成 。 そ の 決 定 は環 境 上

級 裁 判 所 と同様 の構 成 員 を有 す るス ウェ ア高 等 裁 判 所 に よって 審査 され
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る。「国立 上 下 水 道紛 争 処 理 委 員 会 に関 す る法 律(1976:839)」 が あ る。

stathgl6negaranti国 家 的 賃 金 保 障 。使 用 者 が破 産 した場 合 の 労働 者 の賃

金 の 支 払 に関 す る 国 に よる補 償 。16neskydd参 照 。

statschefen国 家 元 首 。1974年 の統 治 組 織 法 に よれ ば 国 王 が 国 家 元 首 で

あ る。

statsfartyg国 用 船 舶 。 国 が所 有 し、 ま た は 国 の用 益 に充 て られ る船 舶 。

statsfunktionerna国 家機 能 。 国 が 行 う各 種 の 活 動 の総 称 。 一 般 に三種 の

主 要 な機 能 、 す なわ ち立 法 、司 法 、行 政 が あ る。 ス ウ ェー デ ンで は伝 統

的 に特 別 の 国 家 機 能(通 常 の立 法 権 とは異 な る もの)と して 国 会 の財

政権 に属 す る 予 算 の 規 整 が 挙 げ られ て い る。 統 治 組 織 法 に お い て立 法

権 は8章 、 予 算 規 整 権 は9章 が 規 定 して い る。

statslos無 国籍 者 。

statsmakterna主 権 、 統 治 権 。0般 に主 要 な もの と して 立 法 権 、 司 法権 、

行 政 権(執 行 権)が 挙 げ られ る。

statsministern〔PrimeMinister〕 内 閣 総 理 大 臣。 〔一 大 臣 で は ない こ と に

注 意 。〕

statsrad国 務 大 臣 。

statsradsberedningen〔PrimeMinistersOfHce〕 内 閣総 理 大 臣 官 房 。 内 閣

総理 大 臣お よび無 任 所 大 臣 を補 佐 す る事 務 を取 り扱 う。

regeringskanslietも み よ。

statsratt国 制 法 、 憲 法 。 国 籍 に関 す る法 規 も国 制 法 に属 す る とい われ る。

forvaltningsratt参 照 。

statstjanstena.mnden国 家 公 務 員 労 使 紛 争 審 査 委 員 会 。公 的部 門 にお け る

労 使 紛 争 が 、 重 要 な社 会 機 能 を不 当 に阻 害 す るか ど うか を判 断 す る機

関。 こ の委 員 会 は 原 則 と して 同 数 の 労 使 双 方 の代 表 者 に よ っ て構 成 さ

れ る。

statut(国 際私 法 の)適 用 法 規 。 例 え ばarvsstatut(相 続 の適 用 法 規)。

statusmal身 分 訴 訟 。 離 婚 、 父 性 確 定 お よ び これ に類 す る家 族 法 上 の 人

の地 位 す な わ ち身分(既 婚 、未 婚 、嫡 出子 、婚 外 子 な ど)に 関 す る訴 訟 。
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sterbhus遺 産財 団 。

stiftelse財 団 、 基 金 。 特 定 の 目的 に宛 て られ た 独 立 の 財 産 で あ る法 人 。

財 団 の寄 付 行 為 はstiftelsef6rordnande。 「財 団 法(1994:1220)」 が あ

る。 こ の法 律 は財 団 に 関す る総 合 的 立 法 で あ る 。

stiftelseurkund(株 式 会 社 の)設 立 発 起 書 。 発 起 人 間 の株 式 会 社 の 設 立

の 合 意 に 関 す る文 書 。 と くに定 款 の 草 案 、 株 式 、 設 立 総 会 、 現 物 出 資

財 産等 に 関す る事 項 を包 含 す る。 「株 式 会 社 法(1975:1385)」2章3条

が 定 め る。

stipulatio契 約 。kontrakt*に 同 じ。

stirpaldelning相 続 分 平 等 配 分 。 同0順 位 の相 続 人 は、 その順 位 者 に属 す

る相 続 分 につ い て平 等 の 配 分 を受 け る こ と。

st・ppingsratt履 行 停 止 権 。 売 買 契 約 の締 結 後 に買 主 が 支 払 不 能 の 状 況 に

な っ た と き、 買 主 に対 す る 目的物 の 引 渡 し を拒 絶 す る売 主 の 権 利 。 破

産 の場 合 にす で に給 付 した代 金 未 払 の物 の返 還 を請 求 す る権 利 はakitiv

stoppingsratt(積 極 的履 行 停 止権)と よば れ る。 買 主 が代 金 の 前 払 を

約 して い た場 合 売 主 に履 行 不 能 の 状 況 が 生 じた と き は、 買 主 も同様 に

支 払 の停 止 権 を有 す る。

storskifte大 土 地 分 割 。18-19世 紀 に行 わ れ た土 地分 割 の 形 態 で 、土 地

の細 分 化 の 防止 を意 図 した もの。lagaskifte参 照 。

straff刑 罰 。 自 由 の剥 奪 す な わ ちfangelse(拘 禁)*(も し くは 死 刑)ま

た はb6ter(罰 金)牢 の 形 態 に お け る制 裁 。brottspafoljed(刑 事 制 裁)*

よ りも狭 い概 念 。brottspafoljed参 照 。

straffarbete懲 役 。 か つ て の 自由刑 の 最 も厳 しい形 態 。fangelse(禁 固)

よ り も重 い 。 両 者 は現 行 刑 法 典 に お い てfangelse(拘 禁)*に 一 本 化 さ

れ た。

straffbarhetsalder可 罰 年齢 。 従 前 の名 称 はstraffmyndighetsalder(刑 事

成 年 年 齢)。 刑 罰 を科 す る こ とが で き る最 低 の年 齢 。 ス ウ ェ ー デ ンで は

15歳 で あ る。

strafflagen刑 罰 法 。1864年 制 定 の 一 般 刑 法 典 。 同 法 は1734年 の
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straffbalk(刑 罰 法 典)お よびmissgarningsbalk(軽 犯 罪 法 典)を 代 替

した もの だ が 、1965年1月1日 か ら施 行 され た現 行 のbrottbalk(刑 法

典)*に よ って代 替 され た 。

strafflatitud法 定 刑 の 幅 。法 定刑 の 上 限 と下 限 。

straffmatning刑 の量 定 。

straffpreskription刑 の 時効 。ataispreskription参 照 。

straffprocess刑 事 訴 訟 。

straffregister刑 事 登 録簿 。従 前 に存 在 した現在 のallmantkriminalregister

(犯歴 簿)*に 相 当 す る もの 。

straffrihetsgrund刑 罰 免 責 事 由、 犯 罪 成 立 要 件 阻 却 事 由 。 客 観 的事 由 と

主観 的事 由 とが あ る。 前 者 は客 観 的犯 罪 成 立 要件 に 、 後 者 は主 観 的犯

罪 成 立 要件 に対 応 す る。rekvisit参 照 。

straffranta遅 延 罰 利 息 。dromalsranta(遅 延損 害 金)*に 同 じ。

straffratt(法 分 野 と して の)刑 法 。犯 罪 と刑 事 制 裁 に 関 す る法規 。

straffrattsvillfarelse(egentligrattsvillfarelse)刑 罰 法 規 に関 す る法律 の

錯 誤(本 来 的 法 律 の錯 誤)。 例 えば あ る行 為 が 刑 法 上 可 罰 的 で あ る に も

拘 らず 許 容 され て い る と信 じた 場 合 。 この錯 誤 は事 実 の 錯 誤 お よび刑

罰 規 定 を含 む民 事 ・行 政 法 規 に関 す る法 律 の 錯 誤(非 本 来 的 法律 の錯

誤)と は区別 す べ きで あ る。前 二 者 の場 合 には故 意 が排 除 され るが 、 こ

の錯 誤 は例 外 的 な場 合 に のみ 刑 事 責 任 を免 れ させ る 。rattsvillfarelse参

照 。

straffskala法 定 刑 の 幅 。strafflatitudに 同 じ。

straffverkstallighet刑 事 執 行 。 刑 事 訴 訟 にお け る有 罪 判 決 の 執 行 。

straffvite刑 罰 過 料 。viteも み よ。

straffvarde刑 罰価 値 、 犯 罪 の 軽 重 。抽 象 的刑 罰 価 値 は刑 法 典 にお い て行

為 類 型 ご とにstraffskala(法 定 刑 の幅)*と して表 現 さ れ て い る 。 具体

的 刑 罰 価 値 は 個 別 事 件 に お け る 刑 事 制 裁 の種 類 の 選 択 お よびstraff-

matning(刑 の 量 定)*で 示 され る。 な お 、 刑 法30章1条 は刑 事 制 裁 の

軽 重 の順 序 につ い て定 め る。
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strafforelaggande刑 罰 命 令 。 比 較 的軽 微 な刑 事 制 裁 が 定 め られ て い る犯

罪 につ い て 、 訴 追 の選 択 肢 と して検 察 官 が 発 す る。 訴 訟 手 続 法48章 が

定 め る。 〔わ が 国 の略 式 命 令 に ほ ぼ相 当 す る。〕

streikス トラ イキ 、 同盟 罷 業 。

strictojure厳 正 に法 に よっ て 。

stridsforsumlighet軍 人 の 戦 闘行 為 過 怠 の罪(刑 法21章13条)。

stridsatgard争 議 行 為 。 ス トラ イ キ、 ロ ッ ク ア ウ ト等 の総 称 。 主 と して

労 使 紛 争 に つ い て 問 題 に な る が 、 賃 貸借 紛 争 、 消 費 者 と製 造 者 との 問

の紛 争 等 につ い て も問題 に な りうる 。

striktansvar厳 格 責任 。 自己 の有 責 に基 づ か な い責 任 、 主 と して損 害 賠

償 責 任 。striktは 英 語 か らの借 用 語(ス ウ ェ ー デ ン語 はstrangt)。

struktuellaBevis構 造 的証 拠(明)。 全 体 の範 型 の 一 部 を構 成 し、 証 拠 と

証 明 主 題 との 問 の 因 果 的 関連 に基 づ くの で は な い証 拠(に よ る証 明)。

ス ウ ェ ー デ ンの代 表 的 訴 訟 法 学 者PerOlofEkel6f(ペ ー ル ・オ ー ロ

フ ・エ ー ケ レー ヴ)の 造 語 で 、彼 はパ ズ ル の ピ ース(の は め込 み)の よ

うな もの と説 明 す る。 この証 拠 の証 拠 価 値 は薄 弱 で、 これ に よ って刑 事

訴 訟 に お け る 客 観 的 犯 罪 成 立 要 件 事 実 の証 明 度 を充 足 す る の は 困 難 だ

と考 え られ てい る。

styckningsdel分(合)筆 関 係 不 動 産 。 不 動 産 の 分 割(筆)の 際 の

stamfastighet(幹 部 分)*とstyckningslott(分 割(筆)部 分)*の 両 者

をあ わ せ た名 称 。

styckningslott不 動 産 の分 割(筆)部 分 。agoviddと もい う。

standratt〔courtmarshall〕 特 別 軍 法 会議(お よび これ に類 す る裁 判 所)。

戦 時 、 革 命 期 な ど に設 置 され 、 簡 易 な手 続 に よ り刑 罰 と くに死 刑 を科

す る裁 判 所 の こ と。 〔英 訳 は必 ず しも適 切 で ない よ う に思 わ れ る。〕

stallforetradare① 法 定 代 理 人 、② 発 行 人 責 任 代 理 者 。② は 「出版 の 自由

に 関す る法 律(基 本 法)に よ る定 期 刊 行 物 の 発 行 人 か らそ の権 限 お よ

び発 行 人責 任 を委 ね られ た者(8章1条)。

st甜ningsfullmakt地 位 に基 づ く授 権 。 明示 的 な代 理権 な しに法 律 ま た は
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慣 習 に よ り、 そ の地 位 に基 づ き他 人 の た め に 契 約(売 買 等)を 締 結 す

る権 限が 帰 属 す る こ と。例 えば店 員 。

stamning〔SUmmOnS〕 召 喚状 。 被 告 ま た は被 告 人 に宛 て た 訴 え ま た は

訴 追 に対 して答 弁 す る こ と、 そ の た め に 出頭 す る こ とを求 め る裁 判 所 の

呼 出状 。

stamningsansokan〔summmonsapplication〕 召 喚状 申請 書 、 訴 状 、起 訴

状 。

stamningsman〔processserver〕 送 達 実 施 人。 召 喚状 の 送 達 の執行 を命

じ られ た警 察 職 員 。 こ れ に よ る送 達 は 通 常 の 送 達 が 奏 効 しな い場 合 に

の み用 い られ る。

stampelskatt不 動 産 等 取 得 税 。

stampling陰 謀(刑 法23章2条 以 下)。 犯 罪 の 決 行 につ い て相 談 す る こ

とな ど。 〔「謀 議 」とい う訳 語 もあ る。〕

stodperson(被 害 者 の)付 添 人 。訴 訟 手 続 にお い て人 的 なi援助 を必 要 とす

る犯 罪 被 害 者 に付 き添 う者 。 訴 訟 行 為 を行 う こ と は で きな い 。訴 訟 手

続 法20章15条 が 定 め る。 〔拙 訳 「ス ウ ェ ー・デ ン刑 事 訴 訟 法 」36頁 、 同

条 の*、**参 照 。」

stold窃 盗 罪(刑 法8章1条)。fickstold(掬 り)*は 「窃 盗 重 罪」(同 章4

条2項)で あ る。snatteri参 照 。

storandeavforrattningelleravallmansammankomst儀 式 ま た は一般 集 会

の撹 乱 罪(刑 法16章4条)。 暴 力 行 為 、騒 音 等 に よっ て一般 の礼 拝 、祈

祷 、 結 婚 式 、葬 儀 、 法 廷 、 国 ・地 方 自治 体 の 会 議 、講 演 会 等 を撹 乱 し、

また は妨 害 す る こ とを試 み る行 為 。

storresysslomannaskapet強 制 管 理 保 全 処 分 。不 動 産 を裁 判 所 任 命 の管 理

人 の 管 理 の 下 に置 く保 全 処 分 の こ と。mindresysslomannaskapet参

照 。

subc・nductor転 用益 権 者 。

subjekt主 体 。rattssubjekt(法 主 体 、 権 利 主 体)*に 同 じ。

subjektivkumulation主 観 的併 合 。 異 な る当 事 者(被 告 入)問 の訴 訟 の
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併 合 。

subjektivomojlighet(履 行 の)主 観 的 不 能 。om6jlighetも み よ。

subjektivratt主 観 的 法 、 権 利 。rattighet*に 同 じ。

subjektivtfel(konkretfel)個 別 的 理 疵(具 体 的 暇 疵)。 個 別 的 に 約 定 さ

れ た ま た は 期 待 され た 規 準 か らの 乖 離 。

subjektivtrekvisit主 観 的 犯 罪 成 立 要 件 。 行 為 者 の 心 理 状 態 に 関 す る 要

件 。 例 え ば 窃 盗 罪 に お け るtillagnelseuppsat(不 法 領 得 の 意 思)牢。

subjektivtoverskott(overskjutandeuppsat)主 観 的 過 剰(過 剰 な 故

意)。 犯 行 時 に お け る 行 為 者 の 故 意 が 実 際 の 行 為 を超 過 す る 関 係 を い う。

例 え ば 障 害 未 遂 の 場 合 。

subl・kation転 貸 借 。substitution参 照 。

subrogation(弁 済 者 の)代 位 。 例 え ば保 証 債 務 を履 行 し た 保 証 人 が 債 権

者 に代 位 す る 関 係 。

subsidartansvar補 充 的 責 任 。prmartansavr(第 一 次 的 責 任)*を 有 す る

者 が 支 払 わ な い 場 合 に債 務 を 支 払 うべ き責 任 。

substitution契 約 当 事 者(債 務 者)の 変 更 。 従 前 の 契 約 当 事 者(債 務 者)

に代 わ っ て 新 た な 当 事 者(債 務 者)が 生 ず る 関 係 。 例 え ば 建 物 賃 借 権

の 譲 渡 の 場 合 。overlatelseavskuld(債 務 の 譲 渡)と い う こ と も あ

る 。 ドイ ツ 法 のSchuldubernahmeに 相 当 す る と さ れ る 。 〔同 一 の 綴.り

だ が 、 英 ・独 語 で は 「復 代 埋 」 を 意 味 す る 。 ス ウ ェ ー デ ン語 の 復 代 理

はtranportfullmakt*。 た だ しsubstitutionsprincipen(訴 追 委 任 原 則)*

は公 法 上 の 復 代 理 に 類 似 す る 。〕

substitutionsprincipen訴 追 委 任 原 則 。 上 級 の 検 察 官 が 下 級 の 検 察 官 に 自

己 の 訴 追 の 権 限 を委 任 す る こ と。

subsum(P>tion包 摂 。 具 体 的 事 案 を 法 規 の 下 に 整 序 す る こ と 。

sumsumtionsvillfarelse包 摂 の 錯 誤 。 あ る行 為 が 刑 罰 法 規 の 下 に属 し な い

と誤 信 す る こ と。 法 律 の 錯 誤 の 一 種 。

succession相 続 、 承 継 。

successionsordningen「 王 位 継 承 法 」 基 本 法 の 一 つ で、 ス ウ ェ ー デ ン王 位
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の継 承 権 につ い て定 め る。

successionsra.tt(法 分 野 と して の)相 続 法 。 民 事 法(私 法)中 の 相 続 に

関 す る法 規 。arvdabalk(相 続 法)串が あ る。相 続 法 は往 々 家 族法 に包 含

され る 。 〔当然 自明 の こ と と して 家 族 法 の 一 部 と考 え られ て い るで は な

い こ と に注 意 。〕

successivarelevansesnsprincip継 続 的 関 連 性 の 原 則 。 訴 訟 上 の主 張責 任

(の 分 配)に 関 す る原 則 。aberopsborda参 照 。 〔拙 著 『訴 訟 にお け る主

張 ・証 明 の 法 理 』16頁 以 下 参 照 。〕

successivtansvar順 次 的 責 任 。 出版 犯 罪 に 関す る刑 事 責 任 の順 序 の こ と。

ansvarighetskedja参 照 。

successivtlegat順 次 的遺 贈 の 目的(物)。 まずAに 、 つ い でBに 帰属 す

る と い う よ う に複 数 の 受 遺 者 に対 して 順 次 的 に な され る 遺 贈 の 目 的

(物)。 最 初 の受 遺 者Aは 遺 贈 の 目的(物)に つ い て処 分 をす る こ とが

で きな い(相 続 法12章9条 参 照)。

suigenericそ れ 自体 に特 有 な(契 約)、 非 典 型 の(契 約)。

suijuris自 主 権 者 、契 約 能 力 者 。 もは や 家 長 権(両 親 の権 限)に 服 しな

い 者 につ い て用 い られ る。

sujternixte多 重 国 籍 者 。

summaconkurrens(相 殺 の)対 当 額 。

summaersattning約 定 の損 害 賠 償 額 に よる賠 償 。

summaforsakring(死 亡 時全 額 支 払 の)生 命 保 険 。kapitalforsakring(資

金 保 険)で あ る生 命 保 険 。

summariskprocess略 式 訴 訟 。 通 常 の訴 訟 手 続 に替 わ る簡 易 化 された訴 訟

手 続 。 例 え ばbetalningsforelaggande(支 払 命 令)*,handrackning(簡

易 訴 訟)*。

summumjus,summainjuria最 高 の法 は最 大 の不 正(で あ りうる)。 形 式 的

な法 は実体 的正 義 ど 一一致 しな い(こ とが あ りうる)こ との有 名 な表現 。

〔わが 国 で は 「法 の極 み は不 法 の極 み 」 な どと訳 され て い る 。 この諺 に

つ い て は 、 柴 田光 蔵 『こ とわ ざ の法 律 学 』(1997、 自由 国 民 社)122頁
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以 下 参 照 。〕

surrogat本 来 の 給付 に対 す る代 償 物 。

SUrr・gatdelgivinng代 替 的送 達 。 送 達 の 名 宛 人 と密 接 な 関 係 を有 し、 そ

の 者 に送 達 書 類 を困 難 な く届 け られ る者 に対 して行 う送 達 。 若 干 の 場

合 にの み 有 効 。

surrogation物 上 代 位 。

surrogatuppfyllelse代 物 弁 済(契 約)。

suspensiveffekt判 決 効 の 遮 断。 上 訴 の提 起 に よ り生 ず る執 行 力 お よび既

判 力 の不 発 生 を い う。

suspensivtvillkor停 止 条 項 。 所 有 権 の終 局 的 移 転 を一 定 の条 件(例 え ば

代 金 の 支 払)が 満 た され る ま で延 期 す る こ と。 不 動 産 譲 渡 の 際 に は 一

般 に み られ る条 項 。

SUT-intyg債 務 者 が 差 押 可 能 財 産 を 有 し な い こ と の 証 明 書 。

kronofogedemyndighet(執 行 官 局)*か ら発 行 され 、債 務 者 が 支 払 不 能

で あ る こ との 証 拠 と して 機 能 す る 。 債 権 者 は こ れ を地 方 裁 判 所 に対 す

る破 産 申請 の際 に提 出で きる。SUTはsystematiskauppsokandetillsyn

(シ ス テ ム探 索 監 督)の 略語 。

suumcuiquetribuere各 人 に彼 の もの を与 え よ。

suveranitet主 権 。 国 際法 理論 にお い て重 要 な役 割 を演 じて きた用 語 で あ

るが 、現 在 で はそ の使 用 が や や減 少 して お り、 か つ そ の価 値 につ い て争

わ れ てい る とされ る。

svarande被 告 、 相 手 方 。 執 行 事 件 で は 相 手 方 。 刑 事 訴 訟 の 被 告 人 は

tiiltalad*o

svarmal答 弁 、 被 告 の 主 張 。svarandenstalan(被 告 の 訴 訟 活 動 全 般)

を意 味 す る。talan参 照 。

svedaochvark(急 性 の)肉 体 的苦 痛 ・不 快 。 加 療 期 間 中 にお け る金 銭 に

直 接 評 価 で き な い 肉体 的 苦 痛 そ の 他 の 不 快 等 す な わ ち 精 神 的 損 害 で 、

「損 害 賠 償 法 」5章1条 は この 表現 を用 い て い る 。lyteochmen(永 続

的 な 肉体 的苦 痛 ・不快)*と は 区別 され る。
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svek民 事 詐 欺 。 民 事 法 上 の 無 効 原 因 の0つ で あ る。 刑 法 のbedrageri

(詐 欺 罪)*(刑 法9章1条)に 対 応 す る とい え る。 〔ス ウ ェー デ ン法 にお

け る無 効 の意 味 につ い て はogiltighet*参 照 。〕

Svenskforfattningssamling(SFS)ス ウ ェ ー デ ン法 令 集 。 国 会 ない し政

府 が 制 定 した 主 要 な全 法 令 を収 め る公 的 な 定 期 刊 行 物(創 刊 は1825

年)。 通 例 毎 週 刊 行 され 、 年 毎 に本 の 形 に ま とめ られ る 。発 行 人 は法 務

省 のraattschef(法 制 局 長)。Svenskf6rfattningssamlingと その 略 称

のSFSは 、1999年 以 降 その 名 称 が法 的 に保 護 され 、他 の 出版 物 が これ

を用 い る こ とは許 され ない 。 「ス ウ ェ ー デ ン法令 集 の名 称 保 護 に関 す る

法律(1998:281)」 が あ る。

SvenskJuristtidning(SvJT)ス ウ ェー デ ン法 曹 時報 。 ス ウ ェー・デ ン最 古

の かつ 最 も代 表 的 な法 律 雑 誌 。

Sverigesadvokatsamfundス ウ ェ ・一デ ン弁 護 士 会 。advokat参 照 。

svikandeavforsvarsplikt兵 役 拒 否 罪(刑 法18章6条)。

svindleri欺 隔 的 経 済 情 報 流 布 罪(刑 法9章9条)。

svargerlag姻 族 関係 。

sympatiatgard同 情 争 議 行 為 。 同情 ス トな ど同 情 争 議 行 為 は原 則 と して

許 容 されて い る。 これ は比 較 法 的 にみ てス ウ ェーデ ン法 の特 色 とい え る。

syn(現 場)検 証 。訴 訟 にお け る証 拠 調 べ の ほか 、 法律 関係 に とっ て重 要

な事 項 を確 証 す る た め の 法 定 の 手 続 と して 行 わ れ る。 例 え ば土 地 賃 貸

借 終 了 の 際 の検 証(土 地 法9章23条 以 下)。

syneinstrument検 証 調 書 。 訴 訟 手 続 外 の検 証 にお い てsynnesman(検

証 人)が 作 成 す る調 書 。

synallagmatisk双 務 的 な 。 ギ リシ ア語 のsynallagma(契 約)に 由 来 し、

大 陸法(理 論)に お い て よ く使 わ れ る言 葉 の ス ウ ェ ー デ ン語 化 。 〔双 務

契 約 の フ ラ ンス 語 はCOntratSynallagmatiqUe。 〕

sysll・man① 受 任 者 、② 執 行 財 産 管 理 人 。①sysslamannaavtal(委 任 契

約)の 受 任 者 。② 強 制 執 行 の 目的財 産 を管 理 す るた め に裁 判 所 か ら任

命 され た者 。
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O
sas・mforegenskuld自 分 自身 の 債 務 の よ うに。proprieborgen(連 帯 保

証)*を した 者 の 義 務 の特 徴 を示 す た め に よ く用 い られ る表 現 。

sakerhetsratt担 保 権 。

sakerhetsradet安 全 保 障 理 事 会 。FN:ssakerhetsad(国 連 安 全 保 障 理 事

会)の こ と。FNはF6rentanationererna(国 際 連 合)の 略 称 。

sakerhetsatgard保 全 処 分 。 執 行対 象 を現 状 の ま ま保 全 し、将 来 の執 行 が

効 果 的 な結 果 を収 め る よ う保 障 す る措 置 。 例 え ば 、 仮 差 押 え、 旅 行 禁

止 、勾 留 。 〔例 示 にみ られ る よ う に刑 事 執 行 の 保 全 も含 まれ る 。〕

sakerhetsoverl$lelse譲 渡 担 保 契 約 。 通 常 の所 有 権 譲 渡 の形 式 を とるが 、

明 示 的 また は黙 示 的 に担 保 の ため で あ る こ とが 約 定 され てい る契 約 。 債

務 が 弁 済 され た と きは抵 当 権 と同様 に譲 渡 の 目的 物 は返 還 され る 。 契

約 形 式 が 売 買 で あ る と きはsakerhetskop(売 渡 担 保)と よば れ る。

samjedelning私 的土 地分 割 。 不 動 産 形 成 の 法 的手 続 を遵 守 しない で私 的

に行 わ れ る土 地 分 割 。 法 的効 力 を有 しな い(土 地 法1章1条2項)ρ

..
samreratt劣 後 す る権 利 。 優 先 す る権利 はbattreratt(用 例 につ い て は

例 え ば 「強 制 執行 法 」12章33、34条 参 照)。

sarkullbarn被 相 続 人 の み の子 、夫 婦 の 一 方 の子 。samkullbarn(夫 婦 双

方 の 子)*と 異 な り、 被 相 続 人 の 死 亡 と 同 時 に 相 続 権 を 有 す る 。

sekundosuccession(第 二 相 続)*の 原 則 の例 外 を成 す 。 夫 婦 双 方 の子 に

つ い て は この 原 則 に よ り親 の 一 方 が 生 存 して い る 問 は相 続 権 が 顕 在 化

しな い。

s註rskildbolagss樋mma特 別 株 主 総 会 。bolagsstammaも み よ。

sarskilddom特 別 判 決 。係 属 中 の 訴 訟 につ い て部 分 的 に の み 判 断 す る判

決 で、deldom(一 部 判 決)*、mellandom(中 間 判 決)*が これ に属 す る。

sarskildformansratt特 別 優 先 権 。 差 押 えお よび破 産 の際 に特 定 の財 産

(例 えば抵 当物 件)に つ い て生 ず る優 先 権 。

sarskildhandrackning特 別 簡易 訴訟 。 主 と して動 産 お よび卯 動 産 につ い て 占

有侵 奪 の場合 にその回復 に用 い られ る簡易訴 訟 手続 。kronofbgdemyndighet

(執行 官 局)*の 管轄 に属 す る。 通常 簡 易 訴訟 と異 な り、 この訴 訟 手 続 で は



74 神奈川法学第38巻 第2・3号2006年 {367}

実 体 審 理 を行 い 、 そ のutslag(決 定)*は 通 常 訴 訟 の 提 起 を 妨 げ な い 。

handrackning参 照。

sarskildkorsning特 定 線 引 。 支 払 人 を特 定 銀 行 と表 示 した小 切 手 。

sarskildpersonutredning特 別 人 的調 査 。被 告 人 ・被 疑 者 の 人 的 関係 の調

査 。 刑 事 制 裁 の 問 題 を判 断 す るの に必 要 な と き裁 判 所(起 訴 前 は検 察

官)が 決 定 す る。 「刑 事 訴 訟 事 件 等 にお け る特 別 人 的 調査 に関す る法 律

(1991:2041)」 が あ る。 同 法7条 に よ る 医 師 の 証 明 書 の 提 出 に よる調

査 をlitensinnesundes6kning(小 精 神 鑑 定)*と い う。

sarskildratt(tillegendom)特 別 権 、制 限 物 権 。begransadratt*に 同 じ。

s乞rskildrattsverkan特 別 法 効 果 。 刑 事 制 裁 以 外 の犯 罪 に対 す る法 効 果 。

例 え ば財 産 の 没 収 、f6retagsbot(企 業 罰 金)*、 運 転免 許 の喪 失 。

sarskildaklagare特 別 検 察 官 。 特 定 の犯 罪 に つ い て の み訴 追 の権 限 を有

す る検 察 官 。JO(国 会 オ ン ブ ズ マ ン)*、JK(法 務 監 察 長 官)*は そ うで

あ る 。allmanaklagare参 照 。

sarskildarattsmedel特 別 上 訴 。rattsmedelも み よ。

sarskiltbeslut特 別 決 定 。 判 決 と関係 な くな され る決 定 。 訴 訟 手 続 法49

章5条 等 参 照 。

sonadgruva鉱 業 権 が失 効 した鉱 区 。

Tの 部

tacitarelocatio黙 示 の 契 約 の 延 長 。relocatiotacita*に 同 じ。

tacite黙 示 の 。

tagandeavolovligvag不 法 通 行 罪(刑 法12章4条)。allemansratt(公

衆 の 自然 利 用 権)*に よ って 許 容 され て い な い 他 人 の 土 地 に立 ち入 る行 為 。

tagandeavotillb6rligLel6ningvidr6stning投 票 に お け る 不 正 な 報 酬 の 収

受 の 罪(刑 法17章8条3項)。

takahander第 三 者 の 手 に 。 係 争 物 を 、 紛 争 の 判 断 が な さ れ た 後 に 正 当

な 所 有 者 に 引 き渡 す べ き 中 立 的 第 三 者 の 保 管 に 委 ね る こ と 。

talan訴 え(の 申 立 て)。 狭 義 で は 訴 訟 に お け るyrkande(訴 え の 申立
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て)*に 同 じ。 広 義 で は 当 事 者 の 訴 訟 活 動 全 般 の 意 味 で も用 い ら れ る 。

taler甜 訴 訟 追 行 権 。saklegitimation(当 事 者 適 格)*の こ と。

talionsprincipenタ リ オ の 原 則 、 同 害 報 復 の 原 則 。6gaf6roga,tandf6r

tand(目 に は 目 を 、 歯 に は 歯 を)の 思 想 の こ と。

Kalman国 会 議 長 。 ス ウ ェ ー デ ン 国 会 の 代 表 者 。

talmanskonferens国 会 議 長 会 議 。 国 会 の 計 画 的 運 営 に 関 す る 措 置 に つ い

て 審 議 す る 会 議 で 、 議 長 、 副 議長 お よ び 国 会 に お け る 各 政 党 の 代 表 者

を も っ て 構 成 さ れ る 。

tappande民 事 訴 訟 に お け る敗 訴 当 事 者 。

taxeringsbevis(不 動 産 の)課 税 評 価 額 証 明 書 。 不 動 産 のtaxeringsvarde

(課 税 評 価 額)等 に 関 す る 証 明 書 。

teckningslista株 式 申 込(者)一 覧 表 。

teckningsratt新 株 引 受 権 。

teckningsrattbevis新 株 引 受 権 証 明 書 。 こ の 証 明 書 は 売 買 で き る 。

tegskifte(solskifte)土 地 分 割(の 古 い 形 態)。13-14世 紀 に 行 わ れ た

土 地 分 割 の 形 態 。

telefondelgivinig電 話 に よ る 送 達 。 簡 単 な 事 項 の 送 達 に つ い て 行 わ れ う

る通 常 の 送 達 の 一 つ 。 電 話 で の 通 知 の 後 に 通 常 郵 便 で 書 面 が 送 付 さ れ

る 。 「送 達 法(1970:428)」3条 が 定 め る 。

telehemllgheten電 話 通 信 の 秘 密 。brevhemligheten参 照 。

teleologisklagtolkning目 的 的 法 解 釈 。

telos目 的 。teleologisklagtolkning参 照 。

tergalresolution申 請 書 記 載 の 決 定 。 簡 易 な 事 案 の 案 件 に つ い て な さ れ る

も の で 、 申 請 書 自体 に 決 定 を 記 載 し、 そ れ を 当 事 者 に 返 戻 す る 決 定 の

こ と。

termin(約 定 の)期 間 。fatalier参 照 。

terranullius無 主 の 土 地 。 ど の 国 家 の 主 権 に も服 して い な い 土 地 。

territorialhav領 海 。sj6territorium*に 同 じ。

territ・rialitetsprincipen①(国 際 私 法 、 国 際 破 産 法 等 の)属 地(法)主
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義 。②(刑 事 法 の)属 地 主 義 、③(国 籍 法 の)出 生 地 主 義 。

territoriellbegransning属 地 的 制 限(限 界)。 法律 が 人 的 ・物 的 に適 用 さ

れ る地 域 的制 限(限 界)の こ と。

terroristlagenテ ロ リス ト法 。 か つ ての 「特 別 の外 国 人 管 理 に 関す る法律

(19911572)」 の 通 称 。 同法 は 国際 的 背 景 を有 す る暴 力 を防 止 す るた め

の対 策 につ い て 定 め る もの で あ った。 〔「テ ロ リス ト犯 罪 の刑 罰 に関す る

法律(2003:148)」 と混 同 しない よ う注 意 。〕

へ　 ゴ

testamente退 茜 。

testamentsexekutor遺 言 執 行 者 。

testamentstagare受 遺 者 。legatarie,UniverSellteStamenttagareも み よ。

testationsbehorighet遺 言(行 為)能 力 。 法 的 に有 効 な 遺 言 書 を作 成 す る

こ とが で き る 能 力 。18歳 か らで あ る が 、16歳 に 達 し て お り婚 姻 して い

る(い た)者 も含 ま れ る 。

testationshabilitet遺 言(行 為)能 力 。testationsbehorighet*に 同 じ。

testationsratt遺 言 権 。 遺 言 に よ っ て 自 己 の 財 産 を 処 分 す る こ とが で き る

権 利(自 分 自 身 で 遺 言 書 を作 成 す る こ とが で き な い と して も)。

testator(testamentsgivare)遺 言 者 。

testesrogati法 律 行 為 の 証 人 。 例 え ば 遺 言 書 作 成 の 際 に求 め られ る証 人 。

testis(複 数 はtestes)証 人 。

testisdeauditu伝 聞 証 人 。

tidelag獣 姦 。 古 い 法 律 で はsodomiと い い 、 刑 罰 は 厳 し く死 刑 が 普 通 。

獣 姦 は1944年 前 ま で 可 罰 的 で あ っ た 。

tidsbefraktning期 間傭 船 契 約 。resebefraktning参 照 。

tidsLegr五nsa"anst朋ning期 限 付 雇 用 。

tillbakatradande中 止 未 遂 。 未 遂 が 真 に 自 己 の 内 発 的 意 思 に よ る もの で あ

る と き は処 罰 さ れ な い(刑 法23章3条)。

tillbeh6rtillfastighet不 動 産 の 従 物 。 土 地 法2章 が 定 め る。fastegendom

参 照 。

tillfalligaaktenskapshinder偶 発 的 婚 姻 障 害 。 解 消 し う る 婚 姻 障 害 。 例 え
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ば既 婚 者 は そ の ま まで は婚 姻 で きな い(重 婚 に な る)。

tillfallighetsurkund偶 成 文 書 。 証拠 と して使 用 す る意 図 で 作 成 した の で

は な く、 よ り偶 発 的 な 目的 で作 成 した文 書 。例 え ば手 紙 、 メモ 。

tillforselbl。ckard供 給 ボ イ コ ッ ト。 争 議 行 為 と して資 材 等 の 供 給 を ボ イ

コ ッ トす る こ と。blockardも み よ。

tillforsakran情 報 の正 確 性 の保 証 。 契 約 交 渉 の 際 に 当事 者 が 相 手 方 に そ

の供 与 す る情 報 の 正 確 性 につ い て保 証 す る こ と を い う。(enUntiatiOn

(正確 性 の保 証 の ない 情 報 の供 与)*も 相 手 方 に影 響 を与 え た場 合 に は拘

束 力 を有 しう る。)

tillgreppavfortskaffningsmedel輸 送 手 段 の使 用 窃 盗 罪(刑 法8章7条)。

他 人 の 自動 車 等 を不 法 領 得 の 意 思 な く占有 ・使 用 す る行 為 で 、 窃 盗 罪 、

強 盗 罪等 に該 当 しない もの。

tillgreppsbrott他 人 の 占有 の侵 害 を伴 う財 産 領 得 罪 。例 え ば窃 盗 罪 、 強

盗 罪 。

tillgangskonkurs配 分 資産 のある破 産 。通常 の破 産 の旧称 。mindrekonkurs

参 照 。

tillhanda到 達 す る。 あ る通 知 が そ の 内 容 を相 手 方 が 直 ち に了 知 しう る状

態 に達 す る こ と をい う。相 手 方 が 実 際 に読 む こ とま た は他 の 方 法 で そ の

内 容 を知 る こ とは 必 要 で な い。

tillitsteorin(表 示)信 頼 理 論 、 表 示 主 義 。 契 約 法 に お け る基 本 原 則 で 、

契 約 当事 者 は そ の 表 示 行 為(例 え ば誤 っ た表 現)が 相 手 方 に 惹 起 した

信 頼 に拘 束 され る こ と をい う。 「契 約 法(1915:218)」32条1項 は これ

を表 現 す る と解 され て い る 。ViljeteOrin参 照 。

tillsvidareanstallning一 応 の雇 用 。 「雇 用 保 護 に 関す る法律(1982:80)」

に よる本 契 約 で あ る(4条)。provantallning参 照 。

tillsyrtsman破 産和 議 監 督 人 。破 産 手 続 中 の和 議 に よる債 務 者 の 義 務 の履

行 を監督 す るた め に裁 判 所 か ら任 命 され た者(破 産 法12章26条 以 下)。

tillsynsmyndighet(と くに)破 産 財 団管 理 の監 督 機 関 。 若 干 のkronofo-

gemyndighet(執 行 官局)*が この職務 を行 う。rattensombudsman参 照 。
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よ り一般 的 に 「監督 機 関(官 庁)」 の意味 で も使 わ れる。

tilltalad被 告 人 。 〔misstankt(被 疑 者)と 被 告 人 とは訴 追 の前 後 に よ っ

て 区 別 され るが 、 前 者 が 後 者 を含 む 意 味 で用 い られ る こ と もあ る。〕

tilltrosparagraferna信 頼 規 定 。 高 等 裁 判 所 お よび最 高裁 判 所 は新 た な証

拠 調 べ(証 人 尋 問 な ど)を す る こ とな しに 、 下 級 裁 判 所 の 証 拠 評 価 を

変 更 して はな らない 旨 の訴 訟 手 続 法 の諸 規 定(50章23条 、51章23条 、

55章14条)を い う。 ただ し、被 告 人 の利 益 等 の場 合 の例外 が あ る。 〔こ

れ は わ が 国 で も参 考 に され るべ き重 要 な規 定 だ と考 え る。〕

tillverkningsavtal製 作(物 供 給)契 約 。 財 物 の 製 作 、修 理 ま た は改 良 に

関す る委 託 契 約 の総 称 。

tillagnelseuppsat不 法 領 得 の 意 思 。

ting地 方 裁 判 所 にお け る本 口頭 弁 論 の た め の 裁 判 集 会 。 これ が現 在 の

tingの 用 法 で あ るが 、 歴 史 的 に は古 くか ら裁 判 集 会 の 意 味 で用 い られ

て きた 由緒 あ る言 葉 で あ る。

tingsdomare地 方 裁判 所 判 事 の1日称 。 現 在 のmadman(地 方 裁 判 所(正)

判 事)*に 相 当 す る。

tingsfiskal地 方 裁 判 所 勤務 判 事 補 。 地 方 裁 判 所 で 非 正 規 の 裁 判 官 と して

執 務 す るhovratts丘skal(高 等 裁 判 所 判 事 補)*。 〔わが 国 で い えば 「職 務

代 行 」 にあ た る 。〕

tingslag裁 判 管 轄 区。 従 前 のharadsratt(地 区裁 判所)*の 裁 判 管 轄 区 。

tingsnotarie地 方 裁 判 所 の 司法 実 務 修 習 生 。

tingsratt地 方 裁 判 所 。

tingsstalle地 方 裁 判 所 所 在 地 、庁 舎 。 地 方 裁 判 所 の裁 判 集 会(法 廷)が

通 常 開 か れ る場 所 。

tioarigha.vdlO年 の 時 効 取 得 。tjuguarighavdも み よ。

titulUS権 原 。

tjugu$righavd20年 の 時 効取 得 。 不 動 産 の所 有 権 等 の 時効 取 得 。原 則 と

して20年 で あ る が 、 占有 の 取 得 が譲 渡 に基 づ き、 か つ 善 意 で あ る と き

は10年 の取 得 時 効 が 成 立 す る 。土 地 法16章 が 定.める 。
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tl乱nandefastighet承 役 地 。

tjansteavtal雇 用 契 約 。anstallningsavtarに 同 じ。

t声nstebrott軍 人 の 重 大 な職 務 違 反 罪(刑 法21章14条)。 故 意 ま た は 重

過 失 に よ り軍 人が そ の職 務 に違 反 す る行 為 。

tjanstefel公 務 執 行 にお け る職 務 違 反 罪(刑 法20章1条)。 公 務 の 執 行

者 が 故 意 ま た は過 失 に よ りそ の 職 務 に違 反 す る行 為 。

tjanstehj・n家 事 奉 仕 人 。1926年 に廃 止 され たい わ ゆ るlegostadgan(人

用 益 法)に よ るtjanstehjonlega(家 事 奉 仕 人 用 益 契 約)に 基 づ き雇 用

され た者 。 家 事奉 仕 人 は主 人 との 関係 で著 し く従 属 的 な地 位 に置 か れ

る こ とが特 徴 で あ っ た。

tj註nsteuppfinning職 務 発 明 。 「労 働 者 の発 明 に対 す る権 利 に関 す る法 律

(1949:395)」 が あ る。 大 学 等 のundervisnngsvasendet(教 育 制 度)一

軍 関係 を除 く一 に属 す る者 の発 明 す な わ ちforskningsuppfinning*は 同

法 の適 用 外 で あ る(1条2項)。

tolkningsf6retr註de解 釈 優 先 権 。 契 約 関係 に お け る不 明 確 な部 分 につ い

て 、 裁 判 所 が そ の 解 釈 上 の 争 い つ い て 判 断 す る前 、 相 手 方 に優 先 して

解 釈 す る こ とが で き る一 方 当事 者 の 権 利 。 と くに労 働 法 に存 在 し、 「労

働 生 活 に お け る共 同決 定 に 関 す る法 律(1976:580)」33条 以 下 は、 労

働 協 約 に関 す る労 働 者 側 の 解 釈 優 先 権 を定 め る。

tolvman12人(参 審 員)。 地 区裁 判 所 のnamndeman(参 審 員)の 名 称 。

参 審 の構 成 員 の数 は当 時12人 で あ っ た 。

tomt宅 地 。従 前 の法律 に よる都 市 計 画 にお い て建 物 区域 と指 定 され た範

囲 内 の 不 動 産 。

tomtindelning宅 地 分 割 。tomt(宅 地)*内 にお け る建 物 区 域 の分 割 お よ

び 変 更 。

t・mtratt公 有 地 用益 権 。 国 ま た は地 方 自治 体 等 が 所 有 す る土 地 の用 益 権 。

有償 で期 限 の定 め が ない(土 地法13章)。

tomtmatning宅 地 区 画 決 定 。現 在 のfastighetsbestamning(不 動 産 区 画

決 定)*に 相 当 す る従 前 の手 続 ・処 分 。
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totalnyttjanderatt全 面 的 用 益 権 。 土 地 全 体 に対 す る全 面 的 な用 益 権 。

partiellnyttjanderatt参 照 。

traditiobrevimanu(korthandstradition)簡 易 の 引 渡 し。

tradition引 渡 し。動 詞 はtradera。

traditionsprincipen引 渡 主 義 。 動 産 の所 有 権 の 移 転 等 の物 権 的保 護 の

要 件 と して引 渡 しを必 要 とす る主 義 、 原 則 。avtaisprincipen参 照 。

traktat(f6rdrag)条 約 。 しば しば様 々 な 国 際 的合 意 の 総 称 と して も使 わ

れ る。konventionも み よ。

transformation条 約 の 国 内 法 化 。 条 約 を立 法 的措 置 に よ っ て 国 内 法 にす

る こ と。

transitorisk移 行 的、 経 過 的(規 定)。

transplantation(法 の)移 植 。 民 族 集 団が 他 の土 地 に移動 す る こ とに関連

して そ の法 が新 た な土 地 に伝 播 す る こ と。reception参 照 。

transportfullmakt復 代 理 。

transp・rtratt運 送 法 。 物 品 の 輸 送 お よび輸 送 手 段 一般 に 関 す る法 規 の総

称 。 海 法 、鉄 道 法 、 空 法 、 自動 車 運 送 法 が これ に属 す る。

transumt抄 本 。

trassat(手 形 ・小 切 手 の)支 払 人 。 法律 は小 切 手 の支 払 人 をtrassatbank

(支払 人 銀行 〉 とい う(「 小 切 手 法(1932:131)」1条3号)。

trassent(手 形 ・小 切 手 の)振 出 人 。

trasseradvaxel支 払 委 託(指 図)手 形 。dragenvaxelに 同 じ。

tratta(未 引 受 の)支 払 委 託(指 図)手 形 。 ま だ引 受 の な され て い ない為

替 手 形 の 通称 。

tredjaman第 三 者 。 と くに物 権 法 的 関係 にお い て よ く使 わ れ る。

tredjastatsrnakten第 三 の 国 家権 力 。 政 治 的 用 語 法 にお い て 国会 、政 府 と

並 ぶ 政 治 的 フ ァク ター と して の新 聞 ・報 道 を指 す 。往 々 、伝 統 的 な三

権(立 法 、 司 法 、行 政)に 次 ぐ意 味 で 「第 四 の 国家 権 力 」 と もい わ れ

る。 〔前 者 の 用 法 は 、 ス ウ ェー デ ンに お い て従 来裁 判 所 の政 治 的 地位 が

相対 的 に低 か っ た こ と を示 唆 して い る 。 裁 判 所 は 国民 主 権 の 表 現 で あ
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る 国 会 の 制 定 した法 律 を忠 実 に解 釈 適 用 す る公 的機 関 と考 え られ て い

たの で あ る。 もっ と も近 年 と くにEU加 盟 後 は 、裁 判 所 の重 要性 が 増 加

しつ つ あ る こ とが 注 目 され る 。〕

tredjemansavtal第 三 者 の た め にす る契 約 。 第 三 者 に権 利 を与 え 、 ま た は

義 務 を課 す る契 約 。 第 三 者 との 関係 で は 前 者 の み が有 効 で あ る。 い ず

れ の 契 約 当事 者 と も無 関 係 に第 三 者 に独 立 の権 利 の 主 張 を認 め る もの

をegentligtredjemansavtal(固 有 の 第 三 者 の た め にす る契 約)と い

い 、 そ うで な い もの をoegentligtredjemansavtal(非 固 有 、不 真 正 の

第 三者 の ため にす る契 約 」 とい う。 どち ら に属 す るか は当 該 契 約 の解 釈

問 題 で あ る。

tredjepehren第 三 の柱 。EUの 警 察 ・刑 事 司 法協 力 を包 含 す る部 分 。

tredskodom欠 席 判 決 。 被 告 が答 弁 を しない こ と、 また は 出 頭 しな い こ と

な どの 形 式 的 理 由 に基 づ き行 わ れ る原 告 勝 訴 の 本 案 判 決 。 こ れ に対 す

る上 訴 はatervinning(故 障 の 申立 て)*で あ る。 訴 訟 手 続 法44章7条

以 下 が 定 め る。

troochheder信 頼 と名 誉 。 「契 約 法(1915:218)」33条 にお け る表 現 。

「信 頼 と名 誉 」 に反 す る契 約 は無 効 と され うる 。 〔信 義 誠 実 の 原 則 に相

当 し、 「信 義 則 」 とい う訳 語 もみ られ る。〕

trolovning婚 約 。 古 い 法律 に よれ ば 、男 女 間 の婚 姻 の成 立 に 関 す る合 意

(指 輪 の交 換 そ の他 の方 法 に よる)。 指 輪 の交 換 は18世 紀 に非 常 に普 及

し、 指 輪 を女 性 の左 手 の薬 指 に は め た と き、 男 性 の心 臓 か ら特 別 の血

脈 が彼 女 の指 に伝 わ った と信 じられ てい た とい う。 法 制 度 と して の婚 約

は1974年 に廃 止 され た 。 もっ と もそ の 後 も任 意 的 な制 度 と して の婚 約

は盛 ん に な っ て い る 。

trolovningsbarn婚 約 子 。 古 い法 律 に よれ ば 、婚 約 中 に懐 妊 した子 また は

懐 妊 後 に両 親 が 婚 約 を した 子 。 婚 約 子 は婚 外 子 の 中 で 法 的 に有 利 な 立

場 に置 か れ た。1974年 の 法 制 度 と して の 婚 約 が 廃 止 さ れ る と と もに 、

婚 約 子 とい う概 念 も消 滅 した。

troloshetmothuvudman背 任 罪(刑 法10章5条)。beh6righetsmissbruk
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参 照 。

troloshetsbrott背 信 的 犯 罪 。 背 任 罪 、横 領 罪 そ の他 これ に類 す る犯 罪 の

総 称 。tillgreppsbrott(他 人 の 占有 の侵 害 を伴 う財 産 領 得 罪)*と の差 異

が 強 調 され る。

troloshetvidforhandlingmedframmandemakt外 交 交 渉 にお け る背信 の罪

(刑 法19章3条)。 外 国権 力 に対 し王 国 の 安 全 を監 視 す る権 利 を有 す る

外 交 官等 が 、 そ の権 限 ・地位 を濫 用 し王 国 に著 しい不 利 益 を もた らす行

為 。

tronf61jare王 位 継 承 権 者 。 直 近 の王 子 また は王 女 。

tronfoljd王 位 継 承 川頁位 。

tryckfrihet出 版 の 自 由 。 基 本 法 の 一 つ で あ る 「出 版 の 自 由 に関 す る法

律 」 に よ って保 障 され て い る全 て の ス ウ ェ ー デ ン国 民 に属 す る権 利 で 、

出 版 物 の著 者 ・発 行 者 等 に情 報 を提 供 す る 自由 、 出 版 物 を頒 布 す る 自

由、公 文 書 公 開 請 求 権 な どを含 む。

tryckfrihetsbrott出 版 の 自 由 に関 す る罪(出 版 の 自由 に関す る法律7章)。

同章 が 定 め る出 版 の 自 由 を濫 用 す る な どの行 為 。 〔拙 著 『ス ウ ェー デ ン

の 司 法 』243頁 以 下参 照 。〕

Tryckfrihetsforordningen(TF)「 出版 の 自由 に 関す る 法律 」 基 本 法 の一

つo

tryckfrihetsmal出 版 の 自 由 に関 す る訴 訟 。tryckfrihetsbrott(出 版 の 自

由 に関 す る罪)*に 基 づ く刑 事 制 裁 また は私 的 請 求 に関 す る訴 訟 。 訴 追

につ い て はjustitiekanslern(法 務 監察 長 官)*の み が そ の 権 限 を有 す る。

tryckfrihetsprocess出 版 の 自由 に関 す る訴 訟 手 続(規 定)。 この 訴 訟 に適

用 され る特 別 の訴 訟 手 続(規 定)を い う。

tryckfrihets飢al「 出 版 の 自由 濫 用 罪 」 に 関 す る公 的 訴 追 。 こ の 訴 追 は

justitiekanslern(法 務 監 察 長 官)*の み が 提 起 しう る。

trycktskrit出 版 物 。 「出 版 の 自由 に 関す る法律 」 に定 め る 出版 され た印

刷 物 。 ス テ ン シ ル版 、写 真 版 そ の他 類 似 の技 術 的 方 法 に よ る もの も含

まれ う る。
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turordning解 雇 川頁位 。 労 働 力 が 過 剰 に な っ た と き労 働 者 を解 雇 す る順 位

に関 す る ル ール 。

tupriscausa不 道徳 な 目的 で。

tutor後 見 人 。

tvegifte重 婚 罪(刑 法7章1条1項)。 同棲 婚者 と既婚 者 との婚 姻 はolovligt

ingaendeavaktenskap(不 法 婚 姻 罪 一 同条2項)*と して、 同棲 婚 にお

け る重 婚 的行 為 はolovligtpartnerskap(重 複 同棲 婚 登 録 罪 一 同章1条

a)*と して処 罰 され る。

tvesa豊a二 重 売 買 。dubbelforsaljning(二 重 売 買)の 古 い ス ウ ェ ー デ ン

語 。

tvingande(indispositiv)強 行(規 定)的 な。 反 対 はdispositiv*。

tvistemal民 事 訴 訟 。civilmal串 に同 じ。

tvungenkvittning強 制相 殺 。 一・方 当事 者 が 相 手 方 か らの 相 殺 請 求 に反対

す る こ とが で き ない 相 殺 の こ と。 例 え ば破 産 財 団 は通 常 、 同 時 に破 産

債 権 者 で もあ る破 産 債 務 者 か らの 相 殺 請 求 に反 対 す る こ とが で きな い 。

(日 本 破 産 法67条 な ど参 照 。)

tvahundrakron・rsregeln200ク ロー ネ ・ル ー ル 。1928年 の 「労働 協 約 法 」

で 示 され た 、 労 働 協 約 に拘 束 さ れ る労 働 者 は 、協 約 ま た は 同法 に違 反

した場 合 に200ク ロー ネ を超 え る損 害賠 償 を課 され ない とす る ル ー ル 。

tvangsackord強 制和 議 。offentligtackordも み よ。

tvangsauktion強 制 競 売 。

tv昌ngslicens強 制 実 施 権 。 著 作 権 者 また は特 許 権 者 の 承 諾 な しに有 償 で

著 作 物 ま た は特 許 を使 用 す る こ とが で き る法 定 の 権 利 。 〔わ が 国 で は

「裁 定 実 施 権 」 とい う呼 称 が よ り一 般 的 。〕

tvangslikvidation強 制 清 算 。株 式 会 社 の 自己 資 本 が 登 記 され た資 本 額 の

半 分 を下 回 っ た と きに 、 裁 判 所 等 の 決 定 に よ り行 わ れ る強 制 的 な清 算

手 続 。

tvangsmedel強 制 手 段 。 ① 一般 的 に公 的機 関 が 直 接 的 ま た は 間接 的権 力

手 段 を用 い て 私 人 に対 して そ の 意 思 を貫 徹 す る こ と。 例 え ば執 行 等 に
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よる物 理 的 強 制 。② 訴 訟 法 的 意 味 で は 、 公 的 機 関 が 証 拠 な どの獲 得 、

保 全 の た め に講 ず る措 置 。 例 えば勾 留 、 差押 え、 電 話 盗 聴 。

tvasidigrattshandling双 方 的 法 律 行 為 。契 約 の締 結 は通 常 そ うで あ る。

tystbolag匿 名 組 合 。

tystpantratt隠 れ た 質 権 ・抵 当 権 。 占有 の 移 転 、登 記 等 が な され てい な

い質 権 ・抵 当権 。

tystreglering隠 れ て しま った 規 整 。 労 働 協 約 にお い て規i整 され なか っ た

こ とに よっ て、 使 用 者 に委 ね られ て い る とみ られ る 問題 。kvarlevande

stridsratt参 照 。

tystnadsplikt守 秘 義務 。 一 定 の 事 項 に つ い て 開示 して は な ら ない刑 事 制

裁 を伴 う義 務 。 「刑 法 」20章3条 そ の他 の 法 規 定 が 罰 則 を定 め てい る。

brottmottystnadsplikt参 照 。

tackningskop補 償 売 買 。 売 主 が 目的物 を給 付 しな い と き、 買 主 が 第 三者

か らそ れ を入 手 す る こ とを強 い られ て行 う売 買 。 そ の ため に買 主が よ り

多 くの費 用 を要 した と きは 、本 来 の 売 主 は そ れ を賠 償 す る責 め を負 う。

ersattningkopと もい わ れ る(ersattningは 補 償 の 意)。

tackningsprincipen(tackningsgrundsatsen)剰 余 主 義(原 則)。 不 動 産

の強 制 競 売 に お け る 基 本 原 則 で 、 執 行 申立 て の 債 権 に優 先 す る全 て の

債 権 と執 行 費 用 を十 分 に償 うこ とが で きなけ れ ば売 却 は許 され ない とす

る原 則 。lagstabudet参 照 。 なお 、 最 近 で は刑 法 上 故 意 ・過 失 は行 為

の範 囲 の全 て を カバ ー すべ きだ とす る原 則 の意 味 で も用 い られ る。

Uの 部

ubiemo垂umentum,ibionus利 益 の あ る とこ ろ に義 務 もあ る、 利益 を得 る

者 は義 務 も負 う。危 険 な活 動 に対 す る厳 格 責 任 の 埋 由 を表 現 す る文 。

ultrap・ssenemoobligator何 人 も不 可 能 な こ とを行 う義 務 を負 わ ない 。

ultravires権 限 ゆ越 。 国 家 機 関 、株 式 会 社 な どが そ の法 定 の 権 限 を超 え

て行 為 す る こ と。

umgangsratt面 接 交 渉 権 。子 が そ の監 護 権 を有 しな い 親 や そ の他 の 近 親
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者 と面 接 交 渉 を もつ 権 利(親 子 法6章15条)。 か つ て の よ う に監 護 権

を有 しな い親 の 権利 で は な い。(1983年 前 まで はそ うだ っ た)。 子 と同

居 す る親 が他 方 の 面 接 交 渉 を妨 げ る行 為 をumgangessabotage(面 接

交 渉 阻 害 行 為)と い い 、 監 護 権 の喪 失事 由 とな り うる。

undandrakt横 領 軽 罪(刑 法10章2条)。

undanrojande(判 決 ・決 定 の)破 棄 。 上 級 裁 判 所 が 本 案 につ い て新 た な

判 断 をす る こ と な く下級 審 の 裁 判 を廃 棄 す る こ と。

undantag(undantagsfOrman)例 外 的 収 益 権 。 か つ ての 法 律 に よ れ ば 、

不 動 産 の 売 主 が 売 買 に あ た っ て買 主 か ら若 干 の 例 外 的利 益(家 屋 へ の

居 住 の継 続 、薪 の採 取 、 毎 日一 定 量 の搾 乳 な ど)を 得 る こ との約 定(に

よる権 利)を 意 味 した。

undantagskrets例 外 範 囲。 労 働 協 約 に よれ ば そ れ に包 含 され ない 労 働 者

の グ ル ー プ 。例 えば企 業 にお け る指 揮 的 地 位 に あ る者 。

underb・rgen求 償 保 証 。 保 証 人 の 求 償 権 に対 す る保 証 。 〔ドイ ツ 語 の

Unterburgschaft(副 保 証)に 似 る が 、 これ に相 当 す る ス ウ ェ ー デ ン語

は6verborgenで あ る こ と に注 意 。〕

underdomst・1下 級 裁 判 所 。 第 一 審 裁 判 所 の こ と。 〔わ が 国 との違 い に注

意 。〕

underentreprenad下 請 負 契 約 。entreprenadavtal参 照 。

underforsakring-一 部 保 険 。 保 険金 額 が 保 険 価 額 を下 回 る保 険 。 動 詞 は

underf6rsakra。overorsaring参 照 。

..
unergravandeavstridsviljan軍 人 の 戦 意 喪 失 罪(刑 法21章10条)。 軍 巳

人 が 戦 闘 中 また は これ に関 連 して戦 意 の 喪 失 を惹 起 す る よ うな行 為 。

underhandsackord私 的和 議 。債 務 者 とそ の全 部 また は 一部 の 債 権 者 との

間 の合 意 に よって のみ成 立 した和 議(し ば しば業 界 団体 が協 力 す るが)。

そ の合 意 に 関与 しなか っ た債 権 者 に対 す る拘 束 力 は ない 。

underhallsbidrag離 婚 後 の 配偶 者 に対 す る扶 助 費 また は子 の養 育 分 担 費 。

前 者 は離 婚 後 の 暫 定 期 間 そ の必 要 が 存 す る場 合 に一 方 か ら他 方 に支 払

わ れ る。 後 者 は子 と継 続 的 に 同居 して い ない 親 が 、 子(原 則 と して18
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歳 に達 す る まで)に 対 す る扶 養 義 務 の履 行 と して 支 払 う。 前 者 は婚 姻

法6章5条 以 下 等 、後 者 は親 子 法7章 が 定 め る。

underhallsstod子 の 養i育援 助 費 。 両 親 の 一 方 しか 有 しない 子 に対 す る公

的給 付 。 か つ て はbidragsf6rskot(援 助 前 払 金)と よばれ た 。子 の母 が

父性 の確 定 を拒 否 す る場 合 な どに は は この 給 付 は与 え られ ない 。 「子 の

養 育援 助 費 に関 す る法 律(1996:1030)」 が あ る。

underlegat一 種 の遺 産 の 目的(物)。 遺 言 者 の処 分 に よれ ば 、遺 産 の一 部

を有 す る者 か ら受 遺 者 に給 付 さ され るべ き遺 贈 の 目的(物)。

underlatenhetattavvarjaallmanfara公 共 危 険 の 防 止 の 過 怠 罪(刑 法13

章10条)。 「公 共 危 険 の 罪 に つい て」(刑 法13章)に お け る1-9条 の

犯 罪 に該 当 しな い場 合 に 関す る。

underlatenhetattavvarjarattsfel法 的過 誤 の 防1Lの 過 怠 罪(刑 法15章9

条)。 「偽 証 、 虚 偽 訴 追 お よびそ の他 不 真 実 の 供 述 の 罪 につ い て」(刑 法

15章)に お い て1-8条 の犯 罪 に該 当 しな い場 合 に関 す る 。

underlatenhetsbr・tt不 作 為 犯 。 伝 統 的 にaktaunderl且tenhetsbrott

(omissivedelikt)(真 正 不 作 為 犯)とoaktaunderlatenhetsbrott(不 真

正不 作 為 犯)と に分 け られ る。

underpant非 占有 移 転 担 保 権 、 抵 当権 。 不 動 産 に対 す る担 保 権 す なわ ち

抵 当権 。

underratt下 級 裁 判所 。underdomstol*に 同 じ。

underslev横 領 罪 。横 領 お よび これ に類 す る罪 の古 称 。

understicka詐 欺 的 にあ る子 を して他 人 の子 の よ うに振 舞 わせ るな どの 行

為 。例 えば相 続 人 の順 序 に影 響 を与 える 目的で な され る。刑 法7章3条 の

「家族 の地位 の歪 曲 の罪」 を構 成 す る。f6rvanskandeavfamilijestallning

参照 。

underst甜ning(行 政 決 定 の)確 定 請 求 。 下級 の 公 的機 関 が 上 級機 関 にあ

る案 件 に 関 す る 自己 の 決 定 を審 査 し、 そ れ を確 定 す る こ とを求 め る係

属 の特 殊 な形 態 で あ り、 確 定 請 求 が 要 求 さ れ る場 合 に は 、 そ の よ う な

確 定 は決 定 が執 行 力 を備 え る た め に必 要 的 で あ る。 〔拙 訳 、 テ ー グ ネマ



(354) スウェーデン法訳語集(3) 87

ル ム 『ス ウ ェー デ ン行 政 手 続 ・訴 訟 法 概 説 』4&178頁 参 照 。〕

understodsforening共 済 組 合 。 年 金 、 医 療 、 葬 祭 、失 業 保 護 等 に関 す る

もの が 存 在 す る 。 「共 済 組 合 に関 す る法 律(1972:262)」 が あ り、1条

が そ の 定 義 を定 め て い る。

undersokningsarbete調 査 作 業 。 鉱 山 お よび用 水 関係 の 事 業 の準 備 の ため

に法 律 で と くに定 め られ た作 業 。

under.sokningsledare捜,査 指揮 者 。 訴 訟 手 続 法 に よれ ば検 察 官 また は警 察

機 関 で あ る(23章3条)。

undersokningsplikt(買 主 の)調 査 義 務 。 売 買 の 目的物 を調 査 し、 そ の暇

疵 また は 欠 陥 を発 見 す る買 主 の 義 務 。 契 約 前 の もの と 目的 物 の 受 領 後

の もの とが あ る 。前 者 につ い て は 「売 買 法(1990:931)」20条 、 後 者

につ い て は31条 が 定 め る。 この 義 務 は32条 のreklamation(異 議 の 通

知)*の 義 務 に よっ て補 完 され て い る。

undertryckandeavurkund文 書 殿 棄 罪(刑 法14章4条)。 書 面 を破 棄 し、

使 用 で きな く し、 隠 匿 す る な ど して証 拠 関係 に危 険 を意 味 し、 か つ 記

帳 犯 罪 とみ られ ない行 為 。

underuthyrning転 貸 借 。sublokation*に 同 じ。

underarig未 成 年 者 。18歳 未 満 の 者 の法 律 上 の 呼 称 。 親 子 法9章 はom

underarigsomyndighet(未 成 年 者 の行 為無 能 力 に つ い て)と 題 す る。

ungdomsfangelse青 少 年拘 禁 。18歳 か ら21歳 ま で の 青 少 年 に対 す る特

別 の刑 罰 形 態 で あ るが 、1980年 に廃 止 され た 。

ungdomstjanst青 少 年 の(無 料)社 会 奉 仕 。 青 少 年 犯 罪 者 に対 す る刑 事

制 裁 の補 完 と して 、socialnamnd(社 会福 祉(執 行)委 員 会)*の 下 で 無

料 の 社 会 奉 仕 を行 う義 務 を科 す る こ と。 裁 判 所 は被 告 人 が この 措 置 に

同意 した場 合 にの み こ れ を科 す る こ とが で きる。samhallstjanst参 照 。

unitasactus行 為 の単 一 性 。法 的性 質 の案 件 に お い て 、 当 事 者 は 同 席 し

かつ そ の意 思 表 示 を同 時 に行 わ なけ れ ば な らない とい う原 則 の 表 現 。 例

え ば婚姻 の挙 式 。

universalarvinge遺 産 全 部 の相 続 人 。 遺 言 に よ り他 の者 に属 し う る こ と
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は別 と して 。

universalfang包 括 承 継 取 得 、 一般 承 継 取 得 。universalsuccession(包 括

承 継 、 一 般承 継)*に よ る所 有 権 取 得 。

universalsuccessi・n包 括 承 継 、e般 承 継 。bodelning(財 産 分 割)*、 相 続 、

遺 言等 に よる財 産 の 移転 ・取 得 。

universelltestamentstagare包 括受 遺者 。遺 産全 部 、そ の割合 的部分 または遺

贈 の 目的物 が給付 され た後 の剰 余 を受 け る受 遺者 。d6dsbodel註gare(遺 産

共有 者)*に な る。

universitasrerum集 合 物 。 た とい対 象 物 が 交 替 して も一体 を成 す所 有 権 の

目的 で あ る対 象 物 の 集合 体 。農 地 賃 貸 借 の賃 借 人 が賃 借不 動 産 の利 用 の

ため に所 有 者 か ら借 り受 けた動 植 物 や器 具 な ど。specialitetprincipen(特

定 性原 則)・ に基 づ き、原 則 と して この よ うな物 の存 在 は認 め られ ない。

u.p.a.(utanpersonligansvarighet)人 的 責任 な しに。 反 対 はm.bの&

(medbegransadpersonligansvarighet)(制 限 された人 的責任 をもって)*。

upp-ochayslag(競 売 の)開 始 価 額 一拒 否 方 式 。 か つ て不 動 産 執 行 競 売 に

用 い られ た方 式 で 、 まず 申出 に よ り開 始 価 額 を定 め て 、 そ の2倍 の 価

額 か ら競 売 を行 い拒 否 され る と開始 価 額 まで低 減 して ゆ くとい う もの。

uppbud質 権 実 行 告 知 。 現 在 で は稀 に の み 遵 守 され て い る質 権 の 実行 に

関す る法 定 の 告 知 手 続 。

uppbord徴 収 、 取 立 て 。租 税 お よび手 数 料 の徴 収 、 取 立 て の手 続 。

uppdrag委 任 。 通 例 、sysslomannaavtal(委 任 契 約)と 同 じ意 味 で用 い

られ る。

uppdragsav#.al(広 義 の)委 託 契 約 。 労 働 契 約 の 一種 で あ るが 、受 任 者 は

独 立 の地 位 にあ り、雇 用 され てい るの で は ない。例 え ば、建 築 家 、弁 護

士 。EU法 の 関 連 で は 同意 語 と してavtalavtjansterが しば しば用 い ら

れ る。uppdragsavtalに は多様 な もの が あ る。entreprenadavtal参 照 。

uppdragsfullmakt委 任 代 理 権 。本 人 か ら代 理 人 へ の受 任 の み に基 づ く代

理 権 。 「契 約 法(1915:218)」18条 が 定 め る。

uppehallstillstand在 留 許 可 。
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uppfinnarratt発 明者 権 。 と くに発 明 に関 す る特 許 を保 有 す る権 利 。

upphovsman著 作 者 。

upphovsratt著 作 権 。往 々 、 隣接 す る諸 権 利 も包 含 す る広 義 で使 わ れ、 こ

の場 合 に は特 許 権 も含 まれ る。narstaenderattigheter参 照 。

uppl・pp暴 動 罪(刑 法16章1条)。 「公 共 の 秩 序 に対 す る罪 」(刑 法16

章)の 一 つ 。 人 ま た は は 財 産 に対 す る暴 力 行 為 と結 合 す る と き は 、

vaaldsamtupplopp(暴 力 的暴 動 罪)*(同 章2条)に な る。

upplysningsplikt告 知 義務 。 保 険契 約 者 や 売 主 につ い て 問 題 とな る義務 。

upplatelseavenratt権 利 の設 定 。 あ る財 産 を用益 す る制 限 され た権 利 を

設 定 す る こ と。overlatelse参 照 。

upplosandeaktenskapshinder解 消 的 婚 姻 障害 。 そ れ に 反 して成 立 した婚

姻 は解 消 され る婚 姻 障 害 。dirimerandeaktenskapshinder*に 同 じ。

uppl6sningavsammanslutning団 体 の解 消 。 通 例 、 清 算 が 行 わ れ た 後 に

生 ず る 団体 例 え ば会社 、 社 団法 人 の 解 消 。

uppropslista事 件 審 理 表 。 あ る 審 理 日に取 り扱 わ れ る訴 訟 お よ び案 件 の

一 覧 表 で
、 予 め公 衆 の 閲覧 に供 す べ きで あ る。 裁 判 所 の 事 務 局 と法 廷

付 近 の掲 示板 で み られ る。

uppror反 逆 的 騒 乱 罪(刑 法18章1条)。hogforraderi(大 逆 ・夕L患誘 致

罪)は そ の 範 疇 外 で あ る。

uppskov(訴 訟 事 件 の)延 期 。 口頭 主 義 ・直 接 主 義 ・集 中主 義 の原 則 が 支

配 す るス ウ ェ0デ ン訴 訟(法)に お い て はuppskovは 厳 し く規 整 され

て い る 。huvudf6rhandling参 照 。 〔関連 条 文 は訴 訟 手 続 法43章11条

以 下 等 で あ るが 、 拙 訳 「訳 注 ス ウ ェ ー デ ン訴 訟 手 続 法 」 に訳 出 の もの

は そ の後 改 正 され て い る こ とに注 意 。〕

uppskovsranta遅 延 損 害 金 。drojsmalsrantaも み よ。

uppslag競 り売 り。 執 行 競 売 手 続 にお け る通 常 の 方 式 。

uppsa.t故 意 。doles*に 同 じ。

uppsagning(継 続 的契 約 関係 の)解 約 。 例 え ば労 働 契 約 、 土 地 ・建 物 賃

貸 借 契 約 の 終 了 を もた らす 意 思 表 示 。 しば しば こ の 意 思 表 示 の 後 に一
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定 の解 約期 間の 経 過 が必 要 と され る 。

upPvigling犯 罪 的行 為 等 扇 動 罪(刑 法16章5条)。 公 然 と書 面 ま た は口

頭 で 、犯 罪 的行 為 、 市 民 的 義 務 の過 怠 また は公 的 機 関 に対 す る不 服 従

を扇動 す る行 為 。

urarva相 続 の放 棄 、相 続 権 の 剥 奪 。相 続 を放 棄 す る か、 また は相 続権 を

奪 わ れ る こ と。

urbotabrOtt罰 金 で は償 う こ とが で き ない 犯 罪 。 古 い 法 律 用 語 。 中世 地

方 法 に お い て こ の よ う な犯 罪(例 え ば殺 人)は 、fred16shet(自 由 身分

の剥 奪)お よび全 財 産 の喪 失 で もって罰 せ られ た。 この犯 罪 に関 す る訴

訟 をurbotamatと い う。

urbotastraff自 由刑 。

urfjall飛 び 地(不 動 産)。 通 例 他 の村 落 の 中 に離 れ て存 在 す る土 地 、 不

動 産 の古 称 。

urkund文 書 、 証 書 。 法 的 な用 法 で は一 般 に 、調 書 、 契 約 書 、債 務 証 書

そ の 他 証 拠 と して作 成 され る か 、 また は 証 拠 上 有 意 味 な文 書 をい う。

bevismarke(証 票)*も これ に属 す る。

urkundsforfalskning文 書 偽 造 ・変 造 罪(刑 法14章1条)。 公 文 書 や有価

証 券等 の偽 造 ・変 造 はgrovurkundsf6rfalskning(文 書 偽 造 ・変 造 重

罪)(同 章3条)に な る 。f6rvanskningavurkund参 照 。

urminneshavd太 古 か らの 慣 習 。例 え ば小 島 の 牧 草 地 の 利 用 な ど、誰 も

何 時 そ の慣 習 が 成 立 した の か 記 憶 しな い慣 習 。 旧 「土 地 法 」15章1条

の表 現 。 これ に 関す る法 規 定 は新 「土 地 法 」 に採 用 され てい ない が、 同

法 の施 行(1972年)前 か ら存 在 す る この慣 習 を制 限 す る もの で は ない

(「土 地 法施 行 法(1970:995)」6条)。

urtjuva盗 人 で ない こ との証 明 。盗 人 で ない こ とを宣誓 を もって証 明す る

とい うかつ ての慣 習。

usans(handelsusans)商 慣 習 。handelsbruk審 に同 じ。

utanobligo(utanf6rbindelse)義 務 な しに。 ビジネス の通 知 に用 い られる

表 現 法 で 、 そ の 通 知 が 発 信 者 に とっ て拘 束 的 な 申込 み で は な い こ とを
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意 味 す る。

utbrytningavservitut地 役 権 の(所 有 権 へ の)変 換 。 か つ て の法 律 に よ

り行 わ れ た 、 地 役 権 を承 役 地 の 特 定 部 分 の 所 有 権 に変 換 す る措 置 。 現

在 で はfastighetsreglering(不 動 産 規 整 措 置)*に よっ て な され る。

uhfastelse(品 質等 の)保 証 。garanti(保 証)の 別 の 表 現 。garantiavta1

参 照 。

utgivare発 行 人 。 「出 版 の 自由 に 関 す る法 律 」 お よび 「表 現 の 自由 に 関

す る基 本 法 」 の 定 め る と ころ に よ り定 期 刊 行 物 、 ラ ジ オ番 組 、 映 画 等

につ い て そ の内 容 を決 定 し、か つ両 法 に よ る法 的 責任 を負 うた め に存 在

すべ き者 。 か つ て の名 称 はansvarigutgivare(責 任 発 行 人)。

utgivningsdom(動 産 の)引 渡 判 決 。 動 産 の 引 渡 し を命 ず る判 決 。

utilitasfundo土 地 の効 用 、便 益 。 古 典 的 な 地役 権 の要 件 。

utlamning(外 国 人 の)引 渡 し。 あ る国 の公 的 機 関 が他 の 国 の公 的機 関へ

外 国 人 を引 き渡 す こ と。 通 常 は法 執 行 また は判 決 の 執 行 を可 能 に す る

た め に な され る。

utlanningsnamnden外 国 人 委 員 会 。migrationsverket(移 民 庁)*の 決 定

に対 す る不 服 申立 て を審 査 す る裁 判 所 類 似 の 委 員 会 。 委 員 長 は裁 判 官

職 また は これ と同視 され る職 務 の経 験 を有 す る法 律 家 で な けれ ば な らな

い 。 「外 国 人法(1989=529)」7章3条 以 下 が 定 め る。

utlos=ningsratt執 行 解 消 権 。 不 動 産 競 売 の 際 、 執 行 機 関 に対 し執 行 債 権

と執 行 費 用 と を支 払 う こ とに よ っ て 、 不 動 産 に関 す る 自己 の地 位 を保

全 す る権 利 。 この権 利 を行 使 す る者 は 申立 人 に代 わ る地 位 に就 き、 申

立 て の取 下 げ等 が で きる。 後 順位 抵 当権 者 な どに よっ て利 用 され る 。強

制 執 行 法12章12-13条 が 定 め る。

utmatning差 押 執 行 。forrattningsman(執 行 人)*(執 行 官 また は そ の代

理 者)に よ る差 押 決 定 の 後 、 通 常 は公 の 競 売 を通 じて債 権 者 の満 足 を

図 る執 行 の形 態 。 つ ま り支 払 義 務 の 強 制 執 行 、 金 銭 執 行 の こ と。

utmatningavlon賃 金 に対 す る差 押 執 行 。inf6rsel参 照 。

utm批ningsordningen差 押 執 行 手 続 。 差 押 執 行 にお い て債 務 者 の財 産 に
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つ い て債 権 者 の 権 利 を実 現 して ゆ く手 続 。 つ ま り金 銭 執 行 手 続 の こ と。

utomobligatorisk契 約 関係 外 の 。utomobligatorisktskadestand(契 約 関

係 外 の損 害賠 償 、不 法 行 為 に よ る損 害賠 償)な ど と表 現 され る 。

utomaktenskapligtbarn女 昏外 子 。1976年 前 まで 存 在 した法 的概 念 。barn

u.a.と もい う。

utpressning恐 喝 ・財 物 強 要 罪(刑 法9章4条)。

utskylder租 税 。skatt(租 税)の 古 い用 語 。

utslag決 定 。 裁 判 所 また は公 的機 関 に よ る若 干 の判 断 の 名 称 。 例 えば支

払 命 令 やhandrackning(簡 易 訴 訟)*の 事 件 に お け る決 定(い ず れ も執

行 官 局 が行 う)。betalningsforelagande等 参 照 。

utslagsrost採 決 決 定 権 、 決 定 票 。 合 議 体 にお け る決 定 の 際 、 可 否 同数 の

と きは長 の 意見 に よ り決 す る こ とをい う。

utstallare(手 形 ・小 切 手 の)振 出 人 。trassantに 同 じ。

utsokning強 制 執 行 。exekution参 照 。

utsokningsbalk(UB)「 強 制 執 行 法 」

utsokningsmal強 制 執 行事 件 。執 行 機 関 が取 り扱 う訴 訟 また は案 件 。 申立

人 はs6kande、 相手 方 はsvarandeま たはgaldenarと よばれ る。exekution

参 照 。 〔執行機 関 は簡 易訴 訟 を取 り扱 う。handrackning等 参照 。〕

utvisning国 外 退 去 命 令 。 外 国 人 の在 留 許 可 の期 間が 満 了 した 場 合 ま た

は取 り消 され た場 合 に な され る決 定 。 「外 国 人 法(1989:529)」4章 が

定 め る 。 裁 判 所 が 重 大 な犯 罪 に基 づ き、 政 府 が 推 定 的 テ ロ リス トに対

して行 う場 合 な ど もあ る。

utovandekonstnar実 演 芸 術 家 。 「著 作 権 法(1960:729)」 の 用 語 で 、例

え ば音 楽家 、 歌 手 、 俳 優 な どお よ びそ の 監 督 が これ に属 す る。

Vの 部

vad控 訴(の 旧称)。 現 在 で は6verklagandeavdomar(判 決 に対 す る上

訴)と よば れ る 。 例 え ば 、 従 前 の 訴 訟 手 続 法50章 の 表 題omvadi

tvistemal(民 事 訴 訟 にお け る控 訴 につ い て 〉 はomoverklagandeav
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domaritvistem邑1(民 事 訴 訟 に お け る判 決 に対 す る上 訴 につ い て)に

代 え られ て い る 。vadarvad?(控 訴 とは何 か?)と い う古 典 的 質 問

が あ るが 、 もはや そ の 答 え は存 しない 。

vadeinlaga控 訴 状 。 か つ て の控 訴 申立 て の 書 面 の呼 称 。

valbarhetsvillkor被 選 挙 資 格 要 件 。 国 会議 員 に選 出 され る た め の 条 件 。

選 挙 権 を有 す る こ とで あ る。

validitet法 的 有効 性 。

valprovningsnamnden選 挙 審 査 委員 会 。 国 会 が 選 任 した 国 会 議 員 選 挙 に

対 す る不 服 申立 て につ い て 審 査 ・判 断 す る委 員 会 。 委 員 長 は正 規 の 裁

判 官(経 験 者)で あ り、 か つ 国 会 議 員 で な い こ と を要 す る 。 統 治 組 織

法3章11条 が 定 め る 。 〔ス ウ ェ ー デ ン で は現 職 の 裁 判 官 も国 会 議 員 に

な る こ とが で きる。 拙 著 『ス ウ ェ ー デ ンの 司 法 』182頁 等 参 照 。〕

valutaklausul(債 務 証 書 の)原 因 関係 条 項 。債 務 証 書 にお け る そ の振 出

しの原 因 関 係(例 えば 金銭 貸 借)を 示 す条 項 。

vanlighandrackning通 常 簡 易 訴 訟 。金 銭 の 支 払 義 務 以 外 の 給 付 、例 え ば

占有 権 原 が 消 滅 した用 益 権 者 に対 して行 う明 渡 しに 関す る簡 易 の訴 訟

手 続 。kronofogdemyndighet(執 行 官 局)*が 管 轄 す る。 被 告 が 争 う場

合 、原 告 が そ の 請 求 を維 持 し よ う とす る と きは事 件 は 地 方 裁 判 所 に送

付 され る。 「支 払命 令 お よび 簡 易 訴 訟 に関 す る法 律(1990:746)」 が あ

る。handrackning参 照 。

va-namnden上 下 水 道 ・暖 房 設 備 紛 争 処 理 委 員 会 。 正 式 名 称 はStatens

va-narnnd。 上 下水 道 お よび 暖 房 設 備 につ い て運 営 主 体(通 常 は 第 一 次

地 方 自治 体)と 不 動 産 所 有 者 との 問 にお け る利 用 上 の各 種 紛 争 の 処 理

を行 う委 員 会 。 裁 判 官(経 験 者)を 長 と し、 そ の他5名 の委 員 で 構 成

され る。 こ の委 員 会 の 決 定 に対 す る不 服 申 立 て は環 境 上 訴 裁 判 所 と し

て の ス ヴ ェ ア高 等 裁 判 所 にな され る。 「上 下 水 道 ・暖 房 設 備 紛 争 処 理 委

員 会 に関 す る法 律(1976:839)」 が あ る。

vamkitigaaktenskapshinder永 続 的 婚 姻 障 害 。 終 生 存 続 す る婚 姻 障 害 、

例 え ば近 親 婚 の 禁止 。
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varsel(争 議 行 為 の)予 告 。 労働 法 で用 い られ る、 法 律 また は契 約 で定 め

られ た 、 計 画 され た措 置(例 え ば 争 議 行 為 ま た はpermittering(一 時

帰休)*)に つ い て予 め一 定 期 間前 に相 手 方 に対 し通 知 を与 え る こ との名

称 。

varukannetecken商 品 ・役 務 標 識 。

varumarke商 標 。

vatten・chbrod「 水 とパ ン」 の刑 。飢 餓 を与 え る 自由刑 。 ス ウ ェー デ ン

で は1884年 に廃 止 され た。

vattenavledning干 拓 。

vattendomstol水 裁 判 所 。vattenlag(水 法)*に よる訴 訟 の第 一 審 を成 し

た特 別 裁 判 所 。 若 干 の 地 方 裁 判 所 に 附 設 され て い た 。 現 在 で はmilj6

domstol(環 境 裁 判 所)*が 同様 の 機 能 を果 た す 。 そ の 上 級 審 で あ っ た

vatten6verdomstol(水 上 級 裁 判 所)の 職 務 はmilj66verdomstol(環 境

上 級 裁 判 所)*に 引 き継 が れ て い る。milj6domstol参 照 。

vattenlag水 法 。SFS1983:291(1918年 の水 法 に代 替)。 そ の 内容 は 、

現 在 で はmilj6balk(環 境 法)*に 引 き継 が れ て い る。

vattenomrade水 域 。水 で 覆iわれ た土 地 。

vattenratt(法 分 野 と して の)水 法 。 現 在 で はmilj6balk(環 境 法)*が 規

整 す る法 分 野 で あ る 。

vattenrattsdornare水 裁 判所 裁 判 官 。 か つ て存 在 した水 裁 判所 の裁 判 官 。

vattenskyddsomrade水 資 源保 護 区域 。 地 下 水 資 源 ・水 面 資 源 の 利 用 の た

め に保 護 され る区域 。 環 境 法7章21条 以 下 が 定 め る。

vattentakt排 水 。grundvatten(地 下 水)ま た はytvatten(地 表 水)の

排 出 をす る こ と。 環境 法11章5条 に定 義 が あ る 。 同章2-5条 は定 義

規 定 で あ る。

vederdeloman敵 対 者 、訴 訟 の相 手 方 。 法 的 には 通例 訴 訟 の相 手 方 の意 味

で使 わ れ る 。

vedergallning復 讐 、 応 報 の刑 罰 。att(家 団(親 族 集 団))*同 士 の 間の 争

い は歯 止 め の な い殺 獄 を もた ら した。 その破 滅 的 な結 果 に対 す る配慮 が
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法秩 序発 展 の 一 因 を成 した。

vedergallningsprinci・en応 報 刑 主 義 。

vederhaftighetsbevis保 証 資 力 証 明書 。 保 証 人 が 自 らの保 証債 務 を履 行 す

る資 力 を有 す る 旨 を証 す る文 書 。 現在 で はあ ま り用 い られ な い とい わ れ

る。

vederlag女 寸イ面。

vederlagga反 証 す る 、争 う。

vedermale犯 行 現 場 で の没 収 物 件 。現 場 で犯 人 か ら犯 行 の証 拠 と して没

収 した物 件 の 古 称 。 例 え ば密 猟(漁)者 か ら取 り上 げ た そ の用 具 。

veracausa真 の理 由 。

verareiaestimati・ 物 の 一般 的 な交 換 価 値 。idquodinterest参 照 。

verbalinjurie侮 辱 的 言 辞 に よ る個 人 的名 ・誉 殿 損 。 刑 法5章3条 の 「個 人

的名 誉 殿 損 罪 」の 一 形 態 。f6rolampning参 照 。

veritas(sannhet)(債 権 存 在 の)真 実 性 。債 権 の譲 渡 人 は通 常 、債 権 が

有 効 に存 在 す る こ とは保 証 す るが 、 債 務 者 の弁 済 能 力 まで は保 証 しな

い とい わ れ る。bonitas参 照 。

verksstadgan国 家 機 関 の一 般 的 な執 務 規程 。

verkstallighetavdom判 決 の執 行 。 民事 判 決 の執 行 はuts6kning(強 制 執

行)*、 刑 事 判 決 の執 行 はstraffverkstallighet(刑 事 執 行)*と よば れ る。

versioinrem利 益 へ の転 用 権(一 一種 の 先 取 特 権)。 あ る物 を損 壊 か ら救

助 した 者 は 、 そ の 費 用 の 補 償 に つ い て この 物 に関 す る他 の 権 利 者 に優

先 す る権 利 を有 すべ きだ と とい う原 則 の表 現 。 〔口本 商 法842条 参 照 。〕

vidareforvisning(原 審 へ の)差 戻 し。arerforvisningも み よ。hanvisning

参 照 。

vidi私 は見 た 。 そ の 者 が 行 為 に関与 した こ と、 お よび そ の 内 容 に つ い て

も承 認 す る こ と を署 名 して述 べ る こ と。公 文 書 につ い て 用 い られ る。

vidimera認 証 す る。 写 しの 正 当 性 を証 明 す る こ と。

vilandeforslag停 止 中 の 基 本 法 変 更(改 正)案 。 基 本 法 の変 更(改 正)

は 国会 で 可 決 され た後 、 新 た な 国 会 議 員 選 挙 を経 た 国 会 で改 め て 可 決
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され な けれ ば な らな い。 そ の 間停 止 してい る基 本 法 変 更(改 正)案 の こ

と。grundlagsandring参 照 。

vilandeLevis抵 当権 価 額 登 記 申請 手 続 停 止 に関 す る証 明 書 。 不 動 産抵 当

権 価 額 登 記 の 申請 手 続 が停 止 中 で あ る こ との 証 明 書 。 この 証 明書 は事

後 に抵 当 権 価 額登 記 が 認 可 され る こ と を条 件 とす る抵 当権 の設 定 に利

用 され る。

vilandeforklaring(訴 訟 手 続 等 の)手 続 の停 止 。 裁 判所 ま た は登 記 裁 判 官

の 、 訴 訟 ま た は案 件 に 関す る取 扱 い の進 行 を、 若 干 の 障害(例 えば 関

係 書 類 の不 備)が 除去 され る まで停 止(延 期)す る 旨 の措 置 。

viljeforklaring意 思 表 示 。

viljeteorin(viljedogmen)意 思 説 、 意 思 主 義 。 意 思 表 示 の 解 釈 に関 す る

原 則 の一 つ 。tillitsteorin((表 示)信 頼 理 論 、表 示 主 義)*に 対 置 され る。

villkorligdom条 件 付 判 決 。 この判 決 は通 例 罰 金 と併 科 され る。2年 間 の

pr6vtid(試 験 観 察期 間)内 に課 され た損 害 賠 償 の 支払 や そ の他 の遵 守

事 項 に違 反 す る と判 決 は取 り消 さ れ、 拘 禁刑 が 宣 告 され る こ とが あ る。

刑 法27章 が 定 め る。samhallstjanst,skyddstillsyn参 照 。 〔この 判 決 と

skyddstillsyn(保 護 監 督)*と の 異 同 に つ い て は、 坂 田仁 「ス ウ ェ ー デ

ンの制 裁 制度 」 犯 罪 と非 行141号(2004年)と くに131頁 参 照 。〕

villkorligfordran条 件 付 債 権 。

villkorligfrigivning仮 釈 放 。 刑 法26章6条 以 下 が 定 め る 。

vindikation(vindikationsratt)所 有 権 返 還 請 求 権 。

vinstersattning利 得 の償 還 。obeh6rigvinst参 照 。

virkeshandel木 材 の取 引 。 「marktvirke(明 認 方 法 を施 した木 材)に 対

す る 買 主 の 権 利 に 関す る法 律(1944:302)」 が あ る。 同 法 は 明認 方 法

をtraditionsprincipen(引 渡 主義)*の 例 外 と して規 定 す る。

vis力 、 強制 。

visabsoluta絶 対 的強 制(に よる法 律 行 為)。 強 制 され た者 が 強制 者 の道

具 に過 ぎな い ほ どの 強 度 の 強 制 に基 づ く法 律 行 為 は 、 善 意 の 第 三 者 に

対 して もickegallande(無 効)で あ る。 「契 約 法(1915:248)」28条
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が 定 め る。 よ り程度 の低 い 強 制 に よる法 律 行 為 は 、 当事 者 間 お よび悪 意

の第 三者 に対 して の み無 効 となる(同 法29条)。 後 者 はviscompulsiva

(強制(に よ る法 律 行 為))と よ ばれ る。 〔ス ウ ェ ー デ ン法 に お け る無 効

に2種 類 あ る こ とにつ い て はogiltighetの 〔 〕 の説 明 参 照 。〕

vismajor不 可 抗 力 。forcemajeure*に 同 じ。

visering入 国 許 可 。 入 国 許 可 に関 す る証 明 書 はvisuUm(査 証)と よば

れ る。

visstidsanst甜ning期 限付 雇 用 。tidsbegransadanstallning*に 同 じ。

vite過 料 、 違 約 金 。 あ る義務 を怠 っ た場 合 に制 裁 と して 課 され る 、予 め

定 め られ た一 定 額 の 金 員 。 過 料 は裁 判 所 ま た は そ の他 の公 的 機 関 に よ

って 定 め られ る場 合 は しば しばstraffvite(刑 罰 過料)*と よ ば れ る(強

制 執 行 に お け る 間 接 強 制 な ど に 用 い ら れ る)。 契 約 に よ る 場 合 は

avtalsvite(契 約 過料 、違 約 金)*と い う。 前 者 につ い て は 「過 料 に関 す

る法 律(1985:206)」 が あ る。

vitsorda認 め る。 あ る主 張 事 実 ま た は 申立 て の 正 当 性 を 自白 、承 認 す る

こ と。

vittnesattest証 言 供 述 書 。 証 人 が 署 名 し、 そ の観 察 した事 実 につ い て供

述 した書 面 。 この よ う な書 面 の 証 拠 価 値 は疑 わ し く、 証 言 は原 則 と し

て 口 頭 で な さ れ な け れ ば な ら な い 。 本 口 頭 弁 論 に お い て 証 人 は

minnesanteckningar(記 憶 の た め の メ モ)の み の 使 用 が 許 され る 。

huvudforhangling,muntlighetsprincipen参 照 。 〔民 事 訴 訟 につ い て は、

わが 国 の い わ ゆ る陳 述 書 に類 似 す る とい え るが 、 そ の利 用 の仕 方 は全 く

異 な る。〕

vittnesed証 人 の宣 誓 。

vittnesmal証 言 。 証 人 の裁 判 所 の前 で の 供 述 。 もっ と も、 裁 判 所 が 適 切

と認 め る と きは電 話 に よ る証 言 も可 能 で あ る 。

volentinonfitinjuria同 意 あ れ ば被 害 な し。 違 法 な行 為 もそ れ に対 す る

相 手 方 の 同 意 が あ れ ば適 法 とみ られ る とい う原 則 の表 現 。 〔英 米 法 に も

同一 の表 現 が あ る。〕
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votering票 決 。 集 会 に お け る 賛 成 、 反 対 ま た は賛 否 留 保 の 表 明(投 票)

に よ る 意 思 決 定 方 式 。 公 開 ま た は 非 公 開 で 行 わ れ る 。acklamation,

namnupprOP参 照 。

vr五kning明 渡 執 行 。執 行 官 局 に よ る明渡 しの執 行 。例 えば、 解 約 に よ り

賃 貸 借 が 終 了 した の に賃 借 人 が 任 意 の 明 渡 し を拒 む場 合 に行 わ れ る 。

avhysning*に 同 じ。

vada事 件 。casus(事 件)を 表 す ス ウ ェー デ ン語 。 す な わ ち故 意 、 過 失

が 存 しない こ と を意 味 す る。

valdellerhotmotforman上 官 に対 す る軍 人 の 暴 行 また は脅 迫 の罪(刑 法

21章8条)。

valdeilerhotmottjansteman公 務 員 に対 す る暴 行 また は脅 迫 の罪(刑 法

17章1条)。 公 務 執 行 妨 害 罪 の 一 つ 。次 のvaldsamtmotstand参 照 。

valdsamtmotstand(公 務 員 に対 す る)暴 力 的抵 抗 罪(刑 法17章4条)。

公 務 執 行 妨 害 罪 の一 つ。公 務 員 に対 す る暴 行 、脅 迫 を伴 わ ない犯 罪 。逮

捕 を免 れ る た め の通 常 の抵 抗 な どの行 為 は これ に属 し、 「公 務 員 に対 す

る暴 行 また は脅 迫 の罪 」に比 して刑 事 制 裁 が 著 し く軽 減 され て い る 。前

者 は罰 金 また は最 高6月 の拘 禁 、 これ に対 して後 者 は最 高4年 の拘 禁 。

本 条 はreservstadgande(抑 制 規 定)と よば れ て い る。 〔わが 国 で も刑

法95条 の 濫用 の危 険 にか んが み 、 た ん に量 刑 の 問 題 と して考 え る だ け

で な く、 この よ うな立 法 も検 討 に値 す る と考 え る。〕

valdsamtupplop暴 力 的暴 動 罪(刑 法16章2条)。upplop参 照 。

valdtakt強 姦 ・強 制 狼 褻 罪(刑 法6章1条)。 犯 罪 が 重 大 な もの で あ る

と きはgrovvaldtakt(強 姦 ・強 制 狼 褻 重 罪 一 同 条3項)に な る。 〔わ

が 国 の 強姦 ・強 制 狼 褻 致 傷 罪 は この 重 罪 に相 当 す る。sexualbrott〔 〕

の 説 明 参 照 。〕

vallande過 失 。 往 々 、culpa(過 失)*の み な らずdolus(故 意)*も 含 む法

的 な非 難 に値 す る行 為 の総 称 と して用 い られ る 。

vallandedillannansdod過 失 致 死 罪(刑 法3章7条)。 そ の重 罪(同 条2

項)を 含 む。
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vallandetillkr・ppsskadaellersjukd・m過 失 致 傷 罪(刑 法3章8条)。 そ の

重 罪(同 条2項)を 含 む。

vallandetillmiljostorning過 失 に よ る環 境 破 壊 罪(環 境 法29章2条)。

「環 境 法 」 に よ る犯 罪 で 、 環 境 破 壊 罪(同 章1条 一故 意 犯)に 該 当 す る

行 為 を過 失 で行 う こ と。

vardnad(子 の)監 護 。 監 護 はf6rmyndarskap(後 見)*と は 区 別 しな け

れ ば な らな い。 後 者 は子 の経 済 的事 項 に 関す る。

v昌rdplikt保 管 義 務 、 善 管 注 意 義 務 。handelsbalk(商 法)*10章3条 等 が

質権 者 の 質 物 の 保 管 に 関 す る義 務 と して定 め て い る 。 ち な み に、 同 条

は1734年 法 の 当初 か ら存 在 し、現 在 で も有 効 な規 定 で あ る 。

v蓋r"sl6sf6rs琶kran書 面 に よる虚 偽 の真 実保 証 の重 過 失 罪(刑 法15章10

条2項)。osannforsakran参 照 。

vardslostillvitelse過 失 虚 偽 陳 述 罪(刑 法15章7条2項)。falsktillvitelse

参 照 。

vardsloshetmedgiftellersmittamne過 失 に よ る有 毒 物 の散 布 ま た は疫 病

を蔓 延 させ る な どの 罪(刑 法13章9条)。 過 失 に よっ てspridandeav

giftellersmitta(有 毒 物 を散 布 し、 ま た は疫 病 を蔓 延 させ る罪 一刑 法

13章7条)*ま た はf6rg6ring(動 植 物 に対 す る危 険 惹 起 の罪 一 同章8

条)*を 行 う こ と。

vardsloshetmedhemliguppgift重 過 失 に よ る秘 密 情 報 の 無 権 限取 扱 い の

罪(刑 法19章9条)。obeh6rigbefattinigmedhemliguppgift参 照 。

vardsloshetmotborgenarer債 権 者 に対 す る債 務 者 の過 怠 罪(刑 法11章

3条)。 債 務 者 が 重 要 な財 産 を浪 費 す る な ど して故 意 も し くは重 過 失 に

よ り支 払 不 能 の 状 態 を惹 起 し、 ま た は破 産 等 の場 合 に重 過 失 に よ りそ

の資 産 を黙 秘 し、 架 空 の債 務 の存 在 を述 べ る な どす る行 為 。

vadja控 訴 す る 。

vagratt道 路(用 地 接 収)権 。 道 路 用 地 と して の必 要 に か んが み 私 人 の

不 動 産 を償 金 の 支 払 に よ り利 用 で きる道 路 の保 有 者 す な わ ち 国 また は

第 一次 地 方 自治 体 の権 限 。
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vapnathotmotlagligordning法 秩 序 に対 す る武 力 に よ る威 嚇 の 罪(刑 法

18章3条)。

vardeersattning価 額 賠 償 。

vardekollation価 額 に よる 生 前 贈 与 の返 還 。相 続 人 が 遺 産 分 割 に お け る

生 前 贈 与 の返 還 を価 額 に よ り行 う こ と。realkollation(生 前 贈 与 の 返

還)・の 一一つ 。

vardemarke切 手 類 。 郵 便 切 手 な ど0定 の 金 銭 価 値 を表 示 す る切 手 類 。

刑 法14章7条 のmarkesforfalskning(切 手類 偽 造 罪)*が 用 い て い る用

語 。

vardepapper有 価 証 券 。 広 義 で は 権 利 を担 う文 書 。 法 技 術 的意 義 で は給

付 の 履 行 を受 け る た め に そ の呈 示 を必 要 とす る文 書 。例 え ば流 通 的 債

務 証 書(約 束 手 形)、 手 形 、小 切 手 、 船 荷 証 券 は これ に属 す る。 有価 証

券 の概 念 は争 わ れ て い る。

varjemalsed否 認 宣 誓 。 か つ て存 在 した 制 度 で 、 原 告 ま た は検 察 官 の主

張 を否 認 す る被 告(人)に 課 す る こ とが で きた宣 誓 。被 告(人)が これ

を拒 否 した と きは原 告 また は検 察 官 の 主 張 が 証 明 され た もの とみ られ

た 。 他 方 、 被 告(人)が 否 認 宣 誓 を行 っ た と き は、 原 告 の 請 求 ま た は

検 察 官 の 訴 追 は棄 却 され た 。

vastgotalagen西 イ ヨー タ法 。 中世 の 地 方 法 。 旧法 と新 法 とが あ る。

vaxelaccept手 形 の 引 受 。

轍xelbetalare手 形 の支 払 人 。

vaxeldiskontering手 形 割 引 。

vaxelduplett手 形 の複 本 。番 号の表 示 を要 す る。最 初 の副 本 はprima(一

番 目)、 次 の もの はsekunda(二 番 目)等 。solavaxel参 照 。

vaxelratt手 形 上 の権 利 。 「手 形 法(1932:130)」 に よ り有 効 な手形 に与 え

られ た特 別 の法 効 果 、 例 え ば訴 訟 面 にお け る もの。 もっ と も、手形 が そ

れ 自体 と して効 力 を失 っ た と して も、通 常 のskuldebrev(債 務 証書)*と

して の効 力 は存 在 しうる。

vaxelranta手 形 の 割 引 料 。手 形 割 引 の 際 に控 除 され る支 払 期 日まで の 中
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問利 息 。

癒xe置summa手 形 金 額 。

vaxtforadlarratt新 品 種 植 物 育 成 者 権 。 新 品種 植 物 を育 成 した 者 に与 え

られ る独 占 的利 用 権 。新 品 種 植 物 とは 「新 品 種 植 物 育 成 者 権 法(1997:

306)」1章3条 に定 め る もの をい う。statensvaxtsortnamnd(国 立 植

物 品種 委 員 会)の 登 録 簿 に登 録 す る こ と に よ っ て発 生 す る。 〔「植 物 の

新 品種 の 保 護 に 関 す る 国 際 条 約 」が 存 在 し、 わが 国 で は 「種 苗 法(平 成

10年 法律83号)」 が 「育 成 者権 」 に つ い て 規 定 して い る 。〕

Yの 部

yrkande(訴 え の)申 立 て。 一 般 に民 ・刑 事 の訴 え、訴 追 の 申立 て の こ と

で あ るが 、 そ の他 の公 的機 関 に対 す る 申立 て につ い て も用 い られ る。 動

言司はyrka。

Yrkesinspektion地 域 的 労働 基 準 監 督 機i関。全 国 に10存 在 し、 そ の 中央

機 関 はArbetarskyddstyrelsen(労 働 者 保 護 庁)で あ った 。現 在 で は両

者 の 職 務 はArbetsmilj6verket(労 働 環境 庁)に 引 き継 が れ て い る。 同

庁 のarbetsmilj6inspektionen(労 働 環 境 監 督 部)は 全 国 に10存 在 す

る。 「労 働 環 境 法(1977:1160)」7章 が 労働 環 境 の 監 督 に つ い て 定 め

る。

yrkesskadeforsakring職 業 災 害 保 険 。arbeteskadeforsakring(労 働 災 害

保 険)の 旧 称 。 「労 働 災 害 保 険 に 関 す る 法 律(1976:380)」 が あ る 。

yrkesskadaとarbetesskadaは 同 意 語 。

ytterandefrihetsbrott表 現 の 自 由の 濫 用 に 関す る犯 罪(表 現 の 自由 に関 す

る基 本 法5章)。 同 章 に定 め る ラ ジ オ 、映 像 お よび音 声 録 音 の 濫 用 に よ

る犯 罪 。 「出版 の 自由 に 関 す る法 律 」(基 本 法)と 同様 の犯 罪 類 型 が 存

す る。tryckfrihetsbrott参 照 。

Zの 部

ZugumZug引 換 え に 。 双 務 契 約 に お け る 引 換 給 付 の こ と。 「売 買 法
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(1990:931)」10条1項 、49条1項 が そ の趣 旨 を規 定 す る。 〔ドイ ッ語

の ま ま用 い られ て い る。 た だ し、綴 りは小 文字 の場 合 もあ る。〕

Aの 部

aberopsborda主 張 責 任 。 〔拙 著 『訴 訟 にお け る主 張 ・証 明 の 法 理 』3頁 以

下参 照 。〕

aboratt世 襲 的 土 地 無 期 限 占有 権 。 主 と して 国有 地 に設 定 され た 占有 権

で 、 占 有 権 者 が そ の 不 動 産 を買 い取 る こ との で きる 権 利 と結 合 してい

る。1926年 に 成 立 した こ の 占有 権 は もは や 設 定 す る こ とが で きな い 。

besittnigsratt,stadgadaboratt参 照 。

O
Akarpslagenオ ー カ ル プ法 。 ス トライ キ(就 労 停 ⊥L)へ の参 加 の強 制 ま

た は職 場 復 帰 の 妨 害 な どの 未 遂 行 為 を処 罰 す る法 規 定 の 通 称 。 こ の規

定 は1899年 にAkarp(オ ーカル プ)選 出 の 国会 議 員P.Pehrsson(ペ ー

ル ソ ン)の 発 議 に よ っ て成 立 した もの で 、 この 通 称 は地 名 に 由来 す る。

長 ら く政 治 的論 議 の対 象 で あ っ たが 、1938年 に廃 止 され た。

aklagarbrott検 察 官 訴 追 犯 罪 、 非 親 告 罪 。 告 訴 が な くて も検 察 官 が公 訴

を提 起 す る こ とが で きる犯 罪 。angivelsebrott参 照 。

aklagare検 察 官 。allmanaklagareも み よ。

aklagarkammare地 方 検 察 庁 。aklagarregion(高 等 検 察 庁 管 轄 区域)*内

の検 察 の統 一体 。chefsaklagare(検 事 正)が そ の長 で あ る。 〔かつ て の

lokalaaklagarmyndighet(地 区検 察 庁)に 相 当 す る。 拙 訳 「ス ウ ェ ー

デ ン刑 事 訴 訟 法 」22頁 、7章1条 の**参 照 。 なお 、 検 察 に関 す る訳

語 は、理 解 の便 宜 上 わが 国 の制 度 にほ ぼ対 応 させ て あ るが 、 ス ウ ェー デ

ンで は 裁 判 所 と検 察 庁 との 問 に わ が 国 な どの よ うな 直 接 的 対 応 関係 が

ない こ とに注 意 。〕

aklagarmyndighet高 等 検 察 庁 。aklagarregion(高 等 検 察 庁 管 轄 区域)*に

お け る検 察 の職 務 を有 す る機 関。overaklagare(上 級 検 事 、検 事 長)が

その長 であ る。 〔かつ てのregionalaaklagarmyndighetに 相 当 す る。拙 訳

「ス ウ ェー デ ン刑 事 訴 訟 法 」22頁 、7章1条 の*参 照 。〕



(338) スウェーデン法訳語集(3) 103

aklagarregion高 等 検 察庁 管轄 区域 。 そ の 区域 内 に一 定数 のaklagarkammare

(地方検察 庁)*が 存在す る。全 国 は六 つの高等 検察庁 管轄 区域 に分 かれ てい

る。

angervecka(angerfrist)ク ー リ ン グ ・オ フ期 間。14日 で あ る 。

angerrattク ー リ ン グ ・オ フの権 利 。

arochdag暦 に よ る期 間(の 計算)。 初 日は算 入 しな い 。 「法 定 の期 間 の

計 算 に関 す る法 律(1930:173)」 が あ る。

arsstamning1年 催 告 。 現 在 のkallelseaokandaborgenarer(未 知 の債

権 者 に対 す る催 告 、公 示 催 告)*の 旧 称 。現 在 は6月 で あ る催 告 期 間が1

年 で あ っ た こ とに 由来 す る 。

a.tal訴 追 。allmantatal(公 的 訴 追 、 公 訴)*とenskiltatal(私 的 訴 追)*

とが あ る 。

atalad被 告 人 。tilltalad*に 同 じ。

翫alspreskription訴 追 の 時効 。pafoijdspreskription参 照 。

atalsunderlatelse訴 追猶 予(権)。 若 干 の場 合 に は訴 追 を猶 予 す る こ とが

で きる検 察 官 の 権 限 。 訴 訟 手 続 法20章7条 が そ の 基 本 的規 定 で あ る。

原 則 と して は法 定 訴 追 主 義(同 章6条)で あ る か ら、 わ が 国 の 起 訴 猶

予 と異 な り、 多 くの制 約 に服 す る。 他 方 、 起 訴 後 も判 決 が あ る まで は、

被 告 人 が 反 対 しな い 限 り訴 追 猶 予 を行 う こ とが で きる(同 章7条a)。

〔日本 刑 訴 法257条 参 照 。〕

aterbryrtandeavdom判 決 の 再 試 。 現 在 の 再 審 に相 当 す る特 別 上 訴 の古

称 。

aterfallibrott再 犯(刑 法26章3条 の場 合)。 同 条 に よ り処 罰 され る再

犯 につ い て用 い られ る。recidiv参 照 。

aterforsakring再 保 険 。

aterforvisning①(原 審へ の)着 戻 し、② 反致 。① につ いて はhanvisning参

照 。② につ いて はrenvoiも み よ。

atergang① 婚 姻 の取 消 し、② 契 約 の 解 消 。① 従 前 存 在 した、 当 初 か ら無

効 と考 え られ る婚 姻(例 え ば 直 系 血 族 間 の 婚 姻)の 解 消 の方 法 。 現 在
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で は こ の よ うな場 合 も離 婚 制 度 の 規 整 に よ る。②ogilltighet(無 効)*、

havningavavta1(契 約 の解 除)*ま た は破 産 にお け るatervinning(否

認 権(の 行使))*の 総称 。① につ い てaktenskapsskillnad参 照 。

atergangstalan(regreSS)遡 求 の訴 え。 手 形 所 持 人 が 遡 求 義 務 者 に対 し

て支 払 を求 め る訴 え。

aterkallelseavtalan訴 え の 取 下 げ 。eftergivande参 照 。 〔拙 訳 「訳 注 ス

ウ ェ ー デ ン訴 訟 手 続 法(1)」95頁 、13章5条 の*、**参 照 。〕

aterpantsattning転 質 。 商 法10章6条 は原 質 権 の 範 囲 を超 え る転 質 を禁

じて い るが 、 ス ウ ェー デ ン法 は動 産 質権 の 善 意 取 得 を認 め る。 なお 、転

抵 当 は禁 止 され て い る。

aterst謝andeavf6rsuttentid期 間 回復 。非 常 上 訴 の 一つ 。 訴 訟 手続 法58

章11条 以 下 が 定 め る。

atertagandeforbehall取 戻 権 留 保 。買 主 の代 金支 払 が遅 滞 す る ときは売買

の 目的物 を取 り戻 す権 利 に関 す る留 保 。 この留 保 はaganderattsforbehall

(所有 権 留 保)*と 同一 の法律 効 果 を有 す る。

aterupptagandeavmal訴 訟 の 再 開。 控 訴 人 の不 出頭 に基づ き終 了 を宣言

され た控 訴 を再 び取 り上 げ る こ と(訴 訟 手 続 法50章22条)。 なお 、訴

訟 の再 開 は事 件 が上 級 審 か ら原 審 に差 し戻 され た場 合 に も生 ず る。 〔vad

(控 訴)・ とい う用 語 は現 在 で は存 在 しな い こ とに注 意 。〕

atervinning① 故 障 の 申立 て 、② 否 認 権(の 行 使)、 ③ ス ウ ェ ー デ ン国籍

の 再 取 得 。 ① 欠 席 判 決 、 支 払 命 令 等 に対 す る再 審 理 の 申立 て 。② は破

産 手 続 に関 す る 。③ は喪 失 した 国 籍 を再 取 得 す る こ と(「 ス ウェ ー デ ン

国籍 に関 す る法 律(2001:82)」19条)。

atervaxel戻 手 形 。atergangstalan参 照 。

atfoljd随 伴 権 。 不 動 産 所 有 権 に含 まれ るが 、 よ り周 辺 的 な権 利 で本 来

の所 有 権 の 区 域 外 で行 使 され る権 利 を い う(例 え ば地役 権)。

atkomsthandling所 有 権 取 得 原 因証 書 。fangeshandlingも み よ。

averkan器 ・物 損 壊 軽 罪(刑 法12章2条)。 例 え ば樹 木 の小 枝 を切 除 す る

こ と。skadeg6relse参 照 。
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aganderatt所 有 権 。

..
aganderattsforbehallagandeforbehall,agarforbehall,agareforbehall}

所 有 権 留 保 。 法 文 で はatertaganderatt(回 復 権)と い う(「 事 業 者 間

等 にお け る割 賦 払 売 買 に関 す る法 律(1978:599)」7条 等)。 「消 費 者信

用 法(1992:830)」 は これ を大 幅 に制 限 す る(25条 以 下)。

aganderattsutredning所 有 権 調査 。 と くに所 有 権 の存 否 ・範 囲 が不 明確 で

あ り、公 私 の見 地 か らその 不 明確 性の 除 去 が 適 切 で あ る場 合 に、不 動 産

形 成 機 関 に よ っ て な さ れ る措 置 。 「土 地 所 有 権 調 査 … に 関 す る法 律

(1971:1037)」 が あ る。

agaresevitut所 有 者 地 役 権 。 要 役 地 と承 役 地 とが 同 一 の所 有 者 に属 す る

地 役 権 。 ス ウ ェ ー デ ン法 で は これ を認 め て い る。

agarhypotek所 有 者 抵 当(権)。

蓋godelningsr翫t不 動 産分 割 裁 判 所 。 か つ て特 別 の構 成 で 不 動 産 形 成訴 訟

を取 り扱 っ た 下 級 裁 判 所 の名 称 。 現 在 のfastighetsdomstol(不 動 産 裁

判 所)*に 相 当 す る。

agofred所 有 地保 護i規整 。 不 動 産 間 の柵 の 設 置 義 務 、牛 馬 そ の他 の 家 畜

の 不 法 侵 入 に対 す る不 動 産 の 保 護 、放 牧 の 禁 止 等 に 関す る規 整 の こ と。

「所 有 地保 護 規 整 に関 す る法律(1933:269)」 が あ る 。

agostyckning土 地 分 割 の古 い形 態 の 一 つ 。

agoutbyte所 有 不 動 産 の交 換 。 か つ て存 在 した 隣i接す る所 有 不 動 産 の小

規 模 の交 換 。現 在 で はfastigehtesreglering(不 動 産 規 制 措 置)*に よっ て

代 替 され てい る。

aktabord嫡 出(子)。 現 在 で は用 い な い用 語 。

aktaunderlatenhetsbrott真 正 不 作 為 犯 。

aktenskapsbalk「 婚 姻 法 」 そ の 前 身 はgiftermalsbalk。

aktenskapsbetyg婚 姻 適 格 証 明 書 。 か つ て の 法 律 に よれ ばlysning(婚 姻

予 告)*に あ た っ て 、 女 性 と異 な る教 区 に登 録 さ れ て い る男 性 に提 出 が
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要 求 され た証 明 書 。 この 書 面 に は教 会 登 録 簿 上 彼 が 婚 姻 の 適 格 者 で あ

る こ とが 記 載 され た 。

aktenska,pscertifikat女 昏姻 資 格 証 明書 。 ス ウ ェー デ ン国民 が外 国 の公 的 機

関 の前 で婚 姻 を し よう とす る場 合 に、 ス ウ ェー デ ン法 に よれ ば婚 姻 に対

す る障 害 が 存 しない 旨 の ス ウ ェー デ ンの公 的機 関 が発 行 す る証 明書 。

aktenskapsforord夫 婦 財 産 契 約 。 そ れ が 有 効 で あ る た め に は地 方 裁 判 所

へ の提 出が 要 求 され る(婚 姻 法7章3条)。

aktenskapshinder婚 姻 障 害 。様 々 な もの に分 類 され る。例 え ばabsoluta

aktenskapshinder,relativaaktenskapshinder参 照 。

aktenskapsjav婚 姻 障害 の 主 張 。

乞ktenskapsm昌1婚 姻 関係 訴 訟 。 婚 姻 法14章 が 定 め る。

aktenskapsregister婚 姻 登 録 簿 。Statistiskacentralbyran(中 央 統 計 局)

が 作 成 す る もの で 、夫 婦 財 産 契 約 、 財 産 分 割 お よび離 婚 判 決 等 が 記 載

され る 。 「婚 姻 法 」16章 、 「婚 姻 登 録 簿 に関 す る政令(1987:1022)」 が

定 め る。

aktenskapsskillnad離 女昏。裁判所 の判決 に よる婚姻 の解消 。若干 の場 合 には最

低6月 のbet加ketid(熟 慮期 間)が 要求 され る。かつて は通常hemskillnad

(離婚前 別居)*が 離婚 に先行 した。 日常用語 で はskilsmassa*。 現 在 で は重

婚 の解 消 も離 婚 に よ るが 、 前 婚 の 配 偶 者 の み な らず 一般 検 察 官 も離 婚

の訴 え を提 起 で きる(婚 姻 法5章5条)。

ambetsbrott官 吏(公 務 員)職 務 犯 罪 。 現 在 のtj加stefel(公 務 執行 にお

け る職 務 違 反 罪 一刑 法20章1条)*、mutbrott(収 賄 罪 一 同 章2条)*、

brottmottystndsplikt(守 秘 義 務 違 反 の 罪 一 同章3条)*に 相 当す る犯

罪 の総 称 。

ambetsstraff官 吏(公 務 員)罰 。 官 吏(公 務 員)職 務 犯 罪 を犯 した者 に

対 して1976年 前 ま で科 せ られ た刑 罰 で 、停 職 、 免 職 が 判 決 で命 じられ

た。 〔この 制 度 はス ウ ェ ー デ ンの官 吏(公 務 員)一 と くに上 級 者一 が 裁

判 官 に近 い独 立 性 、 身 分 保 障 を有 して きた とい う比 較 法 に み て ユ ニ ー

ク な現 象 と相 関 してお り、 実 は国 会 オ ンブ ズ マ ン制 度 の確 立 もこの こ と
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と と密接 に関連 してい る。〕

andamalsbestammelse目 的 条 項 。 あ る財 産 は特 定 の 目的 に の み 用 い られ

るべ きこ と を定 め る遺 言 書 の条 項 。

andringsdispens判 決 の 変 更 を理 由 とす る上 訴 許 可 。 高 等 裁 判 所 に対 す

る 上 訴 の 審 理 許 可 は 地 方 裁 判 所 の 判 決 主 文 の 変 更 の 理 由 が 存 在 す る

場 合 で も認 め られ る こ と を い う(訴 訟 手 続 法49章14条)。 最 高 裁 判

所 に対 す る上 訴 の審 理 許 可 は この よ うな 理 由 に よ っ て は与 え られ な い

(同 法54章10条)。provningstillstand参 照 。 〔現 在 で はvad(控 訴)*、

revision(上 告)*と い う用 語 は存 在 しな い こ とに注 意 。〕

arekrankning名 誉 殿 損 罪 。 刑 法5章 の タイ トル 。 同章 は大 別 して 二 つ

の名 誉 殿 損 罪 につ い て規 定 す る。fortal,forolampning参 照 。

arvdabalk「 相 続 法 」 現 在 の 「相 続 法 」 は1959年 に施 行 され た 。

att家 団(親 族 集 団)。 前 キ リス ト教 時 代 にお け る定住 農 耕 民 の基 本 的 社

会 単 位 。 よ り進 化 した法 秩 序 の 濫 膓 とみ られ て い る。 個 人 は家 団(親

族 集 団)の 構 成 員 と して のみ 意 味 が あ り、法 的紛 争 の 当事 者 は家 団(親

族 集 団)で あ り、 これ に属 しな い者 は法 の保 護 を奪 わ れ て い た 。

vedergallning参 照 。

6部

omsesidigtavtal(6msesidigtf6rpliktandeavtal>双 務 契 約 。

omsesidigtforsakringsbolag相 互 保 険 会 社 。 保 険 契 約 者 が 社 員 で あ る 保 険

会 社 。

oppenass・ciation公 開 団 体 。 構 成 員 の 数 が 予 め 特 定 さ れ て い な い 団 体 。

反 対 はslutenassociation(閉 鎖 団 体)・。

oppetkop(買 主 の た め の)自 由 売 買 。 買 主 が 一 定 の期 間 内 は契 約 を廃 棄 す

る権 利(一 種 の クー リング ・オ フ)を 有 す る 売 買 。 「売 買 法(1990:931)」

16条 は そ の 場 合 の 危 険 負 担 に つ い て 定 め る 。

overborgen副 保 証 。 保 証 債 務 の 保 証 。underborgen参 照 。

overdomstol上 級 裁 判 所 。(行 政)地 方 裁 判 所 に と っ て(行 政)高 等 裁 判
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所 と(行 政)最 高 裁 判 所 は上 級 裁 判 所 で あ る 。6verratt庫 に 同 じ。

overexekutor上 級 執 行 機 関 。 執行 事 件 に 関す る従 前 の 第 二 審(と きに第

J-)。 通 例lansstyrelse(県 中央 行 政 庁)*が そ れ で あ っ た。 現 在 で は

高 等 裁 判所 が 執 行 事 件 の 第二 審 で あ る。 〔県 中央 行 政 庁 には法 曹 資 格 を

有 す る相 当 数 の職 員 が存 在 す る。現 在 のlansratt(行 政 地 方 裁 判 所)*の

前 身 は か つ てlansstyrelseの0部 を成 して い た。 この よ うな面 か ら も同

庁 をわ が 国 の 「県 」 と同様 に理 解 して は な らな い。〕

overflyttningavmal訴 訟 の移 送 。 刑 事 訴 訟 にお い て管 轄 権 を有 す る裁 判

所 が他 の裁 判 所 に訴 訟 を移 送 す る こ と(訴 訟 手 続 法19章7条2項)。 法

文 はoverlamnande*と い う語 を用 い て い る。6verflyttningは 学 説 の用

語 。

overformyndare後 見 監 督 人 。後 見 人等 の職 務 を監 督 す るため にkommun

(第 一 次 地 方 自治 体)*ご とに任 命 され て い る者 。kommunfullmaktige

(第 一 次 地 方 自治 体 参 事 会)*に よっ て選 任 され る。 自治体 は その代 わ り

にoverformyndarnamnd(後 見 監 督 委 員 会)の 設 置 を定 め る こ と もで

きる。 そ の構 成 員 は参 事 会 が 選 任 す る。 親 子 法19章 が 定 め る。 〔わ が

国 の後 見 監 督 人 制 度 とは著 し く異 な る点 に注 意 。〕

overforsakring超 過 保 険 。保 険 金 額 が 保 険価 額 を超 過 す る保 険。 超 過 部

分 につ い て は保 険 金 が 支 払 わ れ な いか ら、 この よ うな保 険 は原則 と して

無 意 味 で あ る。underforsakring参 照 。 〔日本 商 法631条 参 照 。〕

overgreppirattssak法 的事 項 に干 渉 す る罪(刑 法17章10条)。 訴 訟 の

提 起 、告 訴 、証 言 な どを理 由 に、 また はそ れ ら を抑 止 しよ う として暴 力

的言 動 を行 う犯 罪 。

overhypotek剰 余 抵 当 権 。 一種 の所 有 者 抵 当(権)で 、 抵 当権 設 定不 動

産 の価 額 の被 担 保 債 権 額 を超 え る部 分 をい う(土 地 法6章9条 末 文)。

overklagande不 服 申立 て 、上 訴 。裁 判所 ま た は行 政 機 関 の判 決 、 決 定 に

対 す る 上 級 審 へ の 不 服 申立 て の 一 般 的 名 称 。 現 在 で はvad(控 訴)*、

revision(上 告)*、besvar(抗 告)・ とい う伝 統 的 な用 語 は法 律 上 廃 止 さ

れ て い る。
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oeerl・ppsbyggnad余 剰 建 物 。arrende(不 動 産 賃 貸 借)申終 了 の 際 に賃 借

人 が収 去 しな けれ ば な ら ない そ の 所 有 建 物 。

overlatelse(財 産 権 の)譲 渡 。upplatelse参 照 。

overlatelseforklaring譲 渡 の 意 思 表 示 。不 動 産 また はbostadsratt(住 居

権)*の 売 主 か ら買 主 に対 す る譲 渡 の 意 思 表 示 。k6pehandling(売 買 契

約 書)は この意 思 表 示 を包 含 しな け れ ば な らな い 。 これ を欠 け ば売 買 は

無 効 にな る。 土 地 法4章1条 が 定 め る。

overlaggning(裁 判 の)評 議 。

overlamnande移 送 。 管 轄 違 い の場 合 にお け る移 送(訴 訟 手 続 法10章20

条a)。overflyttningavmal参 照 。

overlamnandetillsarskildvard特 別 保 護 へ の 委 託(送 致)。 一 種 の 刑 事 制

裁 で多 様 な形 態 が あ る。刑 法31章 が定 め る。21歳 未 満 の 者 に対 して行

わ れ る もの は、dagb6ter(日 数 罰 金)*ま た はungdomstjanst(青 少 年

の(無 料)社 会 奉 仕)申 を併 科 す る こ とが で きる(同 章1条)。

overprovning再 審 査 。上 級 審 が 下 級 審 の判 断 を審 査 す る こ と。

overratt上 級 裁 判 所 。訴 訟 手 続 法2章1条 は 「高 等 裁 判 所 は通 常 下 級 裁

判 所 か ら上 訴 さ れ る事 件 に つ い て のoverran(上 級 裁 判 所)で あ る 。」

と規 定 す る。6verdomstl・ に 同 じ。 〔わ が 国 の裁 判 所 法2条 等 との表 現

の 差 異 に注 意 。〕

overrattsnotarie上 級 裁 判 所 司 法 実 務 修 習 生 。fiskalaspirant(高 等 裁 判

所 判 事 補 候 補 生)の 別 称 。 〔拙 著 『ス ウ ェ ー デ ンの 司 法 』134頁 以 下 参

照 。〕

overtagandegrundsatsen(刑 法 の)危 険 引 受 原 則 。 過 失 判 断 にあ た って 、

例 え ば危 険 な業 務 に従 事 す る者 に は通 常 人 を超 えた 注 意 義 務 が 課 せ ら

れ る こ と を意 味 す る。 な お 、6vertagandeprincipen(引 受 主 義)*と 同

じ意 味 で も用 い られ る 。

overtagandeprincipen引 受 主 義 。 不 動 産 の執 行 競 売 に あ た っ て原 則 と し

て全 て の 抵 当権 価 額 登 記 の あ る抵 当権 は存 続 し、 競 売 価 額 か ら控 除 さ

れ る もの とす る主 義 。
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overtradelseavmyndighetsbud公 的機 関 の命 令 に対 す る侵 犯 罪(刑 法17

章13条)。 差 押 え の表 示 を損 壊 す る行 為 な どが これ に属 す る。

forrattningsman(執 行 人)瑠の立 入 りを拒 む行 為 はhindrandeavforra-

ttning(差 押 執 行 の妨 害 罪)に な る。

overvakning保 護i観察 。 〔「監 督 」とい う訳 語 もあ る。skyddstillsyn(保 護

監 督)*は 常 に保 護 観 察 を伴 うの で 両 者 を混 同 しな い よ う注 意 。〕

overvakningsnamnd監 督 委 員 会 。villkorligfrigivning(仮 釈 放)*お よび

skyddstillsyn(保 護 監 督)串 の対 象 者 に関 す る 監 督 の権 限 を有 す る委 員

会 。 裁 判 官 経 験 者 の委 員 長 、 副 委 員 長 とそ の 他3名 の委 員 で構 成 され

る。 〔わが 国 の 更 生保 護 委 員 会 にほ ぼ相 当 す る とい え よ う。〕

overviktprincipen(証 明 論 におけ る)超 過 原 則 。beviskrav参 照 。 〔詳 しく

は拙 著 『訴 訟 に お け る主 張 ・証 明 の 法 理 』172頁 以 下 参 照 。〕
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本稿(3)の ための後記

本稿(3)の 素案 は洋 上で書 かれ た。前稿(2)を 脱稿 して 間 もな く、

私 は ピース ボー トの世界 一周(北 回 り)の 船旅 に参 加 した。合計100日

間の旅 行 中 も平均 して毎 日少 な くとも4時 間 は この訳語 集 関係 の仕 事 に

従事 した。周 囲の風 景 、興味 をひ く船 内行事 や寄港 日の観光旅 行 以外 に

精神 の集 中 を妨 げる ものが ないので、す こぶ る快適 に仕事 を進 め るこ とが

で きた。ス タ ッフ ・ボラ ンテ ィアの優秀 で誠実 な若者 た ち、同世代 以上 の

元気 あふれ る活 動的 な人 び とな どか ら、勇気 と希望 を与 え られた こ とも大

きな励 み になった。 もちろん船 内 に持 ち込 んだ文献資料 は極 めて限 られた

ものだ ったか ら、帰 国後 に再 三 にわたる調査 ・書 直 しを要 したわ けであ る

が 、船 旅 中 に作成 した素案 が なけれ ば本 稿 の完成 が大 幅 に遅 れ たで あ ろ

うこ とは間違い ない。 この ような私 的事情 を記 するの もあなが ち無益 で は

ある まい と考 え、 ここに述べ させ ていただ く次 第で ある。

この訳語 集 の執 筆 を開始 してか ら一年 有半 近 くが経過 した。私 に とっ

て この期 間は短 い ような、長い ような不 思議 な期 間であった。 ともか く不

十分極 まる ものではあるけれ ど、ス ウェーデ ン法律 用語 辞典の ための基礎

作 りをひ とまず終 えた ことになろう。だが、諺 に 「百里 を行 く者 は九十里

を半 ば とす」 とい う。気 を緩 め るこ とな く最終 目標 に向か って蝸 牛 の歩 み

を進め なければ な らない。(2006年1月 下旬)
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附録

著 名 法 学 者(生 年 順)*

OlausPetori(1493-1552>(オ ラ ウス ・ペ トリ)

ル ター の役 割 をス ウ ェ ー デ ンに お い て 果 た した宗 教 改 革 の 指 導 者 で あ

り、卓 越 した神 学 者 、歴 史 家 そ して法 律 家 。Sverigesrikeslag(ス ウ

ェー デ ン王 国法 典)の 冒頭 部 に掲 げ られ て い る 「裁 判 官 規 則 」 の手 稿

の著 作 者 と され る。 法 学 者 とは い え な い が 、 そ の 重 要 性 に か ん が み こ

こ に揚 げ る次 第 で あ る(ス ウ ェ ー デ ンの法 律 学 は次 のStiemh66kに 始

まる)。 〔坂 田仁 「ス ウ ェー デ ン 『裁 判 官 規 則(翻 訳 及 び解 題)』 法 学研

究71巻10号(1998)97-98頁 に略伝 が 掲 載 され て い る。〕

Stiernh66k,Johan(1596-1675)(シ ェル ンホ ー ク,ヨ ハ ン)

「ス ウ ェー デ ン法律 学 の父 」、「ス ウ ェーデ ン最初 の法 制史 家」 と よばれ る。

非 凡 な法律 学 者(1640年 に新 設 され たAbo(オ ー ボ、 フ ィ ン ラ ン ド名

Turku)大 学 の初 代 教授)で あ る と と もに傑 出 した法律 実務 家 。 この教

授 職 の後 ス ウ ェー デ ン最初 の上 告 調査 官 と して長 ら く執 務 し、晩 年 は全

く視 力 を失 った に もか か わ らず 、 事件 の調 査 へ の 関与 を続 け た とい う驚

異 的 な存 在 。主 著 は ラテ ン語 で書 かれ たDejureSveonumetGothorum

vetusto(ス ヴ ェア人 お よび イ ヨー タ人 の法)。 〔拙稿 「最 高裁 判所 調 査 官

制 度 の 比 較 法 的 検 討 一 ス ウ ェ ー デ ン に お け る 上 告 調 査 官

(revisionssekreterare)の 紹 介 を中心 と して 一」 民 商 法雑 誌84巻1号

(1981)5頁 以下 参 照 。〕

Nehrman-Ehrenstrale,David(1695-1769)(ネ ー マ ンーエ0レ ンス トロ ー ル,

ダ ー ヴ ィ ド)18世 紀 にお け るル ン ド大 学 法 学 部 の 高 名 な教授 。

Schlyter,CJ.(1795-1888)(シ ュ リー テ ル,CJ.)

ル ン ド大 学 法 学 部 の教 授 で 、 ス ウ ェ ー デ ン古 法 の研 究 を通 じて法 制 史

の水 準 を高 め た。

Eschelsson,Elsa(1861-1911)(エ シ ェル ソ ン,エ ル サ)

ス ウ ェ ー デ ン にお け る女 性 の 法 学 博 士 の 第1号(女 性 博 士 と して は第
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2号)。1897年 に若 干26歳 で 私 法 に 関 す る学 位 論 文 に よ り博 士 号 を取

得 し、 直 ち に母 校 ウ プサ ラ大 学 法 学 部 のdocent(助 教 授)に 任 命 され

た。 しか し、 そ の優 れ た資 質 、学 殖 に もか か わ らず 女 性 で あ るた め に正

教 授 職 に は就 くこ とが で きず 、私 法 ない し訴 訟 法 の 教 授 の代 理 で 満 足

せ ざ る を得 な か っ た 。1909年 に お け る基 本 法 改 正 の 結 果 女 性 の正 教 授

職 へ の 道 が 開 か れ た の で あ る が 、1911年 に私 法 は例 外 とす る決 定 が な

され 、 そ の 数 日後 に彼 女 は 睡 眠 薬 で 自殺 した 。 この 自殺 は彼 女 に関 す

る神 話 を生 み 、 「女 性 研 究 者 と して の殉 教 者 」 とい う表 現 ま で あ る。 し

か し、 彼 女 はそ の手 稿 をすべ て焼 却 して しまった の で 、死 因 は憶 測 の 域

を出 ない(現 在 で は肝 臓 の疾 患 が あ りそ れ を癌 と誤 信 した こ とが主 因 の

一 っ とい わ れ て い る
。)

Hogerstrom,Axel(1868-1936)(ヘ ー ゲルス トレーム,ア クセ ル)

ウ プサ ラ大 学 の哲 学教 授 であ った が 、法 哲 学 にお け る ウ プサ ラ学 派 の創

始 者 と してス ウ ェ ー デ ン法 学 に与 え た影 響 は甚 大 な もの が あ る。

彼 の研 究 領 域 は広 大 で 、法 学 的分 野 の代 表 作 と して は大Derromishe

ObligationsbegriffinLichtederailgemeinenromischenRechtsanschauung

I,II(ロ ー マ法 の義 務 観 念)が あ る。 〔佐 藤 節 子 「権利 義 務 ・法 の拘 束

力 』(1997、 成 文 堂)と くに60-61頁 参 照 。〕

Almen,Tore(1871-1919)(ア ル メ ン,ト ー レ)

ウ プサ ラ大 学 法 学 部 の私 法 教 授 か ら最 高 裁 判 所 判 事 とな る。1955年 の

契 約 法 お よび 売 買 法 の立 法 に大 き く貢 献 し、 そ の 有 名 な売 買 法 の 注 釈

書 は法 律 学 お よび法 実 務 に重 要 な影 響 を与 え た。

Lundstedt,A.V.(1882-1955)(ル ン ドス テ ッ ド,A.V.)

ウ プサ ラ大 学 法 学 部 の 私 法 教 授 。H6gerstr6mお よ びOlivecronaと 共

に法 哲 学 に お け る ウ プ サ ラ学 派 の 主 唱 者 。 そ の 講 義 は学 生 に衝 撃 的 な

感 銘 を与 え る もの で あ った とい う。 国会 議 員 と して も活 躍 した 。 〔か れ

の講 義 が そ うで あ っ た こ とにつ い て は教 え子 の一 人 のBoldingPerOlof

(ボ ー ル デ ィ ング)か ら筆 者 自身 聞 か され て い る 。 なお 、Boldingの 著

書 の邦 訳 と して 、拙 訳 『民 事 ・刑 事 訴 訟 実務 と弁 護 士 』(1985、 ぎ ょ う
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せ い)が あ る。〕

Unden,..Osten(1886-1974)(ウ ンデ ン,オ ス テ ン)

ウ プサ ラ大 学 法 学 部 の 私 法 教 授 で 、後 に司 法 大 臣 、 外 務 大 臣等 を歴 任

した 。

Karlgren,Hjalmar(1897-1978)(カ ー ル グ レ ン,ヤ ル マ ー一ル)

ル ン ド大 学 法 学 部 の私 法教 授 で 、 後 に最 高 裁 判 所 判 事 とな る 。

Kallenberg,Ernst(1866-1947)(カ レ ンベ リ,エ ル ンス ト)

ル ン ド大 学 法 学 部 の 訴 訟 法 教 授 。 ス ウ ェ ー デ ン にお け る近 代 民 事 訴 訟

法 学 の建 設 者 とい うべ き存 在 。彼 の 大 著SvenskciviiprocessrattI』

(「ス ウ ェー デ ン民 事 訴 訟 法 』)は 現 在 もなお しば しば引 用 され る 。

Qlivecrona,Karl(1897-1980>(オ リー ヴェ クル ー ナ,カ ー ル)

ル ン ド大 学 の訴 訟 法 教 授 で あ った が 、 法 哲 学 に お け るH6gerstr6mの

後 継 者 的存 在 。 訴 訟 法 、法 哲 学 の 双 方 に わ た る多 くの 業 績 が あ る。

〔か れ の 著 書 の邦 訳 と して 、碧 海 純 一 ・大 田知 行 ・佐 藤 節 子 訳 『事 実 と

して の法 』(1969、 勤 草 書 房)、 阿 部 濱 男 訳 『法 秩 序 の構 造 経 験 法 学

と して の 』(1973、 成 文 堂)が あ る。 な お 、佐 藤 ・前 掲 書49頁 以 下 参

照 。〕

Ekelof,PerOlof(1906-1990)(エ ー ケ レー ヴ,ペ ー ル ・オ ー ロ フ)

ウ プサ ラ大 学 法 学 部 の訴 訟 法 教 授 。20世 紀 後 半 の ス ウ ェ ー デ ン訴 訟 法

学 の 第 一 人 者 。 そ の 主 著Rattegang(『 訴 訟 手続(法)』)全5巻 は 門下

生 た ち に よって改 訂 され て版 を重 ね、 現 在 で も大 学 にお け る訴 訟 法 の代

表 的教 科 書 と して用 い られ て い る。 ス ウ ェ ー デ ン訴 訟 法 研 究 の必 読 文

献 で あ る。

Hellner,Jan(1917-2002)(ヘ ル ナ ー,ヤ ン)

ス トッ ク ホ ル ム 大 学 法 学 部 の 私 法 教 授 。 財 産 法 お よ び法 理 論 の研 究 で

知 られ るが 、消 費 者 保 護 立 法 に も大 き く寄 与 した。

*こ の 人 名 の 選 択 は 主 と してAgell&Malmstrom,Civiiratt(19upPL

2005)s.45-46に 拠 っ た 。 そ の 結 果 と し て あ り う る で あ ろ う偏 向 に つ い
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て は 後 日 の 補 正 に委 ね る こ と に した い 。
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「ス ウェーデ ン法訳語集(2)」(38巻1号)に お ける誤記 ・誤植 の訂正

につい て

「ス ウェー デ ン法訳 語集(1)」(37巻2・3合 併 号)よ りも大分減 少 し

たはず で あ るが、本号 掲 載分 につ い て もすで に若干 の誤記 ・誤植 が発 見

されてい る。お詫 び して訂 正す る次 第であ る。

誤記 ・誤植 の訂正

誤

25頁

kallesepa......

27頁

kolektivdelikt

28頁

komissivdelikt

40頁lagfartの 項 目 の1行 目

「18世 紀 」

54頁mordの 項 目 の5行 目

「誤 訳 」

57頁naturalianegottiの 項 目

negotti(3箇 所)

61頁 下 か ら5行 目

「い だ い て 」

正

kallesea......

kollektivdelikt

kommissivdelikt

「19世 紀 」

「訳 語 」

negotii

「い た だ い て」
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なお 、本稿全体 につ いての徹底 的 な誤記 ・誤植 の訂正 はス ウェーデ ン

法律 用語辞典 をま とめる際 に行 うこ とでお許 しいただ くほかない。本稿 は

その 目標 に向か っての習作 にす ぎない ので ある。


